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厚生労働省発雇児※※第※号 
平成 ２ ６ 年 ※ 月 ※ 日 

 
 
  都道府県知事 
各 政令市市 長 殿 

特別区区 長 
 
 
 
                                        厚 生 労 働 事 務 次 官 

 

 
 

未熟児養育医療費等国庫負担金について 
 
 
 未熟児養育医療費国庫負担金、結核児童療育費及び結核児童日用品費等国庫負担金

（以下「未熟児養育医療費等国庫負担金」という。）の交付については、平成20年６

月４日厚生労働省発雇児第0604003号本職通知の別紙「母子保健衛生費等国庫負担（補

助）金交付要綱」により行われているところであるが、今般、未熟児養育医療費等国

庫負担金の交付について別紙のとおり改正し、平成26年４月１日から適用することと

したので通知する。 

なお、各都道府県知事におかれては、貴管内市町村長（政令市市長及び特別区区長

を除く。）に対する周知につき配慮願いたい。 

（案） 

資料１
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未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱 

 

（通則） 

１  未熟児養育医療費国庫負担金、結核児童療育費及び結核児童日用品費等国庫負担金については、予算の

範囲内において交付するものとし、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号)、母子保健法施行令（昭和 40

年政令第 385 号)、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）、児童福祉法施行令（昭和 23 年政令第 74 号）、

児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 

 

号。以下「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成 12 年    令第６

号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ この負担金は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、医療の給付を行

うとともに、結核児童に対して療育の給付を行い、もって児童の福祉を図ることを交付の目的とする。 

 

（交付の対象）          

３ この負担金は、次の事業を交付の対象とする。 

  (１) 養育医療給付事業 

母子保健法第 20 条の規定により、市（区）町村（市町村及び特別区をいう。以下同じ。）が行う養

育医療の給付のうち移送に係るものを除いたもの。 

(２) 結核児童療育給付事業 

児童福祉法第 20 条の規定により、都道府県、指定都市及び中核市が行う療育の給付のうち学習及び

療養生活に必要な物品の支給を除いたもの。 

 (３) 結核児童日用品費等給付事業 

児童福祉法第 20 条の規定により、都道府県、指定都市及び中核市が行う療育の給付のうち学習及び

療養生活に必要な物品の支給並びに母子保健法第 20 条の規定により、市（区）町村が行う養育医療の

給付のうち、移送に係るもの。 

 

（交付額の算定方法） 

４ この負担金の交付額は、それぞれ次により算出するものとする。 

(１) ３の(１)の事業 

ア 別表３の第３欄に定める基準額と、第４欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額

を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額から６に定める徴収基準額を控除した額に２分の１を乗じて得た額を交付額

とする。 

 (２) ３の(２)の事業 

ア 別表３の第３欄に定める基準額と、第４欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額

を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

厚生省 

労働省 

別紙 
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イ アにより選定された額から７に定める徴収基準額を控除した額に２分の１を乗じて得た額を交付額

とする。 

 (３) ３の(３)の事業 

ア 別表３の第３欄に定める基準額と、第４欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額

を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

 

（養育医療の給付等に要する費用の徴収基準額）   

５ 母子保健法第 20 条の規定による養育医療の給付に要する費用につき、同法第 21 条の４第１項の規定に

より、本人又は扶養義務者から徴収する額の基準額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応

じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表１の徴収基準額表に定めた徴収基準月額に

より算定した額とする。ただし、当該児童の措置に要した費用について徴収する額は、市（区）町村の長

の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律による負担額を差し引いた額を越えないものであること。 

 

（療育の給付に要する費用の徴収基準額）  

６ 児童福祉法第 20 条の規定による療育の給付に要する費用につき、児童福祉法第 56 条第２項の規定に

より本人又はその扶養義務者から徴収する額の基準額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に

応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表２の徴収基準額表に定めた徴収基準月額

により算定した額とする。ただし、当該児童の措置に要した費用について、徴収する額は、都道府県、 指

定都市、中核市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律による負担額を差し引いた額を超えないものであること。 

 

（交付の条件）       

７ この負担金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

 (１) 別表３の区分間の経費の配分変更は、してはならないものとする。 

 (２)  事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければなら

ない。 

 (３)  事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

 (４) この負担金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第１による調書を作成する

とともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の

日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間

保管しておかなければならない。  

 

（申請手続）     

８ （１）都道府県知事は、この負担金の交付を受けるため、別紙様式第２－１による申請書を毎年度７月

末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（２）市町村長（地域保健法施行令（昭和 23 年政令第 77 号）第１条に定める保健所を設置する市（以

下「政令市」という。以下同じ。）及び特別区を除く。以下同じ。）は、この負担金（養育医療費

-445-



及び結核児童日用品費等国庫負担金の未熟児移送費に限る。）の交付を受けるため、別紙様式第２

－３による申請書を都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。 

（３）都道府県知事は、（２）の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、こ

れをとりまとめのうえ、別紙様式第２－１と併せて厚生労働大臣に提出するものとする。 

（４）政令市及び特別区の長は、この負担金の交付を受けるため、別紙様式第２－２により申請書を毎

年度７月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続）   

９ この負担金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、８

に定める申請手続に従い、毎年度１月末日までに行うものとする。 

なお、当初申請時の提出書類と比較して、申請額の増減又は事業の新設・中止等の変更がないものにつ

いては、提出を要しない。 

 

（交付決定の通知）   

10 都道府県知事は、市町村分に係る未熟児養育医療費等国庫負担金の養育医療費及び結核児童日用品費等

国庫負担金の未熟児移送費について厚生労働大臣の交付の決定（決定の変更を含む。）があったときには、

市町村長に対し、別紙様式第２－４により速やかに交付決定内容及びこれに付された条件の通知を行うも

のとする。 

 

（交付決定を行うまでの標準的期間）     

11 厚生労働大臣は、８又は９による申請書が到達した日から起算して原則として 50 日以内に交付の決定

（決定の変更を含む。）を行うものとする。 

 

（概算払） 

12 厚生労働大臣は、この負担金について必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲

内において、概算払をすることができる。 

 

（実績報告） 

13 （１）都道府県知事は、この負担金の事業実績報告について、翌年度６月末日（７の(３) により事業の

中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して１か月を経過し

た日）までに別紙様式第３－１による報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。 

（２）市町村長は、この負担金（未熟児養育医療費等国庫負担金の養育医療費及び結核児童日用品費等

国庫負担金の未熟児移送費に限る。）の事業実績報告について、都道府県知事が定める日（７の(３) 

により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して１

か月を経過した日）まで別紙様式第３－３を都道府県知事に提出するものとする。 

（３）都道府県知事は、（２）の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、こ

れをとりまとめのうえ、別紙様式第３－１と併せて厚生労働大臣に提出するものとする。 

（４）政令市及び特別区の長は、この負担金の事業実績報告について、翌年度６月末日（７の(３) によ

り事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して１か月
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を経過した日）までに別紙様式第３－２による報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（国庫負担金の額の確定の通知） 

14 都道府県知事は、市町村分に係る未熟児養育医療費等国庫負担金の養育医療費及び結核児童日用品費等

国庫負担金の未熟児移送費について厚生労働大臣の交付額の確定があったときは、市町村長に対し、別紙

様式第３－４により、速やかに確定の通知を行うものとする。 

  

（負担金の返還） 

15 厚生労働大臣は、交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える負担金が交付さ

れているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。  

 

（その他）  

16 特別の事情により、４、８、９及び 13 に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あら

かじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。 
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別表１  徴収基準額表（養育医療給付事業） 

階層 

区分 

世帯の階層の区分 徴収基準 

月  額 

徴収基準 

加算月額 

Ａ階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及び、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律による支援給付受給世帯 

 

        円       

0 

 

       円 

0 

 

Ｂ階層 Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  

    2,600 

  

      260 

Ｃ階層 Ａ階層及びＤ

階層を除き当

該年度分の市

町村民税の課

税世帯であっ

て、その市町村

民税の額の区

分が次の区分

に該当する世

帯 

均等割の額のみ（所得割の

額のない世帯） 
 

Ｃ1 

 

 

    5,400  

 

 

540 

 

 

所得割の額のある世帯 
 

Ｃ2 

           

    7,900 

       

790 

Ｄ階層  

Ａ階層をのぞ

き前年分の所

得税世帯であ

って、その所得

税課税の額の

区分が次の区

分に該当する

世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           円 

所得税の年額 

15,000 円以下 

15,001～   40,000 

40,001～   70,000 

70,001～  183,000 

183,001～  403,000 

403,001～  703,000 

703,001～1,078,000 

1,078,001～1,632,000 

1,632,001～2,303,000 

2,303,001～3,117,000 

3,117,001～4,173,000 

4,173,001～5,334,000 

5,334,001～6,674,000 

6,674,001 以上 

 

 

 

Ｄ1 

Ｄ2 

Ｄ3 

Ｄ4 

Ｄ5 

Ｄ6 

Ｄ7 

Ｄ8 

Ｄ9 

Ｄ10 

Ｄ11 

Ｄ12 

Ｄ13 

Ｄ14 

 

 

  

10,800  

16,200  

22,400  

34,800  

49,400  

65,000  

82,400  

102,000  

123,400  

147,000  

172,500  

199,900  

229,400  

    全額 

 

 

 

1,080 

1,620 

2,240 

3,480 

4,940 

6,500 

8,240 

10,200 

12,340 

14,700 

17,250 

19,990 

22,940 

左の徴収基準額の10％ 

ただしその額が26,300

円に満たない場合は

26,300 円 

備考 １  この表のＣ1 階層における「均等割」とは、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 292 条第 1 項第 1 号に規定

する均等割の額をいい、Ｃ2 階層における「所得割」とは、同項第 2号に規定する所得割（この所得割を計算する

場合には、同法第 314 条の 7、同法 314 条の 8、同法附則第 5条第 3項、第 5条の 4第 6項及び第 5条の 4の 2第 5

項の規定は適用しないものとする｡)の額をいう。 

 

２ この表のＤ1 ～Ｄ14 階層における「所得税額」とは、所得税法（昭和 40 年法律第 33 号)､租税特別措置法（昭和

32 年法律第 26 号）、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和 22 年法律第 175 号）の規定及

び平成 23 年 7 月 15 日雇児発 0715 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用

徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて」によって計算された

所得税の額をいう。 

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 

 (1) 所得税法第 78 条第 1項（同条第 2項第 1号、第 2号（地方税法第 314 条の 7第 1項第 2号に規定する寄付金

に限る。）、第 3号（地方税法第 314 条の 7第 1項第 2号に規定する寄付金に限る。）に規定する寄附金に限る。）、

第 92 条第 1項、第 95 条第 1項、第 2項及び第 3項 

 (2) 租税特別措置法第 41 条第 1項、第 2項及び第 6項、第 41条の２、第 41 条の 3の 2第 1項、第 2項、第 5項
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及び第 6項、第 41 条の 19 の 2第１項、第 41 条の 19 の 3第 1項及び第 2項、第 41 条の 19 の 4第 1項及び第

3項 

 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律（平成 10 年法律第 23 号）附則第 12 条 

 

３ 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するま

での期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 

 

４  徴収基準額表の適用時期 

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年７月１日を起点として取扱うものとする。 

 

５  徴収月額の決定の特例 

  (1) 同一世帯から２人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額（（２）による日割計算

後の額）の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 

  (2) 入院期間が、１カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によ

って決定する。（ただし、Ｄ14 階層を除く。) 

             その月の入院期間 

      基準月額 × 

                    その月の実日数 

(3) １０円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 

(4) 児童に民法第 877 条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。

ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を

決定するものとする。 

 

６  世帯階層区分の認定 

(1)  認定の原則 

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののう

ち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。 

(2)  認定の基礎となる用語の定義 

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童

が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気

治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例と

している場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 

イ  「扶養義務者」というのは、民法第 877 条に定められている直系血族（父母、祖父母、養父母等）、兄弟姉

妹（ただし、就学児童、乳幼児等 18 歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱

いはしないものとする。）並びにそれ以外の三親等内の親族（叔父、叔母等）で家庭裁判所が特別の事情あり

として、特に扶養の義務を負わせるものである。 

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者（以下

「世帯外扶養義務者」という。）の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 

 

７ この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市（区）町村の長の支弁すべき額又は費用総額か

ら医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの

額をいうものであること。 

 

８  災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した

弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 

 

９ 平成２５年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金

について」（昭和 51 年４月 16日厚生省発児第 59 号の２厚生事務次官通知）第４ 保育所徴収金（保育料）基準額

表備考３（３）に準じて、Ｂ階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、Ａ

階層と同様の取扱いとすること。 
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別表２ 徴収基準額表（結核児童療育給付事業） 

階層 

区分 

世帯の階層の区分 徴収基準 

月  額 

徴収基準 

加算月額 

Ａ階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及び、中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に

よる支援給付受給世帯 

 

       円 

        0 

 

      円 

       0 

Ｂ階層 Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  

  2,200 

 

       220 

Ｃ階層 

 

 

Ａ階層及びＤ

階層を除き当

該年度分の市

町村民税の課

税世帯であっ

て、その市町村

民税の額の区

分が次の区分

に該当する世

帯 

均等割の額のみ（所得割の

額のない世帯） 

 

Ｃ1 

 

 

  4,500 

 

 

     450 

 

 

所得割の額のある世帯 

 

Ｃ2 

 

   5,800 

 

 

 

    580 

 

 

Ｄ階層  

Ａ階層をのぞ

き前年分の所

得税世帯であ

って、その所得

税課税の額の

区分が次の区

分に該当する

世帯 

 

                      

円 

所得税の年額 

2,400 円以下 

    2,401～    4,800 

4,801～    8,400  

8,401～   12,000  

12,001～   16,200  

16,201～   21,000  

21,001～   46,200  

46,201～   60,000  

60,001～   78,000  

78,001～  100,500  

100,501～  190,000  

190,001～  299,500  

299,501～  831,900 

831,901～1,467,000  

1,467,001～1,632,000  

1,632,001～2,302,900  

2,302,901～3,117,000  

3,117,001～4,173,000  

4,173,001 以上        

 

 

 

 Ｄ1 

 Ｄ2 

 Ｄ3 

 Ｄ4 

 Ｄ5 

 Ｄ6 

 Ｄ7 

 Ｄ8 

 Ｄ9 

 Ｄ10 

 Ｄ11 

 Ｄ12 

 Ｄ13 

 Ｄ14 

 Ｄ15 

 Ｄ16 

 Ｄ17 

 Ｄ18 

 Ｄ19 

 

 

 

6,900  

7,600  

8,500  

9,400  

11,000  

12,500  

16,200  

18,700  

23,100  

27,500  

35,700  

44,000  

52,300  

80,700  

85,000  

102,900  

122,500  

143,800  

全 額      

 

 

 

690 

760 

850 

940 

1,100 

1,250 

1,620 

1,870 

2,310 

2,750 

3,570 

4,400 

5,230 

8,070 

8,500 

10,290 

12,250 

14,380 

左の徴収基準額の

10％ 

ただしその額が

17,120 円に満たない

場合は 17,120 円 

備考 １ 徴収月額の決定の特例 

ア Ａ階層以外の各層に属する世帯から２人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、そ

の月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定す

るものとする。 

イ 入院期間が、１カ月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額につき、さらに日割計算によって

決定する。 

          その月の入院（通院）期間 

   基準月額 × 

            その月の実日数 

ウ １０円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。  

-450-



エ 児童に民法第 877 条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。

ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を

決定するものとする。 

 

２ 世帯階層区分の認定 

 (1)  認定の原則 

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののう

ち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 

 (2)  認定の基礎となる用語の定義 

   ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童

が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気

治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例と

している場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 

イ  「扶養義務者」というのは、民法第 877 条に定められている直系血族（父母、祖父母、養父母等）、兄弟姉

妹（ただし、就学児童、乳幼児等 18 歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱

いはしないものとする。）並びにそれ以外の三親等内の親族（叔父、叔母等）で家庭裁判所が特別の事情あり

として、特に扶養の義務を負わせるものである。 

      ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者（以下「世

帯外扶養義務者」という。）の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収

猶予等に関する法律の規定及び平成 23 年 7月 15 日雇児発 0715 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る

取扱いについて」によって計算された所得税の額（ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第 78 条

第 1 項（同条第 2 項第 1 号、第 2 号（地方税法第 314 条の 7 第 1 項第 2 号に規定する寄附金に限る。）、第 3

号（地方税法第 314 条の 7第 1項第 2号に規定する寄附金に限る。）に規定する寄附金に限る。）、第 92 条第 1

項、第 95 条第 1項、第 2項、第 3項、租税特別措置法第 41 条第 1項、第 2項、第 6項、第 41 条の 2、第 41

条の 3の 2第 1項、第 2項、第 5項及び第 6項、第 41 条の 19 の 2第 1項、第 41 条の 19 の 3第 1項及び第 3

項、第 41 条の 19 の 4 第 1 項及び第 3 項、租税特別措置法の一部を改正する法律（平成 10 年法律第 23 号）

附則第 12 条の規定は適用しない。）、地方税法により賦課される市町村民税、（ただし、所得割を計算する場

合には、地方税法第 314 条の 7、第 314 条の 8、同法附則第 5条第 3項、第 5条の 4第 6項及び第 5条の 4の

2第 5項の規定は適用しない。）、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律による支援給付をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助

等の保護を受けている事実、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

による支援については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその

額、市町村民税については、 当該年度の市町村民税の課税又は免除（地方税法第 323 条による免除。 以下

同じ。）の有無をもって認定の基準とする。 

        ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明 しない場合の取扱いについては、こ

れが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 

 (3)  徴収基準額表の適用時期 

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年７月１日を起点として取扱うものとする。 

 

３ 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、都道府県、指

定都市又は中核市が徴収する額は、都道府県、指定都市又は中核市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法

及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額をこえないものである

こと。                          

 

４ 徴収金基準額の特例 

  災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した

弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 

 

５ 平成 25 年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金に

ついて」（昭和 51 年４月 16 日厚生省発児第 59 号の２厚生事務次官通知）第４ 保育所徴収金（保育料）基準額表

備考３（３）に準じて、Ｂ階層の対象世帯のうち、特に困窮していると都道府県知事等が認めた世帯についても、

Ａ階層と同様の取扱いとすること。 
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別表３ 

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 負担率 

未熟児

養育医

療費等

負担金 

養育医療

費（移送を

除く。） 

母子保健法第20条第３項第１号から第４号

までに係る費用については、｢診療報酬の算

定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)

、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入

院時生活療養費に係る生活療養の費用の額

の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省

告示第99号)、｢保険外併用療養費に係る療養

についての費用の額の算定方法」(平成18年

厚生労働省告示第496号)により算定した額

の実支出額の合算額から、医療保険各法によ

る負担額を控除した額 

養育医療（移送を除く。）に必要な

委託料、負担金、補助及び交付金、

扶助費 

２分の１ 

 療育の給

付費（学習

品・日用品

の給付を

除く。） 

次により算出された額の合算額 

１ 児童福祉法第20条第３項に規定 

する各号のうち、次により算出された合計

額からこれらの費用について医療保険各

法及び感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律による負担額を

控除した額 

(１) 第１号から第４号までの給付に要

する費用については｢診療報酬の算定方

法」(平成20年厚生労働省告示第59号)

、「入院時食事療養費に係る食事療養及

び入院時生活療養費に係る生活療養の

費用の額の算定に関する基準」(平成18

年厚生労働省告示第99号)、｢保険外併用

療養費に係る療養についての費用の額

の算定方法」(平成18年厚生労働省告示

第496号)により算定した額の実支出額 

(２)  第５号に係る費用については、移

送に必要な最小限度の交通費の実支出

額。ただし、指定療育機関が移送を実施

する場合にあっては、都道府県、指定都

市又は中核市が指定療育機関とあらか

じめ協議して定めた額 

療育の給付（学習品・日用品の給付

を除く。）に必要な需用費（消耗品

費）、委託料、扶助費、負担金、補

助及び交付金 

２分の１ 

-452-



結核児

童日用

品費等

国庫負

担金 

結核児童日

用品費等の

給付 

次により算出された額の合算額 

１ 児童福祉法第20条第2項の学習及び療養生

活に必要な物品の給付に要する費用につい

ては、次により算出された額 

(1） 学習品費 

 ア 小学校就学児童１人につき 

    2,190円 × 給付月数 

 イ 中学校就学児童１人につき 

    2,810円 × 給付月数 

(2) 日用品費 

  児童１人につき 

   18,570円 × 給付月数 

２ 母子保健法第20条第３項第５号に係る費用

については、入院に必要な最小限度の交通費

の実支出額。ただし、指定養育医療機関が移

送を実施する場合にあっては、市（区）町村

長が指定養育医療機関とあらかじめ協議し

て定めた額 

結核児童日用品費等の給付に必要な

需用費（消耗品費）、委託料、負担金

、補助及び交付金、扶助費 

２分の１ 
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に
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。
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考
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は
、
参
考
と
な
る
べ
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適
宣
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す
る
こ
と
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別紙様式第２-１ 

番    号 

年  月  日 

   厚 生 労 働 大 臣         殿                                                      

 

都道府県知事  印 

  

 

平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金の交付申請について 

                                                                                 

   標記について、次により国庫負担金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。 

   なお、未熟児養育医療費等国庫負担金の養育医療費及び結核児童日用品費等国庫負担

金の未熟児移送費については、管内市町村分について、申請書を受理し、その内容を審

査した結果適正と認められるので、とりまとめて提出する。                         

                                                                               

     

１ 申請額   金        円 

未熟児養育医療費等国庫負担金 都道府県分 金 円 

 市 町 村 分 金 円 

結核児童日用品費等国庫負担金 都道府県分 金 円 

 市 町 村 分 金 円 

 

２ 国庫負担金所要額総括表 ［様式 1-1] 

 

３ 国庫負担金所要額調 ［様式 2-1] 

（注１ 所要額調には、内訳として別表の所要額明細表を添付すること｡)    

   

４ 国庫負担金所要額市町村別内訳書 ［様式 3] 

（注２ 市町村分をとりまとめた養育医療費及び未熟児移送費のみ添付すること。)    

 

５ 添付書類 

(1) 当該事業に関する歳入歳出予算抄本 

(2) その他参考資料
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別紙様式第２-２  

                                                                番    号 

                                   年 月 日       

 

    厚 生 労 働 大 臣         殿                                                      

 

                                                   

                                                   政令市市長        

                                                            特別区区長        

 

                                                                                 

平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金の交付申請について 

                                                                                 

 

   標記について、次により国庫負担金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。   

  

                                                              

                                                                                 

  １ 申請額                       金  円 

未熟児養育医療費等国庫負担金 金 円 

結核児童日用品費等国庫負担金             金 円 

 

                                                                                 

  ２ 国庫負担金所要額総括表  ［様式 1-1] 

 

                                                                                 

  ３ 国庫負担金所要額調 ［様式 2-1] 

     （注 所要額調には、内訳として別表の所要額明細表を添付すること｡)        

 

                                                                                 

  ４ 添付書類                                                                  

(1) 当該事業に関する歳入歳出予算抄本                                       

(2) その他参考資料 

 

印 
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別紙様式第２-３  

                                                                番    号 

                                   年 月 日       

 

    厚 生 労 働 大 臣         殿                                                      

 

市町村長  印 

 

                                                                                 

平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金の交付申請について 

                                                                                 

 

  標記について、次により国庫負担金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。 

      

                                                                            

  １ 申請額 金 円 

未熟児養育医療費等国庫負担金 金 円 

結核児童日用品費等国庫負担金             金 円 

                  

                                                                                 

 

  ２ 国庫負担金所要額総括表  ［様式 1-2] 

                                                                                 

 

 

  ３ 国庫負担金所要額調  ［様式 2-2] 

     （注 所要額調には、内訳として別表の所要額明細表を添付すること｡)  

 

 

   ４ 添付書類     

(1) 当該事業に関する歳入歳出予算抄本  

(2) その他参考資料 
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別紙様式第２-４ 

                                                                番    号 

                                    

平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金の交付決定通知書 

 

市町村名 

 

 平成 年 月 日第 号で申請のあった平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金につい

ては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179 号）第６条

第１項の規定により、［（修正の場合）第６条第３項の規定により修正のうえ］次のとおり

交付することに決定されたので、同第８条の規定により通知する。 

  

 平成 年 月 日 

      

都道府県知事  印 

 

１ この負担金の交付の対象となる事業は、市町村が行う母子保健法第 20 条の規定による 

事業である。 

 

２ この負担金の交付決定額は、次のとおりである。 

交付決定額      未熟児養育医療費等国庫負担金    金       円 

結核児童日用品費等国庫負担金              金       円 

 

３ この負担金の額の決定は、次に掲げる通知の交付額の算定方法により行われたものであ 

る。 

「未熟児養育医療費等国庫負担金について」（平成※年※月※日厚生労働省発雇児第※※

※号）の別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱（以下、「交付要綱」という。）」

の４により行われるものである。 

 

４ この負担金は、交付要綱の７に掲げる事項を条件として交付するものである。 

 

５ 事業に係る事業実績報告は、交付要綱の 13に定めるところにより行わなければならな 

い。 

 

６ この負担金の交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算 

の執行の適正化に関する法律第９条第１項の規定による申請の取下げをすることのでき 

る期限は、平成※年※月※日とする。  
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別紙様式第３-１  

                                                 番    号 

                                        年 月 日       

 

    厚 生 労 働 大 臣         殿 

 

都道府県知事  印 

                                                               

 

平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金の事業実績報告について 

 

 

   標記の国庫負担金に係る事業実績を次のとおり報告する。  

   なお、未熟児養育医療費等国庫負担金の養育医療費及び結核児童日用品費等国庫負担

機の未熟児移送費については、管内市町村分について、事業実績報告書を受理し、その

内容を審査した結果適正と認められるので、とりまとめて提出する。         

                                                                                 

１ 精算額  金 円 

未熟児養育医療費等国庫負担金 都道府県分 金 円 

 市 町 村 分 金 円 

結核児童日用品費等国庫負担金             都道府県分 金 円 

 市 町 村 分 金 円 

                                                                           

  ２ 国庫負担金精算額総括表 ［様式 4-1] 

                                                                                 

  ３ 国庫負担金精算額調 ［様式 5-1] 

   （注１ 精算額調には、内訳として別表の精算額明細表及び事業実施状況を添付                                   

      すること｡)  

                                                                                

   ４ 国庫負担精算額市町村別内訳書 ［様式 6] 

   （注２ 市町村分をとりまとめた養育医療費及び未熟児移送費のみ該当。) 

 

  ５ 添付書類                                                                  

(1) 当該事業に関する歳入歳出決算書（見込書）抄本                            

(2) その他参考資料 

 

 

 

-459-



 別紙様式第３-２ 

                                                 番    号 

                                        年 月 日       

 

    厚 生 労 働 大 臣         殿                                                     

 

政令市市長     

特別区区長     

 

 

平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金の事業実績報告について 

 

 

   標記の国庫負担金に係る事業実績を次のとおり報告する。  

                                                                                 

  １ 精算額                       金  円 

未熟児養育医療費等国庫負担金 金 円 

結核児童日用品費等国庫負担金             金 円 

                                                                                   

  ２ 国庫負担金精算額総括表  ［様式 4-1] 

                                                                                 

  ３ 国庫負担金精算額調  ［様式 5-1] 

    （注 精算額調には、内訳として別表の精算額明細表及び事業実施状況を添付                                   

     すること｡)  

                                                                                 

  ４ 添付書類                                                                  

(1) 当該事業に関する歳入歳出決算書（見込書）抄本  

(2) その他参考資料  

 

印 
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別紙様式第３-３ 

番    号 

                                            年  月  日 

 

    厚 生 労 働 大 臣         殿                                                      

 

 

市町村長  印 

     

 

平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金の事業実績報告について 

 

 

   標記の国庫負担金に係る事業実績を次のとおり報告する。          

                                                                                 

 

  １ 精算額 金 円 

未熟児養育医療費等国庫負担金 金 円 

結核児童日用品費等国庫負担金             金 円 

                   

                                                                                 

 

  ２ 国庫負担金精算額総括表 ［様式 4-2] 

                                                                               

   

  ３ 国庫負担金精算額調 ［様式 5-2] 

    （注 精算額調には、内訳として別表の精算額明細表及び事業実施状況を添付                                   

     すること｡)  

    

 

  ４ 添付書類                                                                  

(1) 当該事業に関する歳入歳出決算書（見込書）抄本  

(2) その他参考資料   
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別紙様式第３-４                                                                  

                                                                番    号 

                                    

平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担金交付額確定通知書 

 

市町村名 

 

 平成 年 月 日第 号で交付決定の通知をした平成 年度未熟児養育医療費等国庫負担

金については、平成 年 月 日 第 号事業実績報告に基づき、交付額が次のとおり確定

され、確定の結果不足となる金額については、次のとおり追加交付されることに決定したの

で通知する。 

なお、超過交付となった未熟児養育医療費等国庫負担金は、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 18 条第２項の規定により、平成 年 月

 日までに返還することになったので、あわせて通知する。 

 

  

 平成 年 月 日 

    

都道府県知事  印 

 

記 

 

 

               

未熟児養育医療費等国庫負担金 交付確定額 金       円 

 追加交付額 金       円 

 返還額    金       円 

結核児童日用品費等国庫負担金             交付確定額 金       円 

 追加交付額 金       円 

 返還額    金       円 
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療

費

未
熟

児
移

送
費

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
円

円
円

円
円

円
円

円

養
育

医
療

費

未
熟

児
移

送
費

（
注

）
・

こ
の

表
は

、
市

町
村

長
か

ら
提

出
さ

れ
た

様
式

２
－

２
に

よ
る

所
要

額
に

基
づ

い
て

作
成

す
る

こ
と

。

・
合

計
欄

に
は

、
申

請
の

あ
っ

た
市

町
村

数
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

。

選
定
額

(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の
額

)
⑤

計

○
○

市

●
●

町

計

合
計

●
○

市
町

村
計

備
考

区
分

市
町
村
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様
式
１
－
２

国
庫

負
担

金
所

要
額

総
括

表

市
町

村
名

円
円

結
核

児
童

日
用

品
費

等
負

担
金

（
注

）
国

庫
負

担
基

本
額

欄
に

は
、

様
式

２
－

２
の

国
庫

負
担

基
本

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式
２
－
２

国
庫

負
担

金
所

要
額

調

市
町

村
名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
(
①

－
②

)
基

準
額

交
付

要
綱

５
及

び
６

に
定

め
る

徴
収

基
準

額

国
庫

負
担

基
本

額
(
⑤

－
⑥

)
要

国
庫

負
担

額
(
⑦
×

1
/
2
)

①
②

③
④

⑥
⑦

⑧
円

円
円

円
円

円
円

円

養
育

医
療

費
0

未
熟

児
移

送
費

別
表

１
養

育
医

療
費

所
要

額
明

細
表

市
町

村
名

基
準

額

控
除

額
差

引
額

備
考

費
用

総
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

円
円

円

看
護

料 計

別
表

２
結

核
児

童
日

用
品

費
等

所
要

額
明

細
表

市
町

村
名

控
除

額
差

引
額

備
考

員
数

単
価

金
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

円
円

円
円

円

未
熟

児
移

送
費

合
計

種
目

選
定

額
(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
)

⑤

区
分

種
目

国
庫

負
担

基
本

額
要

国
庫

負
担

額
備

考

未
熟

児
養

育
医

療
費

等
国

庫
負

担
金

養
育

医
療

費

未
熟

児
移

送
費

区
分

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

基
準

額

費
用

総
額

備
考

区
分

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

医
療

費
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様
式
４
－
１

国
庫

負
担

金
精

算
額

総
括

表

都
道

府
県

（
政

令
市

・
特

別
区

）
名

要
国

庫
負

担
額

交
付

決
定

額
国

庫
負

担
金

受
入

額

差
引
過

(
△

)
不

足
額

(
③

－
①

)

①
②

③
④

円
円

円
円

(
注

)
１

要
国

庫
負

担
額

欄
に

は
、

様
式

２
－

１
及

び
様

式
３

の
各

表
の

要
国

庫
負

担
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
未

熟
児

養
育

医
療

費
等

国
庫

負
担

金
（

旧
養

育
医

療
費

の
み

）
及

び
結

核
児

童
日

用
品

費
等

負
担

金
（

旧
未

熟
児

移
送

費
の

み
）

に
は

、
平

成
2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に

医
療

の
給

付
が

行
わ

れ
給

付
決

定
し

た
も

の
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式
５
－
１

国
庫

負
担

金
精

算
額

調

都
道

府
県

（
政

令
市

・
特

別
区

）
名

対
象

経
費

の
実

支
出

額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
(
①

－
②

)
基

準
額

交
付

要
綱

５
及

び
６

に
定

め
る

徴
収

基
準

額

国
庫

負
担

基
本

額
(
⑤

－
⑥

)
要

国
庫

負
担

額
(
⑦

×
1
/
2
)

備
考

①
②

③
④

⑥
⑦

⑧
円

円
円

円
円

円
円

円

旧
養

育
医

療
費

養
育

医
療

費

療
育

の
給

付
費

結
核

児
童

日
用

品
費

等

（
注

）
旧

養
育

医
療

費
欄

に
は

、
平

成
2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に
医

療
の

給
付

が
行

わ
れ

給
付

決
定

し
た

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
。

別
表
１

養
育

医
療

費
精

算
額

明
細

表
都

道
府

県
（

政
令

市
・

特
別

区
）

名

基
準

額

控
除

額
差

引
額

備
考

費
用

総
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

円
円

円

看
護

料 計

区
分

備
考

未
熟

児
養

育
医

療
費

等
国

庫
負

担
金

結
核

児
童

日
用

品
費

等
負

担
金

未
熟

児
養

育
医

療
費

等
国

庫
負

担
金

(
旧

養
育

医
療

費
の

み
)

結
核

児
童

日
用

品
費

等
負

担
金

（
旧

未
熟

児
移

送
費

の
み

）

合
計

種
目

選
定

額
(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
)

⑤

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額

医
療

費

（
注

）
都

道
府

県
は

、
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。
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別
表
２

養
育

医
療

費
事

業
等

実
施

状
況

１
費

用
徴

収
状

況
都

道
府

県
（

政
令

市
・

特
別

区
）

名

Ａ
Ｂ

Ｃ
１

Ｃ
２

Ｄ
１

Ｄ
２

Ｄ
３

Ｄ
４

Ｄ
５

Ｄ
６

Ｄ
７

Ｄ
８

Ｄ
９

Ｄ
１

０
Ｄ

１
１

Ｄ
１

２
Ｄ

１
３

Ｄ
１

４
計

①

人

(
注

)
１

階
層

区
分

は
交

付
要

綱
の

５
に

定
め

る
「

徴
収

基
準

額
表

」
に

よ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

２
給
付
人
員
は
母
子
保
健
法

(
昭
和

4
0
年
法
律
第

1
4
1
号

)
第

2
0
条

に
よ

り
国

庫
負

担
の

対
象

と
な

っ
た

人
員

を
各

階
層

別
に

記
載

す
る

こ
と

。

な
お

、
該

当
す

る
階

層
が

給
付

途
中

で
変

更
と

な
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
当

初
認

定
の

階
層

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

３
加

算
基

準
額

適
用

日
数

欄
は

、
「

徴
収

基
準

額
表

」
の

徴
収

基
準

加
算

月
額

の
適

用
を

受
け

た
者

に
つ

い
て

、
そ

の
適

用
を

受
け

た
期

間
に

係
る

給
付

延
日

数
を

再
掲

す
る

こ
と

。

４
都

道
府

県
は

、
各

欄
に

市
町

村
内

訳
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
未

熟
児

養
育

医
療

の
指

定
医

療
機

関
の

現
状

３
出

生
時

の
体

重
の

状
況

(
１

の
①

－
②

)

人
人

人
人

人
人

人
人

人

病
院

診
療

所
（

注
）

都
道

府
県

は
、

各
欄

に
市

町
村

内
訳

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。

薬
局

別
表
３

療
育

の
給

付
費

精
算

額
明

細
表

都
道

府
県

（
指

定
都

市
・

中
核

市
）

名

控
除

額
差

引
額

備
考

員
数

単
価

金
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

人
円

円
円

円

移
送

費
等

計

別
表
４

結
核

児
童

日
用

品
費

等
精

算
額

明
細

表
都

道
府

県
（

政
令

市
・

特
別

区
）

名

控
除

額
差

引
額

備
考

員
数

単
価

金
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

月
円

円
円

日
用

品
費

旧
未

熟
児

移
送

費

未
熟

児
移

送
費

計

（
注

）
旧

未
熟

児
移

送
費

欄
に

は
、

平
成

2
5
年

３
月

末
日

ま
で

に
医

療
の

給
付

が
行

わ
れ

給
付

決
定

し
た

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
。

養
育

医
療

の
た

め
の

収
容

定
員

総
数

出
生

時
の

体
重

1
,
0
0
0
g
以

下

階
層

区
分

給
付

実
人

員
(
人

）

給
付

延
件

数
(
件

）

給
付

延
日

数
(
日

）

加
算

基
準

額
適

用
日

数
(
日

）

階
層

区
分

2
,
0
0
1
g
以

上
2
,
3
0
0
g
以

下
2
,
3
0
1
g
以

上
2
,
5
0
0
g
以

下
2
,
5
0
1
g
以

上

給
付

実
人

員
の

う
ち

前
年

度
よ

り
引

き
続

き
給

付
を

受
け

た
人

員
②

給
付

実
人

員
(
人

）

給
付

延
件

数
(
件

）

給
付

延
日

数
(
日

）

加
算

基
準

額
適

用
日

数
(
日

）

区
分

指
定

養
育

医
療

機
関

数

医
療

費

計

カ
所

新
規

給
付

決
定

実
人

員

1
,
0
0
1
g
以

上
1
,
5
0
0
g
以

下
1
,
5
0
1
g
以

上
1
,
8
0
0
g
以

下
1
,
8
0
1
g
以

上
2
,
0
0
0
g
以

下

学
習

品
費

小
学

校
就

学
児

童

中
学

校
就

学
児

童

(
注

)
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

に
つ

い
て

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る
も

の
を

含
め

管
内

の
数

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額

基
準

額

費
用

総
額

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額

基
準

額

費
用

総
額
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様
式
６

国
庫

負
担

金
精

算
額

市
町

村
別

内
訳

書
都

道
府

県
名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
(
①

－
②

)
基

準
額

交
付

要
綱

５
及

び
６

に
定

め
る

徴
収

基
準

額

国
庫

負
担

基
本

額
(
⑤

－
⑥

)
要

国
庫

負
担

額
(
⑦

×
1
/
2
)

①
②

③
④

⑥
⑦

⑧

円
円

円
円

円
円

円
円

養
育

医
療

費

未
熟

児
移

送
費

円
円

円
円

円
円

円
円

養
育

医
療

費

未
熟

児
移

送
費

円
円

円
円

円
円

円
円

養
育

医
療

費

未
熟

児
移

送
費

・
合

計
欄

に
は

、
申

請
の

あ
っ

た
市

町
村

数
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

。

計

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～

選
定

額
(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
)

⑤

備
考

○
○

市

計

（
注

）
・

こ
の

表
は

、
市

町
村

長
か

ら
提

出
さ

れ
た

様
式

第
２

－
２

に
よ

る
所

要
額

に
基

づ
い

て
作

成
す

る
こ

と
。

●
●

町

計

合
計

●
○

市
町

村

区

市
町

村
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様
式
４
－
２

国
庫

負
担

金
精

算
額

総
括

表

市
町

村
名

要
国

庫
負

担
額

交
付

決
定

額
国

庫
負

担
金

受
入

額

差
引

過
(
△

)
不

足
額

(
③

－
①

)

①
②

③
④

円
円

円
円

(
注

)
１

要
国

庫
負

担
額

様
式

２
－

２
の

各
表

の
要

国
庫

負
担

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式
５
－
２

国
庫

負
担

金
精

算
額

調

市
町

村
名

対
象

経
費

の
実

支
出

額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
(
①

－
②

)
基

準
額

交
付

要
綱

５
及

び
６

に
定

め
る

徴
収

基
準

額

国
庫

負
担

基
本

額
(
⑤

－
⑥

)
要

国
庫

負
担

額
(
⑦

×
1
/
2
)

備
考

①
②

③
④

⑥
⑦

⑧
円

円
円

円
円

円
円

円

養
育

医
療

費

未
熟

児
移

送
費

別
表

１
養

育
医

療
費

精
算

額
明

細
表

市
町

村
名

基
準

額

控
除

額
差

引
額

備
考

費
用

総
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

円
円

円

看
護

料

計

区
分

備
考

養
育

医
療

費

未
熟

児
移

送
費 合

計

種
目

選
定

額
(
③

と
④

の
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
)

⑤

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額

医
療

費
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別
表

２
養

育
医

療
費

事
業

等
実

施
状

況

１
費

用
徴

収
状

況
市

町
村

名

Ａ
Ｂ

Ｃ
１

Ｃ
２

Ｄ
１

Ｄ
２

Ｄ
３

Ｄ
４

Ｄ
５

Ｄ
６

Ｄ
７

Ｄ
８

Ｄ
９

Ｄ
１

０
Ｄ

１
１

Ｄ
１

２
Ｄ

１
３

Ｄ
１

４
計

①

人

(
注

)
１

階
層

区
分

は
交

付
要

綱
の

６
に

定
め

る
「

徴
収

基
準

額
表

」
に

よ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

２
給

付
人

員
は

母
子

保
健

法
(
昭

和
4
0
年

法
律

第
1
4
1
号

)
第

2
0
条

に
よ

り
国

庫
負

担
の

対
象

と
な

っ
た

人
員

を
各

階
層

別
に

記
載

す
る

こ
と

。

な
お

、
該

当
す

る
階

層
が

給
付

途
中

で
変

更
と

な
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
当

初
認

定
の

階
層

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

３
加

算
基

準
額

適
用

日
数

欄
は

、
「

徴
収

基
準

額
表

」
の

徴
収

基
準

加
算

月
額

の
適

用
を

受
け

た
者

に
つ

い
て

、
そ

の
適

用
を

受
け

た
期

間
に

係
る

給
付

延
日

数
を

再
掲

す
る

こ
と

。

２
出

生
時

の
体

重
の

状
況

(
１

の
①

－
②

)

人
人

人
人

人
人

人
人

別
表

３
結

核
児

童
日

用
品

費
等

精
算

額
明

細
表

都
道

府
県

（
政

令
市

・
特

別
区

）
名

控
除

額
差

引
額

備
考

員
数

単
価

金
額

(
医

療
保

険
各

（
②

－
③

）
①

②
法

負
担

額
)
③

④
円

円
円

円
円

円

未
熟

児
移

送
費

計

階
層

区
分

1
,
0
0
0
g

以
下

給
付

実
人

員
(
人

）

給
付

延
件

数
(
件

）

給
付

延
日

数
(
日

）

加
算

基
準

額
適

用
日

数
(
日

）

階
層

区
分

区
分

対
象

経
費

の
実

支
出

額

基
準

額

費
用

総
額

計

新
規

給
付

決
定

実
人

員

1
,
0
0
1
g
以

上
1
,
5
0
0
g
以

下
1
,
5
0
1
g
以

上
1
,
8
0
0
g
以

下
1
,
8
0
1
g
以

上
2
,
0
0
0
g
以

下
2
,
3
0
1
g
以

上
2
,
5
0
0
g
以

下
2
,
5
0
1
g
以

上
2
,
0
0
1
g
以

上
2
,
3
0
0
g
以

下

給
付

実
人

員
の

う
ち

前
年

度
よ

り
引

き
続

き
給

付
を

受
け

た
人

員
②

給
付

実
人

員
(
人

）

給
付

延
件

数
(
件

）

給
付

延
日

数
(
日

）

加
算

基
準

額
適

用
日

数
(
日

）

出
生

時
の

体
重

-471-



別
 

紙
 

 
母

子
保

健
衛

生
費

国
庫

補
助

金
交

付
要

綱
(案

) 
新

旧
対

照
表

 

 

新
 

旧
 

（
通

則
）

 

１
 
 母

子
保

健
衛

生
費

国
庫

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
交

付
す

る
も

の
と

し
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
30

年
法

律
第

1
79

号
）
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

昭
和

3
0
年

政
令

第
25

5
号

。
以

下

「
適

正
化

法
施

行
令

」
と

い
う

。
）

及
び

厚
生

労
働

省
所

管
補

助
金

等
交

付
規

則
（

平
成

12
年

 

 
厚

生
省

 

令
第

６
号

）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、

こ
の

交
付

要
綱

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

労
働

省
 

     （
交

付
の

目
的

）
 

２
 

こ
の

補
助

金
は

、
次

世
代

育
成

支
援

対
策

の
推

進
等

に
必

要
な

総
合

的
施

策
と

し
て

、
母

性
並

び
に

乳
児

及
び

幼
児

の
健

康
の

保
持

及
び

増
進

を
図

る
た

め
、

母
性

並
び

に
乳

児
及

び
幼

児
に

対

す
る

保
健

指
導

、
健

康
診

査
、

医
療

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
、

も
っ

て
国

民
保

健
の

向
上

を
図

る

こ
と

及
び

小
児

慢
性

特
定

疾
病

に
罹

患
し

て
い

る
児

童
の

健
全

育
成

を
図

る
こ

と
を

交
付

の
目

的

と
す

る
。

 

 （
交

付
の

対
象

）
 
  

 
  

 
  
 

３
 

こ
の

補
助

金
は

、
平

成
17

年
８

月
2
3
日

雇
児

発
第

0
8
23

0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児

童
家

庭
局

長
通

知
「

母
子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
、

実

施
す

る
次

の
事

業
を

交
付

の
対

象
と

す
る

。
 

 
 

(削
除

) 

  

 
(削

除
)
  

  

 
(削

除
)
  

    
 
(削

除
) 

（
通

則
）

 

１
 

母
子

保
健

衛
生

費
国

庫
負

担
（

補
助

）
金

及
び

結
核

児
童

日
用

品
費

等
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も
の

と
し

、
母

子
保

健
法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
14

1

号
)、

母
子

保
健

法
施

行
令

（
昭

和
4
0
年

政
令

第
38

5
号

)、
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第

1
6
4
号

）、
児

童
福

祉
法

施
行

令
（

昭
和

23
年

政
令

第
74

号
）、

児
童

福
祉

法
施

行
規

則
（

昭
和

2
3
年

厚
生

省
令

第
11

号
）
、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

3
0

年
法

律
第

1
79

号
）、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

昭
和

3
0
年

政
令

第
2
55

号
。

以
下

「
適

正
化

法
施

行
令

」
と

い
う

。）
及

び
厚

生
労

働
省

所
管

補
助

金
 

厚
生

省
 

等
交

付
規

則
（

平
成

1
2
年

 
 

 
令

第
６

号
）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、
こ

の
交

付
要

綱
の

定
め

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

労
働

省
 

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

 （
交

付
の

目
的

）
 

２
 

こ
の

負
担

金
及

び
補

助
金

は
、

次
世

代
育

成
支

援
対

策
の

推
進

等
に

必
要

な
総

合
的

施
策

と
し

て
、

母
性

並
び

に
乳

児
及

び
幼

児
の

健
康

の
保

持
及

び
増

進
を

図
る

た
め

、
母

性
並

び
に

乳
児

及

び
幼

児
に

対
す

る
保

健
指

導
、

健
康

診
査

、
医

療
そ

の
他

の
措

置
を

講
じ

、
も

っ
て

国
民

保
健

の

向
上

を
図

る
こ

と
及

び
結

核
児

童
に

対
し

て
療

育
の

給
付

を
行

い
、

も
っ

て
結

核
児

童
の

福
祉

を

図
る

こ
と

を
交

付
の

目
的

と
す

る
。

 

 （
交

付
の

対
象

）
 
  

 
  

 
  
 

３
 

こ
の

負
担

金
及

び
補

助
金

は
、

次
の

事
業

を
交

付
の

対
象

と
す

る
。

 

  (
１

) 
養

育
医

療
給

付
事

業
（

負
担

金
）

 

 
 

 
  

母
子

保
健

法
第

20
条

の
規

定
に

よ
り

、
市

（
区

）
町

村
（

市
町

村
及

び
特

別
区

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
が

行
う

養
育

医
療

の
給

付
の

う
ち

移
送

に
係

る
も

の
を

除
い

た
も

の
。

 

 
 
(２

) 
結

核
児

童
療

育
給

付
事

業
（

負
担

金
）

 

 
 

 
 

 
児

童
福

祉
法

第
20

条
の

規
定

に
よ

り
、
都

道
府

県
、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
療

育

の
給

付
の

う
ち

学
習

及
び

療
養

生
活

に
必

要
な

物
品

の
支

給
を

除
い

た
も

の
。

 

 
(
３

)
 

結
核

児
童

日
用

品
費

等
給

付
事

業
（

負
担

金
）

 

 
 

 
  

児
童

福
祉

法
第

20
条

の
規

定
に

よ
り

、
都

道
府

県
、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
療

育

の
給

付
の

う
ち

学
習

及
び

療
養

生
活

に
必

要
な

物
品

の
支

給
並

び
に

母
子

保
健

法
第

2
0
条

の

規
定

に
よ

り
、

市
（

区
）

町
村

が
行

う
養

育
医

療
の

給
付

の
う

ち
、

移
送

に
係

る
も

の
。

 

(
４

) 
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

（
補

助
金

）
 

資料２
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新
 

旧
 

   

（
１

）
都

道
府

県
が

行
う

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

 

（
２

）
都

道
府

県
、

地
域

保
健

法
施

行
令

（
昭

和
2
3
年

政
令

第
7
7
号

）
第

1
条

に
定

め
る

保
健

所
を

設
置

す
る

市
（

以
下
「

政
令

市
」
と

い
う

。
以

下
同

じ
。）

及
び

特
別

区
が

行
う

療
育

指
導

事
業

 

（
３

）
 
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
（

以
下

「
都

道
府

県
等

」
と

い
う

。
）

が
行

う
生

涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業
 

 
 

（
削

除
）

 

 
 

（
削

除
）

 

（
４

）
 市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

。）
が

行
う

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

 

（
５

）
 
市

町
村

（
指

定
都

市
・

中
核

市
を

除
く

。
）

が
行

う
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
日

常
生

活

用
具

給
付

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
並

び
に

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

行
う

事
業

 

（
６

）
 都

道
府

県
等

が
行

う
慢

性
疾

病
児

童
地

域
支

援
協

議
会

運
営

事
業

 

 （
交

付
額

の
算

定
方

法
）

 

４
 

こ
の

補
助

金
の

交
付

額
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
よ

り
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

算
出

さ
れ

た
額

に
千

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ
を

切
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

（
削

除
）

 

    

（
削

除
）

 

 
 

 

   

（
削

除
）

 

   

（
１

）
 
３

の
う

ち
（

５
）

を
除

く
事

業
 

 
 

 
  

平
成

1
7
年

８
月

2
3
日

雇
児

発
第

08
2
30

0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

に
基

づ
き

、
実

施
す

る

次
の

事
業

と
す

る
。

 

 
 
 
 ア

 
都

道
府

県
が

行
う

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

 

 
 

イ
 

都
道

府
県

、
地

域
保

健
法

施
行

令
（

昭
和

2
3
年

政
令

第
7
7
号

）
第

1
条

に
定

め
る

保
健

 

所
を

設
置

す
る

市
（

以
下
「

政
令

市
」
と

い
う

。
以

下
同

じ
。）

及
び

特
別

区
が

行
う

療
育

指

導
事

業
 

ウ
 

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
生

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

支
援

事
業

 

  
 

エ
 

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
不

妊
に

悩
む

方
へ

の
特

定
治

療
支

援
事

業
 

 
 

オ
 

都
道

府
県

が
行

う
健

や
か

な
妊

娠
等

サ
ポ

ー
ト

事
業

 

      （
交

付
額

の
算

定
方

法
）

 

４
 

こ
の

負
担

金
及

び
補

助
金

の
交

付
額

は
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

よ
り

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

た
だ

し
、

３
の

(
４

)
に

つ
い

て
、

算
出

さ
れ

た
額

に
千

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
 

こ
れ

を
切

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(１

) 
３

の
(１

)の
事

業
 

 
 

ア
 

別
表

３
の

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

か
ら

 
 

 

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

 

 
 

イ
 

ア
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

か
ら

６
に

定
め

る
徴

収
基

準
額

を
控

除
し

た
額

に
２

分
の

１
を

 
 

 

乗
じ

て
得

た
額

を
交

付
額

と
す

る
。

 

 
(２

) 
３

の
(２

)の
事

業
 

 
 

ア
 

別
表

３
の

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

か
ら

 
 

 

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

 

 
 

イ
 

ア
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

か
ら

７
に

定
め

る
徴

収
基

準
額

を
控

除
し

た
額

に
２

分
の

１
を

 
 

 

乗
じ

て
得

た
額

を
交

付
額

と
す

る
。

 

 
(３

) 
３

の
(３

)の
事

業
 

 
 

ア
 

別
表

３
の

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

か
ら

 
 

 

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
し

、
２

分
 

 
 

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
を

交
付

額
と

す
る

。
 

 
(４

) 
３

の
(４

)の
事

業
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新
 

旧
 

 
 

 
ア

 
別

表
の

第
２

欄
に

定
め

る
種

目
ご

と
に

、
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

、
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
か

ら
診

療
収

入
額

及
び

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

 

イ
 

ア
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

を

交
付

額
と

す
る

。
 

（
２

）
 
３

の
う

ち
（

５
）

の
事

業
 

 
 

ア
 

別
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

、
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
か

ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

 

イ
 
 
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額
と

都
道

府
県

が
補

助
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
交

付
額

と
す

る
。

 

 （
交

付
額

の
下

限
）

 
 
  

５
 

４
で

定
め

る
算

定
方

法
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
補

助
金

の
交

付
額

が
６

万
円

に
満

た
な

い
場

合

は
、

交
付

の
決

定
を

行
わ

な
い

。
た

だ
し

、
３

の
（

５
）

の
み

実
施

す
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は

な
い

。
 

 （
削

除
）

 

         （
削

除
）

 

         

 
 

ア
 

別
表

３
の

第
２

欄
に

定
め

る
種

目
ご

と
に

、
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

、
第

４
欄

に
定

 
 

 

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
か

ら
診

療
収

入
額

及
び

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
 

 
 

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す
る

。
 

 
 

イ
 

ア
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

乗
じ

て
得

た
額

（
オ

の
事

業
に

つ
い

て
は

ア
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

）
の

合
計

額
を

交
付

額
と

す
る

。
 

      （
交

付
額

の
下

限
）

 
 
  

５
 

４
で

定
め

る
算

定
方

法
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
補

助
金

の
交

付
額

が
６

万
円

に
満

た
な

い
場

合

は
、

交
付

の
決

定
を

行
わ

な
い

。
 

  （
養

育
医

療
の

給
付

等
に

要
す

る
費

用
の

徴
収

基
準

額
）

 
  

６
 

母
子

保
健

法
第

2
0
条

の
規

定
に

よ
る

養
育

医
療

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
同

法
第

2
1

条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
本

人
又

は
扶

養
義

務
者

か
ら

徴
収

す
る

額
の

基
準

額
は

、
当

該

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
前

年
分

の
所

得
税

額
等

に
応

じ
て

、
月

額
に

よ
っ

て
決

定
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

徴
収

月
額

は
、

別
表

１
の

徴
収

基
準

額
表

に
定

め
た

徴
収

基
準

月
額

に
よ

り
算

定
し

た
額

と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
児

童
の

措
置

に
要

し
た

費
用

に
つ

い
て

徴
収

す
る

額
は

、
市

（
区

）
町

村

の
長

の
支

弁
す

べ
き

額
又

は
費

用
総

額
か

ら
医

療
保

険
各

法
及

び
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の

患
者

に
対

す
る

医
療

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
負

担
額

を
差

し
引

い
た

額
を

越
え

な
い

も
の

で
あ

る

こ
と

。
 

 （
療

育
の

給
付

に
要

す
る

費
用

の
徴

収
基

準
額

）
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

７
 

児
童

福
祉

法
第

2
0
条

の
規

定
に

よ
る

療
育

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
児

童
福

祉
法

第
5
6 

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

本
人

又
は

そ
の

扶
養

義
務

者
か

ら
徴

収
す

る
額

の
基

準
額

は
、

当
該

児
 

童
の

属
す

る
世

帯
の

前
年

分
の

所
得

税
額

等
に

応
じ

て
、

月
額

に
よ

っ
て

決
定

す
る

も
の

と
し

、
 

そ
の

徴
収

月
額

は
、

別
表

２
の

徴
収

基
準

額
表

に
定

め
た

徴
収

基
準

月
額

に
よ

り
算

定
し

た
額

と
 

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
児

童
の

措
置

に
要

し
た

費
用

に
つ

い
て

、
徴

収
す

る
額

は
、

都
道

府
県

、
 

指
定

都
市

、
中

核
市

の
支

弁
す

べ
き

額
又

は
費

用
総

額
か

ら
医

療
保

険
各

法
及

び
感

染
症

の
予

防
 

及
び

感
染

症
の

患
者

に
対

す
る

医
療

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
負

担
額

を
差

し
引

い
た

額
を

超
え

な
 

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
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新
 

旧
 

（
交

付
の

条
件

）
 
  

 
  
 

６
 

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
決

定
に

は
、

次
の

条
件

が
付

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

削
除

）
 

 
(
１

) 
 
事

業
内

容
の

変
更

（
軽

微
な

変
更

を
除

く
。

）
を

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
 

 
 

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
２

) 
 
事

業
を

中
止

し
、

又
は

廃
止

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
 

 
 

な
ら

な
い

。
 

 
(
３

)
 

事
業

が
予

定
の

期
間

内
に

完
了

し
な

い
場

合
又

は
事

業
の

遂
行

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に
 

 
 

は
、

速
や

か
に

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
し

て
そ

の
指

示
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(４

) 
事

業
に

よ
り

取
得

し
、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

価
格

が
50

万
円

以
上

の
機

械
及

び
器

具
に

 
 

 

つ
い

て
は

、
適

正
化

法
施

行
令

第
14

条
第

１
項

第
２

号
に

よ
り

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
 

 
 

る
期

間
を

経
過

す
る

ま
で

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

い
で

、
こ

の
補

助
金

の
交

付
 

 
 

の
目

的
に

反
し

て
使

用
し

、
譲

渡
し

、
交

換
し

、
貸

し
付

け
し

、
担

保
し

、
又

は
廃

棄
に

供
 

 
 

し
て

は
な

ら
な

い
。

  

 
(
５

)
 

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

て
財

産
を

処
分

す
る

こ
と

に
よ

り
収

入
が

あ
っ

た
場

合
に
 

 
 

は
、

そ
の

収
入

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

  

 
(
６

)
 

事
業

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産

に
つ

い
て

は
、

事
業

完
了

後
に

お
い
 

 
 

て
も

善
良

な
管

理
者

の
注

意
を

も
っ

て
管

理
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

効
率

的
な

運
営

を
図

ら
 

 
 

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
７

)
 

こ
の

補
助

金
と

事
業

に
係

る
予

算
及

び
決

算
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

し
た

別
紙

様
式

第
１

に
よ

る
調

書
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
事

業
に

係
る

歳
入

及
び

歳
出

に
つ

い
て

証
拠

書
類

を

整
理

し
、

か
つ

調
書

及
び

証
拠

書
類

を
事

業
完

了
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を

受
け

た
場

合
に

は
そ

の
承

認
を

受
け

た
日

）
の

属
す

る
年

度
の

終
了

後
５

年
間

保
管

し
て

お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  

 
(
８

)
 

補
助

事
業

完
了

後
に

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
補

助
金

に
係

る
消

費
税
 

 
 

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

が
確

定
し

た
場

合
に

は
、

別
紙

様
式

第
４

に
よ

り
 

 
 

速
や

か
に

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
 

な
お

、
厚

生
労

働
大

臣
は

報
告

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

 
 

 

係
る

仕
入

控
除

税
額

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

 

(
９

)
 

都
道

府
県

は
、

国
か

ら
概

算
払

い
に

よ
り

間
接

補
助

金
に

係
る

間
接

補
助

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当

該
概

算
払

い
を

受
け

た
補

助
金

に
相

当
す

る
額

を
遅

滞
な

く
間

接
補

助
事

業
者

に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
10

) 
都

道
府

県
は

、
間

接
補

助
金

を
間

接
補

助
事

業
者

に
交

付
す

る
場

合
に

は
、
(２

)か
ら

(８
)

に
掲

げ
る

条
件

を
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

 
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

(
１

)か
(５

)中
「

厚
生

労
働

大
臣

」
と

あ
る

の
は
「

都
道

府
県

知
事

」

と
、「

国
庫

」
と

あ
る

の
は
「

都
道

府
県

」
と

、
(７

)中
「

補
助

金
」
と

あ
る

の
は
「

間
接

補

（
交

付
の

条
件

）
 
  

 
  
 

８
 

こ
の

負
担

金
及

び
補

助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

 
(１

) 
別

表
３

の
区

分
間

の
経

費
の

配
分

変
更

は
、

し
て

は
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 
(
２

) 
 
事

業
内

容
の

変
更

（
軽

微
な

変
更

を
除

く
。

）
を

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
 

 
 

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
３

) 
 
事

業
を

中
止

し
、

又
は

廃
止

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
 

 
 

な
ら

な
い

。
 

 
(
４

)
 

事
業

が
予

定
の

期
間

内
に

完
了

し
な

い
場

合
又

は
事

業
の

遂
行

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に
 

 
 

は
、

速
や

か
に

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
し

て
そ

の
指

示
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(５

) 
事

業
に

よ
り

取
得

し
、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

価
格

が
50

万
円

以
上

の
機

械
及

び
器

具
に

 
 

 

つ
い

て
は

、
適

正
化

法
施

行
令

第
14

条
第

１
項

第
２

号
に

よ
り

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
 

 
 

る
期

間
を

経
過

す
る

ま
で

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

い
で

、
こ

の
補

助
金

の
交

付
 

 
 

の
目

的
に

反
し

て
使

用
し

、
譲

渡
し

、
交

換
し

、
貸

し
付

け
し

、
担

保
し

、
又

は
廃

棄
に

供
 

 
 

し
て

は
な

ら
な

い
。

  

 
(
６

)
 

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

て
財

産
を

処
分

す
る

こ
と

に
よ

り
収

入
が

あ
っ

た
場

合
に
 

 
 

は
、

そ
の

収
入

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

  

 
(
７

)
 

事
業

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産

に
つ

い
て

は
、

事
業

完
了

後
に

お
い
 

 
 

て
も

善
良

な
管

理
者

の
注

意
を

も
っ

て
管

理
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

効
率

的
な

運
営

を
図

ら
 

 
 

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
  

 
(
８

)
 

こ
の

負
担

金
及

び
補

助
金

と
事

業
に

係
る

予
算

及
び

決
算

と
の

関
係

を
明

ら
か

に
し

た
別
 

 
 

紙
様

式
第

１
に

よ
る

調
書

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

事
業

に
係

る
歳

入
及

び
歳

出
に

つ
い

て
 

 
 

証
拠

書
類

を
整

理
し

、
か

つ
調

書
及

び
証

拠
書

類
を

事
業

完
了

の
日

（
事

業
の

中
止

又
は

廃
 

 
 

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

そ
の

承
認

を
受

け
た

日
）

の
属

す
る

年
度

の
終

了
後

５
年

間
 

 
 

保
管

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
  

 
(
９

)
 

補
助

事
業

完
了

後
に

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
補

助
金

に
係

る
消

費
税
 

 
 

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

が
確

定
し

た
場

合
に

は
、

別
紙

様
式

第
４

に
よ

り
 

 
 

速
や

か
に

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
 

な
お

、
厚

生
労

働
大

臣
は

報
告

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

 
 

 

係
る

仕
入

控
除

税
額

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。
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新
 

旧
 

助
金

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(1

1)
 

(
10

)
に

よ
り

付
し

た
条

件
に

基
づ

き
都

道
府

県
知

事
が

承
認

す
る

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ

め
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

    （
申

請
手

続
）

  
 
  

７
 

（
削

除
）

 

   
 

(
削

除
) 

    
 

(
削

除
) 

  

（
削

除
）

 

  

（
１

）
 

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
26

条
第

２
項

に
基

づ
き

、

補
助

金
等

の
交

付
に

関
す

る
事

務
の

一
部

を
都

道
府

県
が

行
う

場
合

 

市
町

村
長

は
、

別
紙

様
式

第
２

－
３

に
よ

る
申

請
書

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る

日
ま

で
に

都
道

府
県

知
事

に
提

出
し

、
都

道
府

県
知

事
は

、
前

期
の

申
請

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

必
要

な
審

査
を

行
い

、
適

正
と

認
め

た
と

き
は

こ
れ

を
と

り
ま

と
め

の
う

え
、

毎
年

度
７

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
 （

１
）

以
外

で
都

道
府

県
が

こ
の

補
助

金
の

交
付

を
受

け
る

場
合

 

都
道

府
県

知
事

は
、

別
紙

様
式

２
－

１
に

よ
る

申
請

書
を

毎
年

度
７

月
末

日
ま

で
に

厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
３

）
 

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

こ
の

補
助

金
の

交
付

を
受

け
る

場
合

 

指
定

都
市

及
び

中
核

市
の

長
は

、
別

紙
様

式
第

２
－

２
に

よ
り

申
請

書
を

毎
年

度
７

月

末
日

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

 （
変

更
申

請
手

続
）

 
  

       （
申

請
手

続
）

  
 
  

９
 

（
１

）
都

道
府

県
知

事
は

、
こ

の
負

担
金

及
び

補
助

金
の

交
付

を
受

け
る

た
め

、
別

紙
様

式
第

 

２
－

１
に

よ
る

申
請

書
を

毎
年

度
７

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

る
も

の
と

 

す
る

。
 

 
 
（

２
）
市

町
村

長
（

政
令

市
を

除
く

。
以

下
同

じ
。）

は
、
こ

の
負

担
金
（

母
子

保
健

衛
生

費
国

 

庫
負

担
金

の
養

育
医

療
費

及
び

結
核

児
童

日
用

品
費

等
国

庫
負

担
金

の
未

熟
児

移
送

費
に

 

限
る

。
）
の

交
付

を
受

け
る

た
め

、
別

紙
様

式
第

２
－

３
に

よ
る

申
請

書
を

都
道

府
県

知
事

 

が
定

め
る

日
ま

で
に

都
道

府
県

知
事

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 
（

３
）
都

道
府

県
知

事
は

、（
２

）
の

申
請

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、
適

 

正
と

認
め

た
と

き
は

、
こ

れ
を

と
り

ま
と

め
の

う
え

、
別

紙
様

式
第

２
－

１
と

併
せ

て
厚

 

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
４

）
政

令
市

及
び

特
別

区
の

長
は

、
こ

の
負

担
金

及
び

補
助

金
の

交
付

を
受

け
る

た
め

、
別

 

紙
様

式
第

２
－

２
に

よ
り

申
請

書
を

毎
年

度
７

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

 

る
も

の
と

す
る

。
 

              （
変

更
申

請
手

続
）
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新
 

旧
 

８
 

こ
の

負
担

金
の

交
付

決
定

後
の

事
情

の
変

更
に

よ
り

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交
付

申
請

等
を

行
う

場
合

に
は

、
７

に
定

め
る

申
請

手
続

に
従

い
、

毎
年

度
１

月
末

日
ま

で
に

行
う

も
の

と

す
る

。
 

 
 
  
な

お
、

当
初

申
請

時
の

提
出

書
類

と
比

較
し

て
、

申
請

額
の

増
減

又
は

事
業

の
新

設
・

中
止

等
 

の
変

更
が

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
、

提
出

を
要

し
な

い
。

 

 （
交

付
決

定
の

通
知

）
  
 

９
 

都
道

府
県

知
事

は
、

市
町

村
分

に
係

る
母

子
保

健
衛

生
費

国
庫

補
助

金
の

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

に
つ

い
て

厚
生

労
働

大
臣

の
交

付
の

決
定
（

決
定

の
変

更
を

含
む

。）
が

あ
っ

た
と

き
に

は
、

市
町

村
長

に
対

し
、

別
紙

様
式

第
２

－
４

に
よ

り
速

や
か

に
交

付
決

定
内

容
及

び
こ

れ

に
付

さ
れ

た
条

件
の

通
知

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
交

付
決

定
を

行
う

ま
で

の
標

準
的

期
間

）
 
 
  
 

1
0
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

７
又

は
８

に
よ

る
申

請
書

が
到

達
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

原
則

と
し

て
 

5
0
日

以
内

に
交

付
の

決
定

（
決

定
の

変
更

を
含

む
。）

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
概

算
払

）
 

1
1
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

こ
の

補
助

金
に

つ
い

て
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

国
の

支
払

計
画

承
認

額
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

概
算

払
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
実

績
報

告
）

 

1
2
 

(
削

除
) 

  

  
(
削

除
) 

     
(
削

除
) 

  （
削

除
）

 

  

1
0
 

こ
の

負
担

金
及

び
補

助
金

の
交

付
決

定
後

の
事

情
の

変
更

に
よ

り
申

請
の

内
容

を
変

更
し

て
追

 

加
交

付
申

請
等

を
行

う
場

合
に

は
、

９
に

定
め

る
申

請
手

続
に

従
い

、
毎

年
度

１
月

末
日

ま
で

に
 

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 
  
な

お
、

当
初

申
請

時
の

提
出

書
類

と
比

較
し

て
、

申
請

額
の

増
減

又
は

事
業

の
新

設
・

中
止

等
 

の
変

更
が

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
、

提
出

を
要

し
な

い
。

 

 （
交

付
決

定
の

通
知

）
  
 

1
1
 

都
道

府
県

知
事

は
、

市
町

村
分

に
係

る
母

子
保

健
衛

生
費

国
庫

負
担

金
の

養
育

医
療

費
及

び
結

 

核
児

童
日

用
品

費
等

国
庫

負
担

金
の

未
熟

児
移

送
費

に
つ

い
て

厚
生

労
働

大
臣

の
交

付
の

決
定

（
決

定
の

変
更

を
含

む
。）

が
あ

っ
た

と
き

に
は

、
市

町
村

長
に

対
し

、
別

紙
様

式
第

２
－

４
に

よ
 

り
速

や
か

に
交

付
決

定
内

容
及

び
こ

れ
に

付
さ

れ
た

条
件

の
通

知
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
交

付
決

定
を

行
う

ま
で

の
標

準
的

期
間

）
 
 
  
 

1
2
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

９
又

は
1
0

に
よ

る
申

請
書

が
到

達
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

原
則

と
し

て
 

5
0
日

以
内

に
交

付
の

決
定

（
決

定
の

変
更

を
含

む
。）

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
概

算
払

）
 

1
3
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

こ
の

負
担

金
及

び
補

助
金

に
つ

い
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

お
い

 

て
は

、
国

の
支

払
計

画
承

認
額

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
概

算
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 （
実

績
報

告
）

 

1
4
 

（
１

）
都

道
府

県
知

事
は

、
こ

の
負

担
金

及
び

補
助

金
の

事
業

実
績

報
告

に
つ

い
て

、
翌

年
度

 

６
月

末
日
（

８
の

(３
)
 に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当

 

該
承

認
通

知
書

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
）

ま
で

に
別

紙
様

 

式
第

３
－

１
に

よ
る

報
告

書
を

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
市

町
村

長
は

、
こ

の
負

担
金

（
母

子
保

健
衛

生
費

国
庫

負
担

金
の

養
育

医
療

費
及

び
結

 

核
児

童
日

用
品

費
等

国
庫

負
担

金
の

未
熟

児
移

送
費

に
限

る
。
）
の

事
業

実
績

報
告

に
つ

い
 

て
、
都

道
府

県
知

事
が

定
め

る
日
（

８
の

(３
)
 に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
 

受
け

た
場

合
に

は
、

当
該

承
認

通
知

書
を

受
理

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

か
月

を
経

過
し

 

た
日

）
ま

で
別

紙
様

式
第

３
－

３
を

都
道

府
県

知
事

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
都

道
府

県
知

事
は

、（
２

）
の

報
告

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、
そ

の
内

容
を

審
査

し
、
適

 

正
と

認
め

た
と

き
は

、
こ

れ
を

と
り

ま
と

め
の

う
え

、
別

紙
様

式
第

３
－

１
と

併
せ

て
厚

 

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
４

）
政

令
市

及
び

特
別

区
の

長
は

、
こ

の
負

担
金

及
び

補
助

金
の

事
業

実
績

報
告

に
つ

い
て

、 

翌
年

度
６

月
末

日
（

８
の

(３
)
 に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
 

は
、

当
該

承
認

通
知

書
を

受
理

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

か
月

を
経

過
し

た
日

）
ま

で
に
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新
 

旧
 

 

（
１

）
 

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
26

条
第

２
項

に
基

づ
き

、

補
助

金
等

の
交

付
に

関
す

る
事

務
の

一
部

を
都

道
府

県
が

行
う

場
合

 

市
町

村
長

は
、

別
紙

様
式

第
３

－
３

に
よ

る
報

告
書

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る

日
ま

で
に

都
道

府
県

知
事

に
提

出
し

、
都

道
府

県
知

事
は

、
前

期
の

報
告

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

必
要

な
審

査
を

行
い

、
適

正
と

認
め

た
と

き
は

こ
れ

を
取

り
ま

と
め

の
う

え
、

翌
年

度
６

月
末

日
ま

で
(
６

の
(
２

) 
に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場

合
に

は
、
当

該
承

認
通

知
書

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
)
に

厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
２

）
 

（
１

）
以

外
で

都
道

府
県

が
補

助
金

の
交

付
を

受
け

た
場

合
 

 
 

 
 

 
都

道
府

県
知

事
は

、
別

紙
様

式
３

－
１

に
よ

る
報

告
書

を
翌

年
度

６
月

末
日

ま
で

(
６

の

(
２

) 
に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当

該
承

認
通

知
書

を

受
理

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

か
月

を
経

過
し

た
日

)
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
３

）
 

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

補
助

金
の

交
付

を
受

け
た

場
合

 

 
 

 
 

 
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
長

は
、

別
紙

様
式

３
－

２
に

よ
る

報
告

書
を

翌
年

度
６

月
末

日
ま

で
(
６

の
(
２

) 
に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当

該

承
認

通
知

書
を

受
理

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

か
月

を
経

過
し

た
日

)
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
国

庫
補

助
金

の
額

の
確

定
の

通
知

）
 

1
3
 

都
道

府
県

知
事

は
、

市
町

村
分

に
係

る
母

子
保

健
衛

生
費

国
庫

補
助

金
の

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

に
つ

い
て

厚
生

労
働

大
臣

の
交

付
額

の
確

定
が

あ
っ

た
と

き
は

、
市

町
村

長
に

対

し
、

別
紙

様
式

第
３

－
４

に
よ

り
、

速
や

か
に

確
定

の
通

知
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

  （
補

助
金

の
返

還
）

 

1
4
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

交
付

す
べ

き
補

助
金

の
額

を
確

定
し

た
場

合
に

お
い

て
、

既
に

そ
の

額
を

超
え

る
補

助
金

が
交

付
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、

期
限

を
定

め
て

、
そ

の
超

え
る

部
分

に
つ

い
て

国

庫
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。
 

 （
そ

の
他

）
  

1
5
 

特
別

の
事

情
に

よ
り

、
４

、
７

、
８

及
び

12
に

定
め

る
算

定
方

法
、
手

続
き

に
よ

る
こ

と
が

で
 

き
な

い
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
て

そ
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
 

も
の

と
す

る
。

 

 

別
紙

様
式

第
３

－
２

に
よ

る
報

告
書

を
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

                   （
国

庫
負

担
金

の
額

の
確

定
の

通
知

）
 

1
5
 

都
道

府
県

知
事

は
、

市
町

村
分

に
係

る
母

子
保

健
衛

生
費

国
庫

負
担

金
の

養
育

医
療

費
及

び
結

 

核
児

童
日

用
品

費
等

国
庫

負
担

金
の

未
熟

児
移

送
費

に
つ

い
て

厚
生

労
働

大
臣

の
交

付
額

の
確

定

が
あ

っ
た

と
き

は
、

市
町

村
長

に
対

し
、

別
紙

様
式

第
３

－
４

に
よ

り
、

速
や

か
に

確
定

の
通

知

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
負

担
金

及
び

補
助

金
の

返
還

）
 

1
6
 

厚
生

労
働

大
臣

は
、

交
付

す
べ

き
負

担
金

及
び

補
助

金
の

額
を

確
定

し
た

場
合

に
お

い
て

、
既

 

に
そ

の
額

を
超

え
る

負
担

金
及

び
補

助
金

が
交

付
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、

期
限

を
定

め
て

、
そ

の
 

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。
 

 （
そ

の
他

）
  

1
7
 

特
別

の
事

情
に

よ
り

、
４

、
９

、
1
0
及

び
14

に
定

め
る

算
定

方
法

、
手

続
き

に
よ

る
こ

と
が

で
 

き
な

い
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
て

そ
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
 

も
の

と
す

る
。
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新
 

旧
 

(削
除

) 

  (削
除

) 

   別
表
 

１
 区

分
 

２
 種

目
 

３
 基

準
額
 

４
 対

象
経
費
 

負
担
率

 

５
 又

 
は
 

補
助
率
 

(
削

除
)
 

(
削

除
)
 

(
削

除
)
 

(
削

除
)
 

(
削

除
)
 

 (削
除

) 
(
削

除
)
 

(
削

除
)
 

(
削

除
)
 

(
削

除
)
 

母
子
保

健
衛
生

費
国
庫

補
助
金
 

       

子
ど
も
の
心

の
診
療
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
事

業
 

１
都
道
府
県
あ
た
り
15
,9
00
,0
0
0円

 

 ※
事
業
期
間
が
１
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
 

1
5,
90
0,
0
00
円
×
事
業
月
数
／
12
と
す
る
。
 

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

に
必

要
な

報
酬
、
給
料
、
賃
金
、
報
償

費
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
、

旅
費
、
需
用
費
（
消
耗
品
費
、

食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
）
、

役
務
費
（
通
信
運
搬
費
、
広

告
料
）
、
委
託
料
、
使
用
料

及
び
賃
借
料
、
備
品
購
入
費
 

２
分

の
１

 

療
育
指
導
事

業
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

 
 

 
 

別
表
１
 
 
徴
収
基
準
額
表
（
養
育
医
療
給
付
事
業
）
 

 
(略

) 

 別
表
２
 
 
徴
収
基
準
額
表
（
結
核
児
童
療
育
給
付
事
業
）
 

 
(略

) 

  別
表
３
 

１
 区

分
 

２
 種

目
 

３
 基

準
額
 

４
 対

象
経
費
 

負
担
率

 

５
 又

 
は
 

補
助
率
 

母
子

保

健
衛

生

費
負

担

金
 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

 結
核
児

童
日
用

品
費
等

負
担
金
 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

母
子
保

健
衛
生

費
国
庫

補
助
金
 

        

子
ど
も
の

心
の
診
療

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
事
業
 

１
都
道
府
県
あ
た
り
15
,8
00
,0
0
0円

 

 ※
事
業
期
間
が
１
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
 

1
5,
80
0,
0
00
円
×
事
業
月
数
／
12
と
す
る
。
 

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

に
必

要
な

報
酬
、
給
料
、
賃
金
、
報
償

費
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
、

旅
費
、
需
用
費
（
消
耗
品
費
、

食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
）
、

役
務
費
（
通
信
運
搬
費
、
広

告
料
）
、
委
託
料
、
使
用
料

及
び
賃
借
料
、
備
品
購
入
費
 

２
分

の
１

 

療
育
指
導

事
業
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
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新
 

旧
 

 
生
涯
を
通
じ

た
女
性
の
健

康
支
援
事
業
 

次
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
の
合
計
額
 

１
 
健
康
教
育
事
業
 

 
 
4
5,
8
00
円
×
実
施
月
数
 

 ２
 
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
 

（
相
談
担
当
者
に
対
す
る
研
修
、
対
象
者
に
対

す
る
学
習
会
の
開
催
、
＃
ダ
イ
ヤ
ル
の
設
置
を

含
む
。
）
 

 
 
1
75
,
30
0円

×
実
施
月
数
 

た
だ
し
、
妊
娠
に
悩
む
者
に
対
す
る
専
任
の
相

談
員
を
配
置
す
る
場
合
は
 

6
8,
70
0円

×
実
施
月
数
を
加
算
。
 

 ３
 
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
 

（
相
談
担
当
者
に
対
す
る
研
修
、
対
象
者
に
対

す
る
学
習
会
及
び
講
演
会
の
開
催
を
含
む
。
）
 

4
74
,5
00
円
×
実
施
月
数
 

た
だ
し
、
不
育
症
に
悩
む
者
に
対
す
る
相
談
対

応
等
を
行
う
場
合
は
60
,5
00
円
を
加
算
。
 

 ４
 
H
TL
V
-1
母
子
感
染
対
策
事
業
 

 
１
都
道
府
県
あ
た
り
1,
47
7,
0
00
円
 

 

生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健

康
支
援
事
業
に
必
要
な
報

酬
、
賃
金
、
報
償
費
、
旅
費

、
需
用
費
（
消
耗
品
費
、
食

糧
費
、
印
刷
製
本
費
）
、
役

務
費
（
通
信
運
搬
費
、
広
告

料
）
、
委
託
料
、
使
用
料
及

び
賃
借
料
、
備
品
購
入
費
 

２
分

の
１

 

(削
除

) 
(削

除
) 

  

(削
除

) 
(
削

除
)
 

(削
除

) 
(削

除
) 

(削
除

) 
(
削

除
)
 

 
生
涯
を
通

じ
た
女
性

の
健
康
支

援
事
業
 

次
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
の
合
計
額
 

１
 
健
康
教
育
事
業
 

 
 
4
5,
8
00
円
×
実
施
月
数
 

 ２
 
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
 

（
相
談
者
担
当
者
に
対
す
る
研
修
を
含
む
。
）
 

 
 
 

 

1
17
,8
00
円
×
実
施
月
数
 

た
だ
し
、
妊
娠
に
悩
む
者
に
対
す
る
専
任
の
相

談
員
を
配
置
す
る
場
合
は
 

6
8,
70
0円

×
実
施
月
数
を
加
算
。
 

 ３
 
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
 

（
相
談
担
当
者
に
対
す
る
研
修
を
含
む
。
）
 

 

4
74
,5
00
円
×
実
施
月
数
 

た
だ
し
、
不
育
症
に
悩
む
者
に
対
す
る
相
談
対

応
等
を
行
う
場
合
は
60
,5
00
円
を
加
算
。
 

 ４
 
H
TL
V
-1
母
子
感
染
対
策
事
業
 

 
１
都
道
府
県
あ
た
り
1,
47
7,
0
00
円
 

 

生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健

康
支
援
事
業
に
必
要
な
報

酬
、
賃
金
、
報
償
費
、
旅
費

、
需
用
費
（
消
耗
品
費
、
食

糧
費
、
印
刷
製
本
費
）
、
役

務
費
（
通
信
運
搬
費
、
広
告

料
）
、
委
託
料
、
使
用
料
及

び
賃
借
料
、
備
品
購
入
費
 

２
分

の
１

 

不
妊
に
悩

む
方
へ
の

特
定
治
療

支
援
事
業
 

(略
) 

  

(略
) 

(
略

)
 

健
や
か
な

妊
娠
等
サ

ポ
ー
ト
事

業
 

(略
) 

(略
) 

(
略

)
 

-480-



  

新
 

旧
 

妊
娠
・
出
産

包
括
支
援
モ

デ
ル
事
業
 

１
市
町
村
あ
た
り
40
,
51
6
,0
00
円
 

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
モ
デ

ル
事
業
に
必
要
な
報
酬
、
給

料
、
賃
金
、
報
償
費
、
職
員

手
当
等
、
共
済
費
、
旅
費
、

需
用
費
（
消
耗
品
費
、
食
糧

費
、
印
刷
製
本
費
）
、
役
務

費
（
通
信
運
搬
費
、
広
告
料

）
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び

賃
借
料
、
備
品
購
入
費
 

２
分

の
１

 

小
児
慢
性
特

定
疾
病
児
童

日
常
生
活
用

具
給
付
事
業
 

次
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
算
額
か
ら
用
具

の
給
付
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者

（
世
帯
の
生
計
中
心
者
）
の
負
担
す
べ
き
額
の

合
算
額
を
控
除
し
た
額
 

 (
1)

 便
器
 

4
,4
50
円
×
購
入
数
 

(
2)

 特
殊
マ
ッ
ト
 

1
9,
60
0円

×
購
入
数
 

(
3)

 特
殊
便
器
 

1
51
,2
00
円
×
購
入
数
 

(
4)

 特
殊
寝
台
 

1
54
,0
00
円
×
購
入
数
 

(
5)

 歩
行
支
援
用
具
 

（
手
す
り
、
ス
ロ
ー
プ
、
歩
行
器
等
）
 

6
0,
00
0円

×
購
入
数
 

(
6)

 入
浴
補
助
用
具
 

9
0,
00
0円

×
購
入
数
 

(
7)

 特
殊
尿
器
 

6
7,
00
0円

×
購
入
数
 

(
8)

 体
位
変
換
器
 

1
5,
00
0円

×
購
入
数
 

(
9)

 車
い
す
（
電
動
以
外
の
場
合
）
 

7
0,
40
0円

×
購
入
数
 

(
10
) 頭

部
保
護
帽
 

1
2,
16
0円

×
購
入
数
 

(
11
) 電

気
式
た
ん
吸
引
器
 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事

業
に
必
要
な
需
用
費
（
消
耗

品
費
）
、
備
品
購
入
費
、
扶

助
費
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
 

２
分

の
１

 

福
祉

 

事
務

 

所
を

 

設
置

 

し
て

 

い
な

 

い
町

 

村
が

 

行
う

 

事
業

 

に
対

 

し
て

 

都
道

 

府
県

 

が
補

 

助
す

 

る
事

 

業
 

3
分

の
2
 

(新
規

) 
         

 
 

(新
規

) 
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新
 

旧
 

5
6,
40
0円

×
購
入
数
 

(
12
) ク

ー
ル
ベ
ス
ト
 

2
0,
00
0円

×
購
入
数
 

(
13
) 紫

外
線
カ
ッ
ト
ク
リ
ー
ム
 

3
7,
80
0円

×
購
入
者
数
 

(
14
) ネ

ブ
ラ
イ
ザ
ー
（
吸
入
器
）
 

3
6,
00
0円

×
購
入
数
 

(
15
) パ

ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
 

1
57
,5
00
円
×
購
入
数
 

慢
性
疾
病
児

童
地
域
支
援

協
議
会
運
営

事
業
 

 
１
都
道
府
県
あ
た
り
 

2
80
,0
00
円
 

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童

地
域
支
援
協
議
会
を
開
催

す
る
の
に
必
要
な
需
用
費

（
消
耗
品
費
、
印
刷
製
本
費

）
役
務
費
（
通
信
運
搬
費
、

広
告
料
）
、
委
託
料
、
使
用

料
及
び
賃
借
料
、
備
品
購
入

費
、
旅
費
 

２
分

の
１

 

 

 
       

 
 

 
(新

規
) 
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新
旧

別
紙

様
式

第
１

平
成

年
度

母
子
保
健
衛
生
費

国
庫

補
助

金
調
書

等
負
担
（

）

補
助
事
業
者
名

国
地

方
公

共
団

体

補
歳

入
歳

出
歳

出
交

付
決

定
備

考
負

負
助

う
ち
国
庫

う
ち
国
庫

予
算

科
目

の
額

科
目

予
算

現
額

収
入

済
額

科
目

予
算

現
額

補
助

金
支

出
済

額
補
助

金
担
(

)
担
(

)
率

相
当

額
相

当
額

円
円

円
円

円
円

円
母

子
保

健
衛

生
対

策
費

16
母
子
保
健
衛
生
費

負
担

金

16
結
核
児
童
日
用
品
費
等

負
担

金

16
母
子
保
健
衛
生
費

補
助

金

（
注
）
１

「
地
方
公
共
団
体
」
の
「
科
目
」
は
、
歳
出
に
あ
っ
て
は
款
、
項
、
目
、
節
を
、
歳
入
に
あ
た
っ
て
は
款
、
項
、
目
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
歳
出
に
あ
っ
て
は

国
庫
補
助
金
（
事
業
費
）
に
対
応
す
る
経
費
の
配
分
の
目
節
の
内
訳
に
係
る
と
き
は
、
当
該
経
費
の
配
分
を
目
節
の
内
訳
と
し

国
庫
負
担
金
（
事
業
費
）
と

て
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
予
算
現
額
」
は
歳
入
に
あ
っ
て
は
、
当
該
予
算
額
、
補
正
予
算
額
等
の
区
分
を
、
歳
出
に
あ
っ
て
は
、
当
該
予
算
額
、
補
正
予
算
額
、
予
備
費
支
出
額
、
流
用
増
減
額
等
の
区
分
を

明
ら
か
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
備
考
」
は
、
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
適
宣
記
載
す
る
こ
と
。

別
紙

様
式

第
１

平
成

年
度

母
子
保
健
衛
生
費
国
庫
補
助
金
調
書

補
助
事
業
者
名

国
地

方
公

共
団

体

補
歳

入
歳

出
歳

出
交

付
決

定
備

考
助

う
ち
国
庫
補

う
ち
国
庫
補

予
算

科
目

の
額

科
目

予
算

現
額

収
入

済
額

科
目

予
算

現
額

支
出

済
額

率
助
金
相
当
額

助
金
相
当
額

円
円

円
円

円
円

円
母

子
保

健
衛

生
対

策
費

16
母
子
保
健
衛
生
費

補
助

金

（
注
）
１

「
地
方
公
共
団
体
」
の
「
科
目
」
は
、
歳
出
に
あ
っ
て
は
款
、
項
、
目
、
節
を
、
歳
入
に
あ
た
っ
て
は
款
、
項
、
目
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。

な
お
、
歳
出
に
あ
っ
て
は
国
庫
補
助
金
（
事
業
費
）
に
対
応
す
る
経
費
の
配
分
の
目
節
の
内
訳
に
係
る
と
き
は
、
当
該
経
費
の
配
分
を
目
節
の
内
訳
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
予
算
現
額
」
は
歳
入
に
あ
っ
て
は
、
当
該
予
算
額
、
補
正
予
算
額
等
の
区
分
を
、
歳
出
に
あ
っ
て
は
、
当
該
予
算
額
、
補
正
予
算
額
、
予
備
費
支
出
額
、
流
用
増
減
額
等
の
区
分
を

明
ら
か
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
備
考
」
は
、
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
適
宣
記
載
す
る
こ
と
。

-483-



新
旧

別
紙

様
式
第

２
-
１
 

番
 
 

 
 
号
 

年
 
 
月
  

日
 

 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
 
 

 
 
 

 
 
 
 

殿
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 

 

都
道

府
県
知

事
 
 

印
   

 

平
成

 
年
度

母
子
保

健
衛
生
費

等
国

庫
負
担
（

補
助
）

金
の
交
付

申
請
に

つ
い
て

 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

 
 

 
標
記
に

つ
い
て

、
次
に
よ

り
国
庫

負
担
金

及
び
国
庫

補
助

金
を
交

付
さ
れ

る
よ
う
関

係
書
類

を
添
え
 

 
  
て

申
請
す

る
。
 

 
 
 

な
お
、

母
子
保
健

衛
生
費

国
庫
負

担
金
の

養
育
医
療

費
及

び
結
核

児
童
日

用
品
費
等

国
庫
負

担
金
の
 

未
熟
児
移

送
費
に

つ
い
て
は

、
管

内
市
町

村
分
に

つ
い
て
、
申
請

書
を
受

理
し
、
そ

の
内
容

を
審
査

し
た

結
果
適
正

と
認
め

ら
れ
る
の

で
、
と

り
ま
と
め

て
提
出

す
る
。
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  

１
 

申
請
額
 

 
金

  
 

 
 
 

 
 
円
 

母
子
保

健
衛
生

費
国
庫

負
担
金
 

都
道

府
県
分
 

金
 

円
 

 
市

町
村

分
 

金
 

円
 

結
核
児
童
日
用
品
費
等
国
庫
負
担
金

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

都
道

府
県
分
 

金
 

円
 

 
市

町
村

分
 

金
 

円
 

母
子
保

健
衛
生

費
国
庫

補
助
金
 

 
金

 
円

 

 

２
 

国
庫
負

担
金
及

び
国
庫
補

助
金
所

要
額
総

括
表
 

［
様

式
 
1
-1
] 

 ３
 

国
庫
負

担
金
所

要
額
調
 

［
様

式
 
2
-1
] 

（
注

１
 
所

要
額
調

に
は
、
内

訳
と
し

て
別
表

の
所
要
額

明
細
表

を
添
付

す
る
こ

と
｡
) 
  
 

  
 

４
 

国
庫
負

担
金
所

要
額
市
町

村
別
内

訳
書
 

［
様

式
 
3
] 

（
注

２
 
市

町
村
分

を
と
り
ま

と
め
た

養
育
医
療

費
及
び

未
熟
児

移
送
費

の
み
添

付
す
る
こ

と
。

) 
  
 

 ５
 

国
庫
補

助
金
所

要
額
調
 

 
［
様

式
 
4
] 

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 

６
 

添
付
書

類
 

(
1)
 
当
該
事

業
に
関

す
る
歳
入

歳
出

予
算
抄

本
 

(
2)
 
そ
の
他

参
考
資

料
 

別
紙

様
式
第
２
-
１
 

番
 
 
 
 
号
 

年
 

 月
  

日
 

 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
 
 
 
 
 

 
 
 
 
殿
 
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  

 

都
道
府
県
知
事

 
 

印
   

 

平
成

 
年
度
母
子
保

健
衛
生
費
国
庫

補
助
金
の
交
付

申
請
に
つ
い
て
 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  

 
 

 標
記
に

つ
い
て
、

次
に
よ
り
国
庫

補
助
金
を
交
付
さ

れ
る
よ
う
関

係
書
類
を
添
え
て

申
請
す
る

。
 

 
 
 
な
お
、
妊
娠
・
出
産
包

括
支
援
モ
デ

ル
事
業
に
つ
い
て

は
、
管

内
市
町
村
分
の
申

請
書
を
受
理

し
、
そ

の
内

容
を
審
査
し
た

結
果
適
正
と
認

め
ら
れ
る
の
で

、
と
り
ま
と
め
て

提
出
す
る
。
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  

 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 
  
 
  
  
  
 
  
 

１
 
国
庫
補
助

金
申
請
額
 

 
金
 

 
 
 
 
 

 
円
 

 
都

道
府

県
分
 

金
 

円
 

  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  

市
町

村
分
 
 

 
 金

 
 
 
 
 

 
  
円
 

 ２
 
国
庫
補
助

金
所
要
額
調
書

 
［
 
様
式
 
1 
] 

 ３
 
国
庫
補
助

金
所
要
額
市
町

村
別
内
訳
書
 

［
様
式

 2
-1
] 

（
注
 
市
町

村
分
を
と
り
ま
と

め
た
妊
娠
・

出
産
包
括
支
援

モ
デ
ル
事
業

の
み
添
付
す
る
こ

と
。
) 
 
  

 

４
 
小
児
慢
性

特
定
疾
病
児
童

日
常
生
活
用

具
給
付
事
業
 
交

付
基
準
額
内
訳

書
 
 
 
 
［
様
式
 
3
] 

  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  

５
 
添
付
書
類
 

(
1
) 
当
該
事
業

に
関
す
る
歳
入
歳

出
予
算
抄
本
 

(
2
) 
そ
の
他
参

考
資
料
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新
旧

別
紙

様
式
第

２
-
２
  

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 

  
  
 
  
 
  
 
  

 
 

 
番
 
 
 

 
号
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

年
月

日
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
 
 
 

 
 
 

 
 
 
殿

  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
政
令
市

市
長

  
  
 
 
  

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

  
 
  
特
別
区

区
長

  
  
 
 
  

  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

平
成

 
年
度
母

子
保
健

衛
生
費
等

国
庫
負

担
（
補
助

）
金
の
交

付
申
請

に
つ
い

て
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

  
 

 
標
記
に
つ

い
て
、

次
に
よ

り
国
庫
負

担
金
及

び
国
庫
補

助
金
を

交
付
さ
れ

る
よ
う
関

係
書
類

を
添
え
 

 
  
て

申
請
す
る

。
 
  
  

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
  

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
１

 
申
請
額

 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
金
 

 
円

 

母
子
保

健
衛
生
費

国
庫
負
担

金
 

金
 

円
 

結
核
児
童
日
用
品
費
等
国
庫
負
担
金

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

金
 

円
 

母
子
保

健
衛
生
費

国
庫
補
助

金
 

金
 

円
 

 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
２

 
国
庫
負

担
金
及

び
国
庫

補
助
金
所

要
額
総

括
表
 
 

［
様
式
 
1
-1
] 

  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
３

 
国
庫
負

担
金
所

要
額
調
 

［
様
式
 
2
-1
] 

 
 
 
 
 
（
注
 

所
要
額

調
に
は

、
内
訳
と

し
て
別

表
の
所
要

額
明
細

表
を
添

付
す
る
こ
と

｡
) 
 
  
  
 
 

  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
４

 
国
庫
補

助
金
所

要
額
調
 

［
様
式

 4
] 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

  
  
５

 
添
付
書

類
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

(1
)
 当

該
事
業

に
関
す

る
歳
入
歳

出
予
算
抄

本
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
  

(2
)
 そ

の
他
参

考
資
料
 

 

印
 

別
紙

様
式
第
２

-２
 
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
 

  
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
番
 

 
 
 
号
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
年

月
日

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
厚

生
労

働
大

臣
 

 
 
 
 

 
 
 
 
殿

  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  

 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
政
令
市
市

長
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
 
 

  
  
 
特
別
区
区

長
  
 
  
 
  

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

平
成
 
年
度

母
子
保
健

衛
生
費
国
庫

補
助
金
の
交

付
申
請
に
つ

い
て
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

  
 

 標
記
に
つ
い
て

、
次
に
よ

り
国
庫
補

助
金
を
交
付
さ

れ
る
よ
う

関
係
書
類

を
添
え
て
申

請
す
る
。

  
  

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

１
 
国
庫
補

助
金
申
請

額
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 金

 
 

円
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

 ２
 
国
庫
補

助
金
所
要

額
調
書
 
 

［
様

式
1
] 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

３
 
小
児
慢

性
特
定
疾

病
児
童
日
常

生
活
用
具
給

付
事
業
 
交

付
基
準
額

内
訳
書
 
 
 
 
［

様
式
 
3]
 

  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 

 ４
 
添
付
書

類
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  

(
1
) 
当
該
事

業
に
関
す

る
歳
入
歳
出

予
算
抄
本

  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  

(
2
) 
そ
の
他

参
考
資
料
 

 

印
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新
旧

別
紙

様
式
第

２
-
３
  

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  

 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 

 番
 
 
 

 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年

月
日

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
 
 

 
 
 

 
 
 
 

殿
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 

市
町
村

長
 
 

印
 

  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

平
成
 

年
度
母

子
保
健

衛
生
費
等

国
庫
負

担
金
の

交
付
申
請

に
つ
い

て
 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

 

 
 
標

記
に
つ

い
て
、

次
に
よ
り

国
庫
負

担
金
を

交
付
さ
れ

る
よ

う
関
係

書
類
を
添

え
て
申

請
す
る
。

 

 
  
 
  

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  

 
 
１

 
申
請

額
 

金
 

円
 

母
子
保

健
衛
生

費
国
庫

負
担
金
 

金
 

円
 

結
核
児
童
日
用
品
費
等
国
庫
負
担
金

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

金
 

円
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

  
 
２

 
国
庫

負
担
金

所
要
額
総

括
表
 

 
［

様
式
 
1
-2
] 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

   
 
３

 
国
庫

負
担
金

所
要
額
調

 
 

［
様
式
 
2
-2
] 

 
 
 
 
 
（
注

 
所
要

額
調
に
は

、
内
訳

と
し
て

別
表
の
所

要
額

明
細
表

を
添
付

す
る
こ
と

｡)
 
 

   
  
４

 
添
付

書
類
 
 
  
 

(1
)
 
当
該
事
業

に
関
す

る
歳
入

歳
出
予
算

抄
本

  

(2
)
 
そ
の
他
参

考
資
料
 

 

別
紙

様
式
第
２

-３
 
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
 

  
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
番
 

 
 
 
号
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
年

月
日

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
厚

生
労

働
大

臣
 

 
 
 
 

 
 
 
 
殿

  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 

 

市
町

村
長
 
 

印
 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

平
成
 
年
度

母
子
保
健

衛
生
費
国
庫

補
助
金
の
交

付
申
請
に
つ

い
て
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

 

 
 
標
記
に

つ
い
て
、

次
に
よ
り
国

庫
補
助
金
を

交
付
さ
れ
る

よ
う
関
係

書
類
を
添
え
て

申
請
す
る

。
 

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 

１
 
国
庫
補

助
金
申
請

額
 

金
 

円
 

 
 
 
 

 
  
 
  
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

 ２
 
国
庫
補

助
金
所
要

額
調
書
 
 

［
様

式
2
-1
] 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 

  ３
 
小
児
慢

性
特
定
疾

病
児
童
日
常

生
活
用
具
給

付
事
業
 
交

付
基
準
額

内
訳
書
 
 
 
 
［

様
式
 
3]
 

  ４
 
添
付
書

類
 
  
  

(
1
) 
当
該
事

業
に
関
す

る
歳
入
歳
出

予
算
抄
本

  

(
2
) 
そ
の
他

参
考
資
料
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新
旧

別
紙

様
式
第

２
-
４
 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  

 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 

 番
 
 
 

 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

平
成
 
年
度

母
子
保

健
衛
生
費

等
国

庫
負
担

金
の
交

付
決
定
通

知
書
 

 

市
町

村
名
  

 
平

成
 
年

 
月
 

日
第
 
号

で
申

請
の
あ

っ
た
平

成
 
年
度

母
子
保

健
衛
生

費
等
国
庫

負
担

金
に
つ
い

て

は
、
補

助
金
等
に

係
る
予

算
の
執
行

の
適
正

化
に
関

す
る
法
律
（

昭
和

3
0
年
法

律
第

17
9
号
）
第
６
条
第

１

項
の

規
定
に

よ
り
、

［
（
修
正

の
場

合
）
第

６
条
第

３
項
の
規

定
に
よ

り
修
正

の
う
え
］

次
の

と
お
り
交

付

す
る

こ
と
に

決
定
さ

れ
た
の
で

、
同

第
８
条

の
規
定

に
よ
り
通

知
す
る

。
 

 
 

 
平

成
 
年

 
月
 

日
 

 
 

 
  

 

都
道

府
県
知

事
 
 

印
  

１
 

こ
の
負

担
金
の

交
付
の
対

象
と

な
る
事

業
は
、

市
町
村
が

行
う
母

子
保
健

法
第

2
0
条
の

規
定
に

よ
る
 

事
業
で

あ
る
。
 

 

２
 

こ
の
負

担
金
の

交
付
決
定

額
は

、
次
の

と
お
り

で
あ
る
。
 

交
付

決
定
額

 
 
 

 
 
 
母

子
保
健

衛
生
費
国

庫
負
担

金
 
  
 
 
  
 金

 
 
 

 
 
 
 

円
 

結
核
児
童
日
用
品
費
等
国
庫
負
担
金

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
金

 
 
 

 
 
 
 

円
 

 

３
 

こ
の
負

担
金
の

額
の
決
定

は
、

次
に
掲

げ
る
通

知
の
交
付

額
の
算

定
方
法

に
よ
り
行

わ
れ

た
も
の
で

あ
 

る
。
 

「
母
子

保
健
衛

生
費
等

国
庫
負
担

（
補
助

）
に
つ

い
て
」
（

平
成

2
0
年

６
月
４

日
厚
生

労
働

省
発
雇
児

 

第
0
6
04
0
03

号
）
の
別

紙
「
母
子

保
健
衛

生
費
等

国
庫
負
担

（
補

助
）
金

交
付
要
綱

（
以
下
、

「
交
付

要
 

綱
」
と

い
う
。

）
」
の

４
に
よ
り

行
わ
れ

る
も
の

で
あ
る
。

 

 

４
 

こ
の
負

担
金
は

、
交
付
要

綱
の

８
に
掲

げ
る
事

項
を
条
件

と
し
て

交
付
す

る
も
の
で

あ
る

。
 

 ５
 

事
業
に

係
る
事

業
実
績
報

告
は

、
交
付

要
綱
の

1
4
に

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

り
行
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な
 

い
。
 

 

６
 

こ
の
負

担
金
の

交
付
の
決

定
の

内
容
又

は
条
件

に
不
服
が

あ
る
場

合
に
お

け
る
補
助

金
等

に
係
る
予

算
 

の
執
行

の
適
正

化
に
関

す
る
法
律

第
９
条

第
１
項

の
規
定
に

よ
る

申
請
の

取
下
げ
を

す
る
こ

と
の
で
き

 

る
期
限

は
、
平

成
 
年

 
月
 
日

と
す
る

。
 
 

別
紙

様
式
第

２
-
４
 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  

 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 

 番
 
 
 

 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

平
成

 
年
度

母
子
保

健
衛
生
費

国
庫
補

助
金
の

交
付
決

定
通
知
書

 

 

市
町

村
名
  

 
平

成
 
年

 
月
 

日
第

 
号
で

申
請
の

あ
っ
た

平
成
 
年

度
母

子
保
健

衛
生
費

国
庫
補

助
金
に

つ
い
て

は
、

補
助

金
等
に

係
る
予

算
の
執
行

の
適

正
化
に

関
す
る

法
律
（

昭
和

3
0
年
法
律

第
1
7
9
号

）
第
６

条
第
１

項
の

規
定

に
よ
り

、
［
（

修
正
の
場

合
）

第
６
条

第
３
項

の
規
定
に

よ
り
修

正
の
う

え
］
次
の

と
お

り
交
付
す

る

こ
と

に
決
定

さ
れ
た

の
で
、
同

第
８

条
の
規

定
に
よ

り
通
知
す

る
。
 

 
 

 
平

成
 
年

 
月
 

日
 

 
 

 
  

 

都
道

府
県
知

事
 
 

印
  

１
 

こ
の
補

助
金
の

交
付
の
対

象
と

な
る
事

業
は
、

市
町
村
が

行
う
妊

娠
・
出

産
包
括
支

援
モ

デ
ル
事
業

で
 

あ
る
。
 

 

２
 

こ
の
補

助
金
の

交
付
決
定

額
は

、
次
の

と
お
り

で
あ
る
。
 

交
付
決

定
額
 

 
 
 
 
  
 
  
 金

 
 
 

 
 
 

 
円
 

  

３
 

こ
の
補

助
金
の

額
の
決
定

は
、

次
に
掲

げ
る
通

知
の
交
付

額
の
算

定
方
法

に
よ
り
行

わ
れ

た
も
の
で

あ
 

る
。
 

「
母
子

保
健
衛

生
費
等

国
庫
負
担

（
補
助

）
に
つ

い
て
」
（

平
成

2
0
年

６
月
４

日
厚
生

労
働

省
発
雇
児

 

第
0
6
04
0
03

号
）
の
別
紙
「
母

子
保
健

衛
生
費
国

庫
補
助

金
交
付

要
綱
（

以
下
、「

交
付
要

綱
」
と
い
う
。
）
」

の
４
に

よ
り
行

わ
れ
る

も
の
で
あ

る
。
 

 

４
 

こ
の
補

助
金
は

、
交
付
要

綱
の

６
に
掲

げ
る
事

項
を
条
件

と
し
て

交
付
す

る
も
の
で

あ
る

。
 

 ５
 

事
業
に

係
る
事

業
実
績
報

告
は

、
交
付

要
綱
の

1
2
に

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

り
行
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な
 

い
。
 

 

６
 

こ
の
補

助
金
の

交
付
の
決

定
の

内
容
又

は
条
件

に
不
服
が

あ
る
場

合
に
お

け
る
補
助

金
等

に
係
る
予

算
 

の
執
行

の
適
正

化
に
関

す
る
法
律

第
９
条

第
１
項

の
規
定
に

よ
る

申
請
の

取
下
げ
を

す
る
こ

と
の
で
き

 

る
期
限

は
、
平

成
 
年

 
月
 
日

と
す
る

。
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新
旧

別
紙

様
式
第

３
-
１
  

 
 
 

  
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
番

 
 
 
 

号
 

 
  
 
 
  
 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

年
月

日
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
 
 
 

 
 
 

 
 
 
殿
 

 

都
道
府
県
知

事
 
 

印
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

 
 
  

 

平
成
 

年
度
母
子
保

健
衛
生
費

等
国

庫
負
担

（
補
助
）

金
の
事
業

実
績
報

告
に
つ

い
て
 

   
 
 

標
記
の
国

庫
負
担

金
及
び

国
庫
補
助

金
に
係

る
事
業
実

績
を
次

の
と
お

り
報
告
す
る

。
 
 

 
 

 
な
お
、
母
子

保
健
衛
生
費

負
担

金
の
養

育
医
療
費

及
び
結
核

児
童
日

用
品
費

等
国
庫
負

担
機
の
未

熟
児

移
送
費
に
つ

い
て
は

、
管
内
市

町
村

分
に
つ

い
て
、
事
業
実
績

報
告
書

を
受
理
し

、
そ
の

内
容
を
審

査
し

た
結
果
適
正

と
認
め

ら
れ
る
の

で
、
と

り
ま
と
め

て
提
出
す

る
。

  
  
 
  
 
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

１
 

精
算
額
 

 
金
 

円
 

母
子
保

健
衛
生
費

国
庫
負
担

金
 

都
道
府

県
分
 

金
 

円
 

 
市

町
村

分
 

金
 

円
 

結
核
児
童
日
用
品
費
等
国
庫
負
担
金

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

都
道
府

県
分
 

金
 

円
 

 
市

町
村

分
 

金
 

円
 

母
子
保

健
衛
生
費

国
庫
補
助

金
 

 
金
 

円
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
２

 
国
庫
負

担
金
及

び
国
庫

補
助
金
精

算
額
総

括
表
 

［
様
式
 
1
-1
] 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
３

 
国
庫
負

担
金
精

算
額
調
 

［
様
式
 
2
-1
] 

 
 
 

（
注
１
 

精
算

額
調

に
は

、
内

訳
と

し
て

別
表

の
精

算
額

明
細

表
及

び
事

業
実

施
状

況
を

添
付

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
す

る
こ
と

｡)
  

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  

 
  
４

 
国
庫
負

担
精
算

額
市
町

村
別
内
訳

書
 

［
様
式

 3
] 

 
 
 

（
注
２
 

市
町
村

分
を
と

り
ま
と
め

た
養
育

医
療
費
及

び
未
熟

児
移
送

費
の
み
該
当

。
)
 

  
 
５

 
国
庫
補

助
金
精

算
額
調
 

［
様
式

 4
] 

  
 
６

 
添
付
書

類
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

(1
)
 当

該
事
業

に
関
す

る
歳
入
歳

出
決
算
書

（
見
込

書
）
抄
本

  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  

(2
)
 そ

の
他
参

考
資
料
 

別
紙

様
式
第
３
-
１
  

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
番
 
 

 
 
号
 

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年

月
日

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
厚

生
労

働
大

臣
 
 

 
 
 
 

 
 
 

殿
 

 

都
道
府
県
知
事

 
 

印
 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 

平
成
 

年
度
母
子
保
健

衛
生
費
国
庫
補
助

金
の
事
業
実
績
報

告
に
つ
い
て
 

   
 
 
標
記
の

国
庫
補
助

金
に
係
る
事
業

実
績
を
次
の
と
お

り
報
告
す
る

。
  

 
 

 な
お
、
母
子
保
健
衛
生

費
補
助
金
の

妊
娠
・
出
産
包

括
支
援
モ

デ
ル
事
業
に
つ
い

て
は
、
管

内
市
町
村

分
の

事
業
実
績
報
告

書
を
受
理
し
、
そ

の
内
容
を
審
査

し
た
結
果
適
正

と
認
め
ら

れ
る
の

で
、
と
り
ま
と

め
て

提
出
す
る
。

  
  
  
  
 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  

１
 
国
庫
補
助

金
精
算
額
 

 
金
 

円
 

 
都
道

府
県
分
 

金
 

円
 

 
市

町
村

分
 

金
 

円
 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  

２
 
国
庫
補
助

金
精
算
額
調
書
 

［
 
様
式

 1
 ]
 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
 

３
 
国
庫
補
助

金
精
算
額
市
町
村

内
訳
書
 

［
様

式
 
2-
1]
 

 
 
 
（
注
 

市
町
村
分

を
と
り
ま
と
め

た
妊
娠
・
出
産
包

括
支
援
モ
デ

ル
事
業
の
み
該
当

。
) 

 

４
 
小
児
慢
性

特
定
疾
病
児
童
日

常
生
活
用
具
給

付
事
業
 
交
付

基
準
額
内
訳

書
 
 
  

［
様
式
 
3
] 

 

５
 
添
付
書
類

  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  

(
1)
 
当
該
事
業

に
関
す
る
歳
入
歳

出
決
算
書
（
見

込
書
）
抄
本
 
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  

(
2)
 
そ
の
他
参

考
資
料
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別
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様
式
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３
-
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番

 
 
 
 

号
 

 
  
 
 
  
 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

年
月

日
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
 
 
 

 
 
 

 
 
 
殿

  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  

 

政
令
市

市
長
 

 
 
 
 

特
別
区

区
長
 

 
 
 
 

  

平
成
 

年
度
母
子
保

健
衛
生
費

等
国

庫
負
担

（
補
助
）

金
の
事
業

実
績
報

告
に
つ

い
て
 

   
 
 

標
記
の
国

庫
負
担

金
及
び

国
庫
補
助

金
に
係

る
事
業
実

績
を
次

の
と
お

り
報
告
す
る

。
 
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
１

 
精
算
額

 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
金
 

 
円

 

母
子
保

健
衛
生
費

国
庫
負
担

金
 

金
 

円
 

結
核
児
童
日
用
品
費
等
国
庫
負
担
金

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

金
 

円
 

母
子
保

健
衛
生
費

国
庫
補
助

金
 

金
 

円
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
２

 
国
庫
負

担
金
及

び
国
庫

補
助
金
精

算
額
総

括
表
 
 

［
様
式
 
1
-1
] 

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
３

 
国
庫
負

担
金
精

算
額
調

 
 

［
様
式
 
2
-1
] 

 
 
 

 
（
注
 

精
算

額
調

に
は

、
内

訳
と

し
て

別
表

の
精

算
額

明
細

表
及

び
事

業
実

施
状

況
を

添
付

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 す
る

こ
と
｡
)
  

 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 
 
４

 
国
庫
補

助
金
精

算
額
調

 
 

［
様
式

 4
] 

  
 
５

 
添
付
書

類
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

(1
)
 当

該
事
業

に
関
す

る
歳
入
歳

出
決
算
書

（
見
込

書
）
抄
本

  

(2
)
 そ

の
他
参

考
資
料

  

印
 

別
紙

様
式
第
３
-
２
 

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
番
 
 

 
 
号
 

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年

月
日

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
厚

生
労

働
大

臣
 
 

 
 
 
 

 
 
 

殿
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  

 

政
令
市

市
長
 
 
 
 
 

特
別
区

区
長
 
 
 
 
 

  

平
成
 

年
度
母
子
保
健

衛
生
費
国
庫
補
助

金
の
事
業
実
績
報

告
に
つ
い
て
 

   
 
 
標
記
の

国
庫
補
助

金
に
係
る
事
業

実
績
を
次
の
と
お

り
報
告
す
る

。
  

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  

１
 
国
庫
補
助

金
精
算
額
 
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
金
 

 
 
 

 
円
 

 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  

２
 
国
庫
補
助

金
精
算
額
調
書
 
 

［
様
式

1]
 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  

 

３
 
小
児
慢
性

特
定
疾
病
児
童
日

常
生
活
用
具
給

付
事
業
 
交
付

基
準
額
内
訳

書
 
 
  

［
様
式
 
3
] 

 

４
 
添
付
書
類

  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  

(
1)
 
当
該
事
業

に
関
す
る
歳
入
歳

出
決
算
書
（
見

込
書
）
抄
本
 
 

(
2)
 
そ
の
他
参

考
資
料
  

   
 

印
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-
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番
 
 

 
 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 年

 
 
月
 

 日
 

  
 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
 
 

 
 
 

 
 
 
 

殿
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 

 

市
町
村

長
 
 

印
 

 
  
 
 

 

平
成

 
年
度

母
子
保

健
衛
生
費

等
国

庫
負
担

金
の
事

業
実
績
報

告
に
つ

い
て
 

   
 
 

標
記
の

国
庫
負

担
金
に
係

る
事
業

実
績
を

次
の
と
お

り
報

告
す
る

。
  
 
 
  
  
 
 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

  
 
１

 
精
算

額
 

金
 

円
 

母
子
保

健
衛
生

費
国
庫

負
担
金
 

金
 

円
 

結
核
児
童
日
用
品
費
等
国
庫
負
担
金

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

金
 

円
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

  
 
２

 
国
庫

負
担
金

精
算
額
総

括
表
 

［
様
式
 
1
-2
] 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  

 
  

 
 
３

 
国
庫

負
担
金

精
算
額
調

 
［

様
式
 
2
-2
] 

 
 
 

 
（
注

 
精

算
額

調
に

は
、

内
訳

と
し

て
別

表
の

精
算

額
明

細
表

及
び

事
業

実
施

状
況

を
添

付
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 す
る
こ
と

｡)
  

 
  
 

  
 
４

 
添
付

書
類
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

(1
)
 
当
該
事
業

に
関
す

る
歳
入

歳
出
決
算

書
（
見

込
書
）
抄

本
 
 

(2
)
 
そ
の
他
参

考
資
料

 
  

別
紙

様
式
第

３
-
３
 

番
 
 

 
 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 年

 
 
月
 

 日
 

  
 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
 
 

 
 
 

 
 
 
 

殿
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 

 

市
町
村

長
 
 

印
 

 
  
 
 

 

平
成

 
年
度
母

子
保
健

衛
生
費
国

庫
補
助

金
の
事

業
実
績
報

告
に

つ
い
て
 

   
 
 

標
記
の

国
庫
補

助
金
に
係

る
事
業

実
績
を

次
の
と
お

り
報

告
す
る

。
  
 
 
  
  
 
 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

  
 
１

 
国
庫

補
助
金

精
算
額
 

金
 

円
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

 
 
２

 
国
庫

補
助
金

精
算
額
調

書
 

［
様

式
2
-1
 
] 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  

 
  

 
 
３

 
添
付

書
類
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

(1
)
 
当
該
事
業

に
関
す

る
歳
入

歳
出
決
算

書
（
見

込
書
）
抄

本
 
 

(2
)
 
そ
の
他
参

考
資
料
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新
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別
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様
式

第
３
-
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番

 
 
 

 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

平
成
 

年
度
母

子
保
健

衛
生
費
等

国
庫
負

担
金
交

付
額
確

定
通

知
書
 

 

市
町

村
名
  

 
平

成
 

年
 
月

 
日
第

 
号
で

交
付
決

定
の
通

知
を
し
た

平
成

 
年
度

母
子
保

健
衛
生
費

等
国

庫
負
担

金

に
つ

い
て

は
、
平

成
 
年

 
月
 

日
 
第

 
号
事

業
実
績
報

告
に

基
づ
き

、
交
付

額
が
次
の

と
お

り
確
定

さ

れ
、

確
定
の

結
果

不
足
と

な
る
金

額
に
つ

い
て
は

、
次
の
と

お
り

追
加
交

付
さ
れ

る
こ
と
に

決
定
し

た
の

で

通
知

す
る

。
 

な
お
、

超
過
交

付
と
な

っ
た
母

子
保
健

衛
生

費
等
国

庫
負
担
金

は
、
補

助
金
等

に
係
る
予

算
の

執
行
の

適

正
化

に
関

す
る
法

律
（

昭
和

3
0
年

法
律
第

1
7
9
号

）
第

18
条
第
２

項
の

規
定
に

よ
り
、
平
成
 

年
 
月

 
日

ま
で

に
返

還
す
る

こ
と
に

な
っ
た

の
で
、

あ
わ
せ

て
通
知
す

る
。
 

 

 
 

 
平

成
 

年
 
月

 
日
 

 
 

 
 

都
道

府
県
知

事
 
 

印
  

記
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

母
子

保
健
衛

生
費
国

庫
負
担

金
 

交
付

確
定
額

 
金

 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
追
加

交
付

額
 
金

 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
返
還

額
 
 
 

 金
 
 
 

 
 
 

 
円
 

結
核
児
童
日
用
品
費
等
国
庫
負
担
金

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

交
付

確
定

額
 
金

 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
追
加

交
付

額
 
金

 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
返
還

額
 
 
 

 金
 
 
 

 
 
 

 
円
 

 

別
紙

様
式

第
３
-
４
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
番

 
 
 

 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

平
成

 
年
度

母
子

保
健
衛

生
費
国

庫
補
助

金
交
付

額
確
定
通

知
書
 

 

市
町

村
名
  

 
平

成
 

年
 
月

 
日
第

 
号
で

交
付
決

定
の
通

知
を
し
た

平
成

 
年
度

母
子
保

健
衛
生
費

国
庫

補
助
金

に

つ
い

て
は

、
平
成

 
年
 

月
 
日

 
第
 

号
事
業

実
績
報
告

に
基

づ
き
、

交
付
額

が
次
の
と

お
り
確

定
さ

れ

た
の

で
通

知
す
る

。
 

な
お
、

超
過
交

付
と
な

っ
た
母

子
保
健

衛
生

費
国
庫

補
助
金
は

、
補
助

金
等
に

係
る
予
算

の
執

行
の
適

正

化
に

関
す

る
法
律

（
昭
和

30
年

法
律
第

1
7
9
号

）
第

1
8
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
り
、
平

成
 
年

 
月
 

日

ま
で

に
返

還
す
る

こ
と
に

な
っ
た

の
で
、

あ
わ
せ

て
通
知
す

る
。
 

 

 
 

 
平

成
 

年
 
月

 
日
 

 
 

 
 

都
道

府
県
知

事
 
 

印
  

記
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

母
子

保
健
衛

生
費
国

庫
補
助

金
 

交
付

確
定

額
 
金

 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
返
還

額
 
 
 

 金
 
 
 

 
 
 

 
円
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新
旧

別
紙
様

式
第

４

番
号

年
月

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

都
道
府

県
知

事

平
成

年
度
消

費
税

及
び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕
入

控
除

税
額

報
告
書

平
成

年
月

日
厚
生

労
働
省

発
雇

児
第

号
に
よ

り
交

付
決

定
が
あ

っ
た

母
子

保
健
衛

生
費

補
助
金

に
つ

い
て

、
母

子
保
健

衛
生

費
国

庫
補
助

金
交

付
要

綱
の

規
定

に
基

づ
き
、

下
記

等
負

担
（

）
８

(
９
)

の
と
お

り
報

告
す

る
。

１
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

１
５

条
に

基
づ

く
額

の
確

定
額

又
は

事
業
実

績
報

告
額

金
円

２
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
確

定
し

た
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額
（

要
国

庫
補

助
金
返

還
相

当
額

）

金
円

注
：
別

添
参

考
と

な
る
書

類
（

２
の

金
額
の

積
算

の
内

訳
等
）

別
紙

様
式

第
４

番
号

年
月

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

都
道

府
県
知

事

平
成

年
度
消
費

税
及
び

地
方

消
費
税

に
係

る
仕
入

控
除
税

額
報

告
書

平
成

年
月

日
厚
生
労

働
省
発

雇
児

第
号
に

よ
り
交

付
決
定

が
あ
っ

た
母

子
保
健

衛
生

費

補
助

金
に

つ
い
て

、
母
子

保
健

衛
生
費

国
庫
補

助
金

交
付
要

綱
の

規
定
に

基
づ
き

、
下

記
の
と

お
り
報

６
(８

)

告
す

る
。

１
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

１
５

条
に

基
づ

く
額

の
確

定
額

又
は

事
業
実

績
報

告
額

金
円

２
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
確

定
し

た
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額
（

要
国

庫
補
助

金
返

還
相
当

額
）

金
円

注
：
別

添
参

考
と
な

る
書

類
（
２

の
金
額

の
積

算
の
内

訳
等
）
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（
削

除
）

様
式

１
－

１
国

庫
負

担
金

及
び

国
庫

補
助

金
所

要
額

総
括

表

（
略

）

（
削

除
）

様
式

２
－

１
国

庫
負

担
金

所
要

額
調

（
略

）

（
削

除
）

様
式

３
国

庫
負

担
金

所
要

額
市

町
村

別
内

訳
書

（
略

）

様
式

１
国

庫
補

助
金

所
要

額
調

書
様

式
４

国
庫

補
助

金
所

要
額

調

都
道

府
県

（
政

令
市

・
特

別
区

）
名

都
道

府
県

（
政

令
市

・
特

別
区

）
名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
基

準
額

都
道

府
県

国
庫

補
助

基
本

額

都
道

府
県

国
庫

補
助

所
要

額

都
道

府
県

国
庫

補
助

予
定

額

国
庫

補
助

基
本

額

要
国

庫
補

助
額

(
⑧

×
補

助
率

)

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
基

準
額

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
(
⑤

×
補

助
率

)

①
②

（
①

－
②

）
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

①
②

（
①

－
②

）
③

④
⑤

⑥

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

療
育

指
導

事
業

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業

不
妊

に
悩

む
方

へ
の

特
定

治
療

支
援

事
業

健
や

か
な

妊
娠

等
サ

ポ
ー

ト
事

業

様
式

２
－

１
国

庫
補

助
金

所
要

額
市

町
村

別
内

訳
書

（
新

規
）

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

都
道

府
県

名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
基

準
額

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
(
⑤

×
補

助
率

)
備

考

①
②

（
①

－
②

）
③

④
⑤

⑥

円
円

円
円

円
円

（
注

）
こ

の
表

は
、

市
町

村
長

か
ら

提
出

さ
れ

た
様

式
２

－
２

に
よ

る
所

要
額

に
基

づ
い

て
作

成
す

る
こ

と
。

計

・
交

付
要

綱
４

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

(
１

)
に

掲
げ

る
事

業
③

と
④

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

・
交

付
要

綱
４

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
２

）
に

掲
げ

る
事

業
（

市
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
し

て
い

る
町

村
の

場
合

）
⑦

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
（

福
祉

事
務

所
を

設
置

し
て

い
な

い
町

村
の

場
合

）
⑤

欄
に

③
と

④
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

、
⑥

欄
に

⑤
欄

に
3
/
4
を

乗
じ

た
額

を
記

入
し

、
⑥

欄
と

⑦
欄

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
・

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

に
つ

い
て

は
、

政
令

市
及

び
特

別
区

が
実

施
す

る
場

合
の

み
記

載
す

る
こ

と
。

（
注

）
「

国
庫

補
助

基
本

額
」

欄
は

、
次

に
よ

り
記

入
す

る
こ

と
。

療
育

指
導

事
業

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

慢
性

疾
病

児
童

地
域

支
援

協
議

会
運

営
事

業

小
計

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

日
常

生
活

用
具

給
付

事
業

福
祉

事
務

所
を

設
置

し
て

い
な

い
町

村
分

市
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
し

て
い

る
町

村
分

合
計

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

種
目

新
旧

種
目

合
計

（
注

）
「

国
庫

補
助

基
本

額
」

欄
は

、
次

に
よ

り
記

入
す

る
こ

と
・

交
付

要
綱

４
（

交
付

額
の

算
定

方
法

）
(
４

)
に

掲
げ

る
事

業
③

と
④

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

・
「

健
や

か
な

妊
娠

等
サ

ポ
ー

ト
事

業
」

の
⑥

の
額

は
、

⑤
と

同
額

と
す

る
。

区
分

市
町

村

名
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（
削

除
）

様
式

１
－

２
国

庫
負

担
金

及
び

国
庫

補
助

金
所

要
額

総
括

表

（
略

）

（
削

除
）

様
式

２
－

２
国

庫
負

担
金

所
要

額
調

（
略

）

様
式

２
－

２
国

庫
補

助
金

所
要

額
調

書
（

新
規

）

市
町

村
名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
基

準
額

国
庫

補
助

基
本

額
要

国
庫

補
助

額
(
⑤

×
補

助
率

)

①
②

（
①

－
②

）
③

④
⑤

⑥

円
円

円
円

円
円

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

（
注

）
「

国
庫

補
助

基
本

額
」

欄
は

、
次

に
よ

り
記

入
す

る
こ

と
。

種
目

備
考

・
交

付
要

綱
４

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

(
１

)
に

掲
げ

る
事

業
③

と
④

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

旧
新

-494-



（
削

除
）

様
式

１
－

１
国

庫
負

担
金

及
び

国
庫

補
助

金
精

算
額

総
括

表

（
略

）

（
削

除
）

様
式

２
－

１
国

庫
負

担
金

精
算

額
調

（
略

）

（
削

除
）

様
式

３
国

庫
負

担
金

精
算

額
市

町
村

別
内

訳
書

（
略

）

様
式

１
国

庫
補

助
金

精
算

額
調

書
様

式
４

国
庫

補
助

金
精

算
額

調

都
道

府
県

（
政

令
市

・
特

別
区

）
名

都
道

府
県

（
政

令
市

・
特

別
区

）
名

基
準

額
基

準
額

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
①

②
③

④
⑤

⑥
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

健
や

か
な

妊
娠

等
サ

ポ
ー

ト
事

業

（
注

）
「

国
庫

補
助

基
本

額
」

欄
は

、
次

に
よ

り
記

入
す

る
こ

と
。

様
式

２
－

１
国

庫
補

助
金

精
算

額
市

町
村

別
内

訳
書

（
新

規
）

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

都
道

府
県

名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
基

準
額

国
庫

補
助

基
本

額

要
国

庫
補

助
額

(
⑤

×
補

助
率

)

交
付

決
定

額
国

庫
補

助
金

受
入

額

差
引

過
(
△

)
不

足
額

(
⑧

－
⑥

)

①
②（

①
－

②
）

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

円
円

円
円

円
円

円
円

円

（
注

）
こ

の
表

は
、

市
町

村
長

か
ら

提
出

さ
れ

た
様

式
２

－
２

に
よ

る
所

要
額

に
基

づ
い

て
作

成
す

る
こ

と
。

備
考

旧

交
付

決
定

額
国

庫
補

助
金

受
入

額

差
引

過
(
△

)
不

足
額

(
⑩

－
⑧

)
備

考

計

国
庫

補
助

基
本

額
種

目
対

象
経

費
の

実
支

出
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
（

①
－

②
）

国
庫

補
助

基
本

額

要
国

庫
補

助
額

(
⑦

×
補

助
率

)

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

都
道

府
県

補
助

額

都
道

府
県

補
助

所
要

額

療
育

指
導

事
業

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

合
計

福
祉

事
務

所
を

設
置

し
て

い
な

い
町

村
分

市
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
し

て
い

る
町

村
分

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

日
常

生
活

用
具

給
付

事
業

小
計

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

日
常

生
活

用
具

給
付

事
業

慢
性

疾
病

児
童

地
域

支
援

協
議

会
運

営
事

業

新

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

療
育

指
導

事
業

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

（
注

）
「

国
庫

補
助

基
本

額
」

欄
は

、
次

に
よ

り
記

入
す

る
こ

と
。

・
交

付
要

綱
４

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
４

）
に

掲
げ

る
事

業
③

と
④

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

。
・

「
健

や
か

な
妊

娠
等

サ
ポ

ー
ト

事
業

」
の

⑥
の

額
は

、
⑤

と
同

額
と

す
る

。

合
計

・
交

付
要

綱
４

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

(
１

)
に

掲
げ

る
事

業
③

と
④

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

・
交

付
要

綱
４

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
２

）
に

掲
げ

る
事

業
（

市
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
し

て
い

る
町

村
の

場
合

）
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
（

福
祉

事
務

所
を

設
置

し
て

い
な

い
町

村
の

場
合

）
⑤

欄
に

③
と

④
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

に
3
/
4
を

乗
じ

た
額

を
記

入
し

、
⑤

欄
と

⑥
欄

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
・

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

に
つ

い
て

は
、

政
令

市
及

び
特

別
区

が
実

施
す

る
場

合
の

み
記

載
す

る
こ

と
。

差
引

額
（

①
－

②
）

要
国

庫
補

助
額

(
⑤

×
補

助
率

)

不
妊

に
悩

む
方

へ
の

特
定

治
療

費
支

援
事

業

種
目

対
象

経
費

の
実

支
出

額

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業

区
分

市
町

村

名

-495-



（
削

除
）

様
式
１
－
２

国
庫

負
担

金
及

精
算

額
総

括
表

（
略

）

（
削

除
）

様
式
２
－
２

国
庫

負
担

金
精

算
額

調

（
略

）

様
式
２
－
２

国
庫

補
助

金
精

算
額

調
書

（
新

規
）

市
町

村
名

種
目

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
基

準
額

国
庫

補
助

基
本

額

要
国

庫
補

助
額

(
⑤

×
補

助
率

)

交
付

決
定

額
国

庫
補

助
金

受
入

額

差
引
過

(
△

)
不

足
額

(
⑧

－
⑥

)

①
②

（
①

－
②

）
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

円
円

円
円

円
円

円
円

円

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

（
注

）
「

国
庫

補
助

基
本

額
」

欄
は

、
次

に
よ

り
記

入
す

る
こ

と
。

旧

備
考

・
交

付
要

綱
４

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

(
１

)
に

掲
げ

る
事

業
③

と
④

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

新
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様
式
３

（
新
規
）

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
　
交
付
基
準
額
内
訳
書

（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
名
）

件
　
　
数

基
準
単
価

金
　
　
額

自
　
　
費

基
準
額

Ａ
Ｂ
(A
×
B
)　
C

D
(C
－
D
)　
E

便
器

台
円

円
円

円

手
す
り

枚 台 着

便
器

台

手
す
り

枚 台 着

歩
行
支
援
用
具

入
浴
補
助
用
具

特
殊
尿
器

体
位
変
換
器

市
及
び
福
祉
事
務

所
を
設
置
し
て
い

る
町
村
分

便
器

特
殊
マ
ッ
ト

特
殊
便
器

特
殊
寝
台

特
殊
便
器

特
殊
寝
台

歩
行
支
援
用
具

入
浴
補
助
用
具

特
殊
尿
器

車
い
す
（
電
動
以
外
の
場
合
）

頭
部
保
護
帽

電
気
式
た
ん
吸
引
器

ク
ー
ル
ベ
ス
ト

パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー

体
位
変
換
器

紫
外
線
カ
ッ
ト
ク
リ
ー
ム

小
　
　
　
　
　
計

合
　
　
　
　
計

車
い
す
（
電
動
以
外
の
場
合
）

頭
部
保
護
帽

電
気
式
た
ん
吸
引
器

ク
ー
ル
ベ
ス
ト

福
祉
事
務
所
を
設

置
し
て
い
な
い
町

村
分

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

新
旧

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
（
吸
入
器
）

パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
（
吸
入
器
）

紫
外
線
カ
ッ
ト
ク
リ
ー
ム

小
　
　
　
　
　
計

便
器

特
殊
マ
ッ
ト
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別
 

紙
 

 
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

 

新
 

旧
 

 

母
子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

 

別
紙

 

母
子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
実

施
要

綱
 

 第
１

 
趣

旨
 

 

（
略

）
 

 第
２

 
事

業
内

容
 

 
１

 
子

ど
も

の
心

の
診

療
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
事

業
 

 
 
  

（
略

）
 

  
 
２

 
療

育
指

導
事

業
 

(
1
) 

事
業

目
的

 

 
 

 
 

療
育

に
つ

い
て

の
指

導
・
相

談
・
助

言
（

以
下
「

療
育

指
導

等
」
と

い
う

。）
は

、
慢

性
的

な
疾

病
に

か
か

っ
て

い
る

こ
と

に
よ

り
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
す

る
児

童
（

以
下
「

長

期
療

養
児

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
適

切
な

療
育

を
確

保
す

る
た

め
に

、
そ

の
疾

病
の

状
態

及
び

療
育

の
状

況
を

随
時

把
握

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

療
育

指
導

等

を
行

い
、

長
期

療
養

児
の

日
常

生
活

に
お

け
る

健
康

の
保

持
増

進
及

び
福

祉
の

向
上

を
図

る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

(
2
) 

(略
) 

 
（

3
）

実
施

機
関

 

 
 

 
 療

育
指

導
等

は
、
児

童
福

祉
法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
1
64

号
）
第

19
条

第
２

項
の

規
定

に

基
づ

く
療

育
の

指
導

を
実

施
す

る
保

健
所

（
以

下
「

療
育

指
導

実
施

保
健

所
」

と
い

う
。
）

に

お
い

て
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
る

の
で

、
療

育
指

導
実

施
保

健
所

に
お

い
て

療
育

指
導

等
に

当
た

る
小

児
科

等
の

医
師

又
は

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
等

を
養

育
し

て
い

た
親

等
（

以
下
「

小
児

慢

性
特

定
疾

病
児

既
養

育
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
委

嘱
す

べ
き

医
師

又
は

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
既

養
育

者
を

選
定

し
、
相

談
日

時
等

に
つ

い
て

承
諾

を
得

た
上

委
嘱

す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 な

お
、
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

既
養

育
者

が
助

言
・
相

談
等

を
行

う
場

合
は

、
医

療
機

関
等

の
適

当
な

場
所

に
お

い
て

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

 
 ま

た
、
療

育
指

導
実

施
保

健
所

等
の

名
称

、
所

在
地

、
療

育
指

導
等

を
行

う
日

時
を

一
般

に

周
知

す
る

と
と

も
に

、
関

係
機

関
の

協
力

を
得

る
な

ど
本

事
業

が
広

く
活

用
さ

れ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 
(4

)
  

実
施

内
容

 

 

母
子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

 

別
紙

 

母
子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
実

施
要

綱
 

 第
１

 
趣

旨
 

（
略

）
 

 
 
 
  

  

第
２

 
事

業
内

容
 

 
１

 
子

ど
も

の
心

の
診

療
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
事

業
 

 
 

（
略

）
  

  
２

 
療

育
指

導
事

業
 

(
1
) 

事
業

目
的

 

 
 

 
 

療
育

に
つ

い
て

の
指

導
・
相

談
・
助

言
（

以
下
「

療
育

指
導

等
」
と

い
う

。）
は

、
慢

性
疾

患
に

か
か

っ
て

い
る

こ
と

に
よ

り
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
す

る
児

童
（

以
下

「
長

期

療
養

児
」
と

い
う

。）
に

つ
い

て
、
適

切
な

療
育

を
確

保
す

る
た

め
に

、
そ

の
疾

患
の

状
態

及

び
療

育
の

状
況

を
随

時
把

握
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

状
況

に
応

じ
た

適
切

な
療

育
指

導
等

を

行
い

、
長

期
療

養
児

の
日

常
生

活
に

お
け

る
健

康
の

保
持

増
進

及
び

福
祉

の
向

上
を

図
る

こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

(
2
)（

略
）

 

（
3）

実
施

機
関

 

 
 

 
 療

育
指

導
等

は
、
児

童
福

祉
法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
1
64

号
）
第

19
条

第
２

項
の

規
定

に

基
づ

く
療

育
の

指
導

を
実

施
す

る
保

健
所
（

以
下
「

療
育

指
導

実
施

保
健

所
」
と

い
う

。）
に

お

い
て

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
の

で
、

療
育

指
導

実
施

保
健

所
に

お
い

て
療

育
指

導
等

に
当

た
る

小
児

科
等

の
医

師
又

は
小

児
慢

性
特

定
疾

患
児

等
を

養
育

し
て

い
た

親
等

（
以

下
「

小
児

慢
性

特
定

疾
患

児
既

養
育

者
」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

委
嘱

す
べ

き
医

師
又

は
小

児

慢
性

特
定

疾
患

児
既

養
育

者
を

選
定

し
、

相
談

日
時

等
に

つ
い

て
承

諾
を

得
た

上
委

嘱
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 な

お
、
小

児
慢

性
特

定
疾

患
児

既
養

育
者

が
助

言
・
相

談
等

を
行

う
場

合
は

、
医

療
機

関
等

 

の
適

当
な

場
所

に
お

い
て

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

ま
た

、
療

育
指

導
実

施
保

健
所

等
の

名
称

、
所

在
地

、
療

育
指

導
等

を
行

う
日

時
を

一
般

に

周
知

す
る

と
と

も
に

、
関

係
機

関
の

協
力

を
得

る
な

ど
本

事
業

が
広

く
活

用
さ

れ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

(
4
)
  

実
施

内
容

 

資料３
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新
 

旧
 

 
 

 
①

 
療

育
相

談
指

導
事

業
 

 
 

 
 

 
療

育
指

導
実

施
保

健
所

の
医

師
等

が
医

療
機

関
か

ら
の

療
育

指
導

連
絡

票
（

以
下

「
連

絡
票

」
と

い
う

。）
に

基
づ

き
、
長

期
療

養
児

に
対

し
て

、
家

庭
看

護
、
食

事
・
栄

養
及

び

歯
科

保
健

に
関

す
る

指
導

を
行

う
と

と
も

に
、

福
祉

制
度

の
紹

介
、

精
神

的
支

援
、

学
校

と
の

連
絡

調
整

、
そ

の
他

日
常

生
活

に
関

し
必

要
な

内
容

に
つ

い
て

相
談

指
導

を
行

う
。

 

 
 

 
②

 
巡

回
相

談
指

導
事

業
 

 
 

 
 

 
家

庭
に

お
い

て
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
す

る
児

童
の

う
ち

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

嘱
託

の
専

門
医

師
等

に
よ

り
療

育
指

導
班

を
編

成
し

、
関

係
各

機
関

と
連

絡
調

整
の

上
出

張
又

は
巡

回
し

て
相

談
指

導
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

訪
問

指
導

を
実

施
す

る
。

 

 
 

 
 

ア
 

療
育

指
導

実
施

保
健

所
を

利
用

す
る

こ
と

が
困

難
な

地
域

に
居

住
す

る
児

童
で

療
育

指
導

等
の

必
要

が
あ

る
も

の
 

 
 

 
 

イ
 

現
状

で
は

福
祉

の
措

置
の

適
用

が
困

難
な

た
め

、
や

む
を

得
ず

家
庭

に
お

け
る

療
育

を
余

儀
な

く
さ

れ
て

い
て

在
宅

指
導

の
必

要
が

あ
る

も
の

 

ウ
 

そ
の

他
特

に
在

宅
指

導
の

必
要

が
あ

る
も

の
 

 
 

 
③

 
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

ピ
ア

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
事

業
 

 
 

 
 

 
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

等
を

養
育

し
て

い
る

親
等

は
、

日
常

生
活

を
送

る
上

で
の

経
験

が
乏

し
く

不
安

や
悩

み
を

抱
え

て
い

る
こ

と
が

多
い

た
め

、
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

既
養

育
者

に
よ

る
助

言
・

相
談

等
を

行
う

。
 

（
5）

～
（

6）
（

略
）

 

 
 
(7

) 
療

育
育

成
指

導
票

 

 
 

 
①

 
療

育
育

成
指

導
票

の
活

用
 

 

 
 

 
 

 
療

育
指

導
実

施
保

健
所

は
、

児
童

の
状

況
を

総
合

的
に

把
握

し
、

療
育

指
導

等
を

効
果

的
に

実
施

す
る

た
め

、
長

期
療

養
児

に
対

し
て

療
育

育
成

指
導

票
（

以
下

「
指

導
票

」
と

い
う

。
）

を
作

成
し

、
指

導
、

管
理

を
行

う
。

 

 
 

 
 

 
な

お
、

指
導

票
の

様
式

の
例

は
、

別
添

２
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

 
②

 
指

導
票

の
廃

棄
 

 
 

 
 

 
慢

性
的

な
疾

病
に

か
か

っ
て

い
る

こ
と

に
よ

り
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
し

、
指

導
票

を
作

成
し

た
児

童
に

つ
い

て
次

の
よ

う
な

事
態

が
判

明
し

た
場

合
に

は
指

導
票

を
廃

棄
す

る
。

 

ア
 

当
該

児
童

が
死

亡
し

た
と

き
 

イ
 

当
該

児
童

に
つ

い
て

疾
患

が
治

癒
し

、
療

育
指

導
等

の
必

要
が

な
く

な
っ

た
と

き
 

ウ
 

当
該

児
童

の
居

所
が

不
明

に
な

っ
た

と
き

 

エ
 

当
該

児
童

が
保

護
者

と
と

も
に

他
の

都
道

府
県

、
指

定
都

市
又

は
中

核
市

に
転

出
し

た
と

き
 

 
 

 
①

 
療

育
相

談
指

導
事

業
 

 
 

 
 

 
療

育
指

導
実

施
保

健
所

の
医

師
等

が
医

療
機

関
か

ら
の

療
育

指
導

連
絡

票
（

以
下

「
連

絡
票

」
と

い
う

。）
に

基
づ

き
、
長

期
療

養
児

に
対

し
て

、
家

庭
看

護
、
食

事
・
栄

養
及

び

歯
科

保
健

に
関

す
る

指
導

を
行

う
と

と
も

に
、

福
祉

制
度

の
紹

介
、

精
神

的
支

援
、

学
校

と
の

連
絡

調
整

、
そ

の
他

日
常

生
活

に
関

し
必

要
な

内
容

に
つ

い
て

相
談

指
導

を
行

う
。

 

 
 

 
②

 
巡

回
相

談
指

導
事

業
 

 
 

 
 

 
家

庭
に

お
い

て
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
す

る
児

童
の

う
ち

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

嘱
託

の
専

門
医

師
等

に
よ

り
療

育
指

導
班

を
編

成
し

、
関

係
各

機
関

と
連

絡
調

整
の

上
出

張
又

は
巡

回
し

て
相

談
指

導
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

訪
問

指
導

を
実

施
す

る
。

 

 
 

 
 

ア
 

療
育

指
導

実
施

保
健

所
を

利
用

す
る

こ
と

が
困

難
な

地
域

に
居

住
す

る
児

童
で

療
育

指
導

等
の

必
要

が
あ

る
も

の
 

 
 

 
 

イ
 

現
状

で
は

福
祉

の
措

置
の

適
用

が
困

難
な

た
め

、
や

む
を

得
ず

家
庭

に
お

け
る

療
育

を
余

儀
な

く
さ

れ
て

い
て

在
宅

指
導

の
必

要
が

あ
る

も
の

 

ウ
 

そ
の

他
特

に
在

宅
指

導
の

必
要

が
あ

る
も

の
 

 
 

 
③

 
小

児
慢

性
特

定
疾

患
児

ピ
ア

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
事

業
 

 
 

 
 

 
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

等
を

養
育

し
て

い
る

親
等

は
、

日
常

生
活

を
送

る
上

で
の

経
験

が
乏

し
く

不
安

や
悩

み
を

抱
え

て
い

る
こ

と
が

多
い

た
め

、
小

児
慢

性
特

定
疾

患
児

既
養

育
者

に
よ

る
助

言
・

相
談

等
を

行
う

。
 

（
5）

～
（

6）
（

略
）

 

 
 
(7

) 
療

育
育

成
指

導
票

 

 
 

 
 ①

 
療

育
育

成
指

導
票

の
活

用
 

 

 
 

 
 
 

 
療

育
指

導
実

施
保

健
所

は
、

児
童

の
状

況
を

総
合

的
に

把
握

し
、

療
育

指
導

等
を

効
果

的
に

実
施

す
る

た
め

、
長

期
療

養
児

に
対

し
て

療
育

育
成

指
導

票
（

以
下

「
指

導
票

」
と

い
う

。
）

を
作

成
し

、
指

導
、

管
理

を
行

う
。

 

 
 

 
 

 
 な

お
、

指
導

票
の

様
式

の
例

は
、

別
添

２
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

②
 

指
導

票
の

廃
棄

 

 
 

 
 

 
 
慢

性
疾

患
に

か
か

っ
て

い
る

こ
と

に
よ

り
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
し

、
指

導
票

を
作

成
し

た
児

童
に

つ
い

て
次

の
よ

う
な

事
態

が
判

明
し

た
場

合
に

は
指

導
票

を
廃

棄

す
る

。
 

ア
 

当
該

児
童

が
死

亡
し

た
と

き
 

イ
 

当
該

児
童

に
つ

い
て

疾
患

が
治

癒
し

、
療

育
指

導
等

の
必

要
が

な
く

な
っ

た
と

き
 

ウ
 

当
該

児
童

の
居

所
が

不
明

に
な

っ
た

と
き

 

エ
 

当
該

児
童

が
保

護
者

と
と

も
に

他
の

都
道

府
県

、
指

定
都

市
又

は
中

核
市

に
転

出
し

た
と

き
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新
 

旧
 

 
 

 
 

オ
 

当
該

児
童

が
満

１
８

歳
に

な
っ

た
と

き
。
た

だ
し

、「
小

児
慢

性
特

定
疾

患
治

療
研

究

事
業

実
施

要
綱

」
の

第
３

に
定

め
る

場
合

は
満

２
０

歳
に

な
っ

た
と

き
 

（
8）

～
（

9）
（

略
）

 

  
３

 
生

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

支
援

事
業

 

(
1
) 

事
業

目
的

 

女
性

は
、

妊
娠

、
出

産
等

固
有

の
機

能
を

有
す

る
だ

け
で

な
く

、
女

性
特

有
の

身
体

的
特

徴
を

有
す

る
こ

と
に

よ
り

、
さ

ま
ざ

ま
な

支
障

や
心

身
に

わ
た

る
悩

み
を

抱
え

て
い

る
。

こ

の
た

め
、

生
活

に
密

着
し

た
身

近
な

機
関

に
お

い
て

、
女

性
が

そ
の

健
康

状
態

に
応

じ
的

確

に
自

己
管

理
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

健
康

教
育

を
実

施
し

、
ま

た
気

軽
に

相
談

す
る

こ

と
の

で
き

る
体

制
を

確
立

す
る

と
と

も
に

不
妊

や
不

育
症

の
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
適

切

な
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

に
よ

り
、

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
の

保
持

増
進

を
図

る
こ

と

を
目

的
と

す
る

。
 

ま
た

、
H
T
LV

-
1
母

子
感

染
に

つ
い

て
、
妊

婦
に

対
す

る
H
T
LV

-1
抗

体
検

査
の

適
切

な
実

施
、

相
談

体
制

の
充

実
、

関
係

者
の

資
質

向
上

、
普

及
啓

発
の

実
施

等
に

よ
り

、
H
T
LV

-1
母

子
感

染
防

ぐ
体

制
の

整
備

を
図

り
、
地

域
に

お
け

る
HT

L
V-

1
母

子
感

染
対

策
の

推
進

を
目

的
と

す

る
。

 

 
 
(2

) 
実

施
主

体
 

事
業

の
実

施
主

体
は

、（
3）

①
～

③
に

つ
い

て
は

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市
（

以

下
「

都
道

府
県

等
」

と
い

う
。）

と
し

、（
3）

④
に

つ
い

て
は

都
道

府
県

と
す

る
。

 

 
 

 
 
 

な
お

、
こ

の
事

業
の

一
部

を
医

療
法

人
そ

の
他

の
機

関
又

は
団

体
に

委
託

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

(3
) 

事
業

内
容

 

都
道

府
県

等
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
事

業
の

一
部

又
は

全
部

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
①

 
健

康
教

育
事

業
 

 
 

 
 

ア
 

対
象

者
 

 
 

 
 

 
 

思
春

期
か

ら
更

年
期

に
至

る
女

性
を

対
象

と
す

る
。

 

 
 

 
 

イ
 

事
業

内
容

等
 

 
 
 
  

 
 

 
健

康
教

育
事

業
は

、
次

の
方

法
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

 

(
ｱ
)
 

講
習

会
等

の
方

法
に

よ
る

各
ラ

イ
フ

ス
テ

ー
ジ

に
応

じ
た

健
康

教
室

を
、

定
期

的
に

開
催

し
、

必
要

に
応

じ
て

講
演

会
を

開
催

す
る

。
（

(3
)
の

③
に

よ
り

実
施

す

る
講

演
会

等
を

除
く

。
）

  

(
ｲ
)
 
 
思

春
期

か
ら

更
年

期
に

至
る

女
性

に
対

し
、

女
性

の
健

康
教

育
に

資
す

る
小

冊

子
等

を
配

布
す

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

の
知

識
の

普
及

啓
発

に
努

め
る

。
 

 
 

 
 

オ
 

当
該

児
童

が
満

１
８

歳
に

な
っ

た
と

き
。
た

だ
し

、「
小

児
慢

性
特

定
疾

患
治

療
研

究

事
業

実
施

要
綱

」
の

第
３

に
定

め
る

場
合

は
満

２
０

歳
に

な
っ

た
と

き
 

（
8）

～
（

9）
（

略
）

 

 

３
 

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業
 

(
1
) 

事
業

目
的

 

女
性

は
、

妊
娠

、
出

産
等

固
有

の
機

能
を

有
す

る
だ

け
で

な
く

、
女

性
特

有
の

身
体

的
特

徴
を

有
す

る
こ

と
に

よ
り

、
さ

ま
ざ

ま
な

支
障

や
心

身
に

わ
た

る
悩

み
を

抱
え

て
い

る
。

こ

の
た

め
、

生
活

に
密

着
し

た
身

近
な

機
関

に
お

い
て

、
女

性
が

そ
の

健
康

状
態

に
応

じ
的

確

に
自

己
管

理
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

健
康

教
育

を
実

施
し

、
ま

た
気

軽
に

相
談

す
る

こ

と
の

で
き

る
体

制
を

確
立

す
る

と
と

も
に

不
妊

や
不

育
症

の
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
適

切

な
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

に
よ

り
、

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
の

保
持

増
進

を
図

る
こ

と

を
目

的
と

す
る

。
 

ま
た

、
H
T
LV

-
1
母

子
感

染
に

つ
い

て
、
妊

婦
に

対
す

る
H
T
LV

-1
抗

体
検

査
の

適
切

な
実

施
、

相
談

体
制

の
充

実
、

関
係

者
の

資
質

向
上

、
普

及
啓

発
の

実
施

等
に

よ
り

、
H
T
LV

-1
母

子
感

染
防

ぐ
体

制
の

整
備

を
図

り
、
地

域
に

お
け

る
HT

L
V-

1
母

子
感

染
対

策
の

推
進

を
目

的
と

す

る
。

 

 
 
(2

) 
実

施
主

体
 

事
業

の
実

施
主

体
は

、（
3）

①
～

③
に

つ
い

て
は

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市
（

以

下
「

都
道

府
県

等
」

と
い

う
。）

と
し

、（
3）

④
に

つ
い

て
は

都
道

府
県

と
す

る
。

 

 
 

 
 
 

な
お

、
こ

の
事

業
の

一
部

を
医

療
法

人
そ

の
他

の
機

関
又

は
団

体
に

委
託

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

(3
) 

事
業

内
容

等
 

都
道

府
県

等
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
事

業
の

一
部

又
は

全
部

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
①

 
健

康
教

育
事

業
 

 
 

 
 

ア
 

対
象

者
 

 
 

 
 

 
 

思
春

期
か

ら
更

年
期

に
至

る
女

性
を

対
象

と
す

る
。

 

 
 

 
 

イ
 

事
業

内
容

等
 

 
 
 
  

 
 

 
健

康
教

育
事

業
は

、
次

の
方

法
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

 

(
ｱ
)
 
 
講

習
会

等
の

方
法

に
よ

る
各

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
に

応
じ

た
健

康
教

室
を

、
定

期

的
に

開
催

し
、

必
要

に
応

じ
て

講
演

会
を

開
催

す
る

。
  

 (
ｲ
)
 
 
思

春
期

か
ら

更
年

期
に

至
る

女
性

に
対

し
、

女
性

の
健

康
教

育
に

資
す

る
小

冊

子
等

を
配

布
す

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

の
知

識
の

普
及

啓
発

に
努

め
る

。
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新
 

旧
 

 
 
 
  

 
  

ウ
 

実
施

担
当

者
 

本
事

業
は

、
女

性
の

健
康
（

精
神

保
健

を
含

む
。）

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る

保
健

師
又

は
助

産
師

等
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

 
 

 
  

エ
 

実
施

日
時

、
場

所
 

健
康

教
室

は
、

保
健

所
そ

の
他

受
講

者
が

利
用

し
や

す
い

場
所

及
び

日
時

を
選

定
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

  
 

 
②

 
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
 

 
 
 
  

 
 
ア

 
対

象
者

  

 
 

 
 

 
 
 
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
は

、
次

に
掲

げ
る

思
春

期
か

ら
更

年
期

に
至

る
女

性
を

対

象
と

す
る

 

(
ｱ
)
  

思
春

期
に

あ
っ

て
健

康
相

談
を

希
望

す
る

者
 

(
ｲ
)
  

妊
娠

、
避

妊
に

つ
い

て
的

確
な

判
断

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
相

談
を

希
望

し
、

ま
た

は
こ

れ
を

必
要

と
す

る
者

 

 
 
  

 
 

(
ｳ
) 

不
妊

に
関

す
る

一
般

的
な

相
談

を
希

望
す

る
者

  

 
 
  

 
 
 

(
ｴ
) 

メ
ン

タ
ル

ケ
ア

の
必

要
な

者
 

 
 

 
 

 
 (

ｵ
) 

婦
人

科
疾

患
、

更
年

期
障

害
を

有
す

る
者

 

 
 

 
 

 
 (

ｶ
) 

そ
の

他
、
性

感
染

症
を

含
め

女
性

の
心

身
の

健
康

に
関

す
る

一
般

的
な

相
談

を
希

望
す

る
者

 

 
 

 
 

イ
 

事
業

内
容

 

 
 

 
 

 
(
ｱ
) 

身
体

的
、

精
神

的
な

悩
み

を
有

す
る

女
性

に
対

す
る

相
談

指
導

 

 
 

 
 

 
(
ｲ
) 

相
談

指
導

を
行

う
相

談
員

の
研

修
養

成
 

 
 

 
 

 
(
ｳ
) 

相
談

体
制

の
向

上
に

関
す

る
検

討
会

の
設

置
 

 
 

 
 

 
(
ｴ
) 

妊
娠

に
悩

む
者

に
対

す
る

専
任

相
談

員
の

配
置

 

 
 

 
 

 
(
ｵ
) 

不
妊

や
妊

娠
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
 

 
 

 
 

 
(
ｶ
) 

女
性

の
健

康
に

関
す

る
学

習
会

の
開

催
 

 
 

 
 

 
(
ｷ
) 

そ
の

他
相

談
の

実
施

に
必

要
な

事
項

 

ウ
 

実
施

担
当

者
 

 
 

 
 

 
 

本
事

業
は

、
医

師
、

保
健

師
又

は
助

産
師

等
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

な
お

、
実

施
担

当
者

は
、

各
種

研
修

等
へ

の
参

加
を

す
る

等
に

よ
り

、
女

性
の

健
康

に
関

す
る

専
門

性
の

向
上

に
努

め
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
実

施
担

当
者

は
、

対
象

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

の
保

護
に

努
め

、
相

談
記

録
等

の
情

報
管

理
に

は
十

分
配

慮
す

る
こ

と
。

 

エ
 

実
施

日
時

、
場

所
等

 

本
事

業
は

、
保

健
医

療
施

設
等

相
談

者
の

利
用

し
や

す
い

施
設

に
お

い
て

実
施

す
る

 
 
 
  

 
  

ウ
 

実
施

担
当

者
 

本
事

業
は

、
女

性
の

健
康
（

精
神

保
健

を
含

む
。）

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る

保
健

師
又

は
助

産
師

等
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

 
 

 
  

エ
 

実
施

日
時

、
場

所
 

健
康

教
室

は
、

保
健

所
そ

の
他

受
講

者
が

利
用

し
や

す
い

場
所

及
び

日
時

を
選

定
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

  
 

 
②

 
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
 

 
 
 
  

 
 
ア

 
対

象
者

  

 
 

 
 

 
 
 
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
は

、
次

に
掲

げ
る

思
春

期
か

ら
更

年
期

に
至

る
女

性
を

対

象
と

す
る

 

(
ｱ
)
  

思
春

期
に

あ
っ

て
健

康
相

談
を

希
望

す
る

者
 

(
ｲ
) 

妊
娠

、
避

妊
に

つ
い

て
的

確
な

判
断

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
相

談
を

希
望

し
、

ま
た

は
こ

れ
を

必
要

と
す

る
者

 

 
 
  

 
 

(
ｳ
) 

不
妊

に
関

す
る

一
般

的
な

相
談

を
希

望
す

る
者

  

 
 
  

 
 
 

(
ｴ
) 

メ
ン

タ
ル

ケ
ア

の
必

要
な

者
 

 
 

 
 

 
 (

ｵ
) 

婦
人

科
疾

患
、

更
年

期
障

害
を

有
す

る
者

 

 
 

 
 

 
 (

ｶ
) 

そ
の

他
、
性

感
染

症
を

含
め

女
性

の
心

身
の

健
康

に
関

す
る

一
般

的
な

相
談

を
希

望
す

る
者

 

 
 

 
 

②
の

エ
か

ら
移

動
 

        
 

 
 

イ
 

実
施

担
当

者
 

 
 

 
 

 
 

本
事

業
は

、
医

師
、

保
健

師
又

は
助

産
師

等
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

 
 

 
 

 

   

ウ
 

実
施

場
所

 

 
 
 
  

 
 

 
本

事
業

は
、

保
健

医
療

施
設

等
相

談
者

の
利

用
し

や
す

い
施

設
に

お
い

て
実

施
す

る
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新
 

旧
 

も
の

と
す

る
。

 

ま
た

、
全

国
同

一
の

着
信

短
縮

ダ
イ

ヤ
ル

（
＃

ダ
イ

ヤ
ル

）
か

ら
の

電
話

相
談

に
対

応
で

き
る

体
制

を
整

え
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

 

な
お

、
相

談
指

導
及

び
学

習
会

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

夜
間

又
は

休
日

等
の

時
間

帯
に

お
い

て
も

実
施

す
る

等
、

対
象

者
の

利
便

性
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
  

 
②

の
イ

へ
移

動
 

       
 

 
 

オ
 

広
報

活
動

等
 

対
象

者
（

特
に

妊
娠

に
悩

む
者

）
が

、
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
の

所
在

等
を

容
易

に
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

そ
の

所
在

地
及

び
連

絡
先

を
記

載
し

た
リ

ー
フ

レ

ッ
ト

等
を

作
成

し
、

対
象

者
が

訪
れ

や
す

い
店

舗
等

で
配

布
す

る
等

広
報

活
動

を
積

極

的
に

行
う

こ
と

。
 

カ
 

そ
の

他
 

相
談

に
当

た
っ

て
は

、
医

学
面

の
み

な
ら

ず
、

心
理

・
社

会
・

経
済

面
な

ど
総

合
的

な
面

に
配

慮
し

、
適

切
に

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

等
の

他
機

関
と

の
連

携
を

図
る

こ

と
。

 

  
 

 
③

 
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
事

業
 

 
 

 
 

ア
 

不
妊

症
に

対
す

る
支

援
 

(
ｱ
) 

対
象

者
 

 
 

 
 

 
  

 
不

妊
で

悩
む

夫
婦

等
を

対
象

と
す

る
。

 

(
ｲ
)
  

事
業

内
容

 

 
 

 
  

 
 
 
a 

夫
婦

の
健

康
状

況
に

的
確

に
応

じ
た

不
妊

に
関

す
る

相
談

指
導

 

 
 

 
 

 
 
 
b 

 不
妊

治
療

に
関

す
る

情
報

提
供

 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
c 

 不
妊

相
談

を
行

う
専

門
相

談
員

の
研

修
 

 
 

 
 

 
 

d 
相

談
体

制
の

向
上

に
関

す
る

検
討

会
の

設
置

 

 
 

 
 

 
 

e 
不

妊
治

療
に

関
す

る
学

習
会

及
び

講
演

会
等

の
開

催
 

 
 
f 

 そ
の

他
不

妊
相

談
に

必
要

な
事

項
 

(
ｳ
) 

実
施

担
当

者
 

本
事

業
は

、
不

妊
治

療
に

関
す

る
専

門
的

知
識

を
有

す
る

医
師

、
そ

の
他

社
会

福

も
の

と
す

る
。

 

 
 
 
  

 
 

   

エ
 

事
業

内
容

  

 
 

 
 

 
(
ｱ
) 

身
体

的
、

精
神

的
な

悩
み

を
有

す
る

女
性

に
対

す
る

相
談

指
導

 

 
 

 
 

 
(
ｲ
) 

相
談

指
導

を
行

う
相

談
員

の
研

修
養

成
 

 
 

 
 

 
(
ｳ
) 

相
談

体
制

の
向

上
に

関
す

る
検

討
会

の
設

置
 

 
 
 

 
 

 
(
ｴ
) 

妊
娠

に
悩

む
者

に
対

す
る

専
任

相
談

員
の

配
置

 

 
 

 
 

 
(
ｵ
) 

不
妊

や
妊

娠
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
 

 
 

 
 

 
(
ｶ
) 

そ
の

他
相

談
の

実
施

に
必

要
な

事
項

 

 
 

 
 

オ
 

広
報

活
動

等
 

対
象

と
な

る
者

（
特

に
妊

娠
に

悩
む

者
）

が
、

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

の
所

在
等

を
容

易
に

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
そ

の
所

在
地

及
び

連
絡

先
を

記
載

し
た

リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

を
作

成
し

、
対

象
者

が
訪

れ
や

す
い

店
舗

等
で

配
布

す
る

等
広

報
活

動

を
積

極
的

に
行

う
こ

と
。

 

 
 
 
  

 
  

カ
 

そ
の

他
 

相
談

に
当

た
っ

て
は

、
医

学
面

の
み

な
ら

ず
、

心
理

・
社

会
・

経
済

面
な

ど
総

合
的

な
面

に
配

慮
し

、
適

切
に

他
機

関
と

の
連

携
を

図
る

こ
と

。
 

   
 

 
③

 
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
事

業
 

 
 

 
 

ア
 

不
妊

症
に

対
す

る
支

援
 

(
ｱ
)
  

対
象

者
 

 
 

 
 

 
  

 
不

妊
で

悩
む

夫
婦

等
を

対
象

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 ③
の

ア
の

(
ｴ)

か
ら

移
動

 

      

(
ｲ
) 

実
施

担
当

者
 

本
事

業
は

、
不

妊
治

療
に

関
す

る
専

門
的

知
識

を
有

す
る

医
師

、
そ

の
他

社
会

福
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新
 

旧
 

祉
、

心
理

に
関

し
て

の
知

識
を

有
す

る
者

等
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

な
お

、
実

施
担

当
者

は
、

各
種

研
修

等
へ

の
参

加
を

す
る

等
に

よ
り

、
不

妊
治

療

等
に

関
す

る
専

門
性

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
。

 

ま
た

、
実

施
担

当
者

は
、

対
象

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

の
保

護
に

努
め

、
相

談
記

録

等
の

情
報

管
理

に
は

十
分

配
慮

す
る

こ
と

。
 

(
ｴ
)
  

実
施

日
時

、
場

所
 

本
事

業
は

、
不

妊
治

療
を

実
施

し
て

い
る

医
療

施
設

に
お

け
る

不
妊

治
療

の
内

容

等
を

勘
案

し
て

、
都

道
府

県
知

事
、

指
定

都
市

の
市

長
又

は
中

核
市

の
市

長
が

適
当

と
し

て
指

定
し

た
施

設
に

お
い

て
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

地
域

の
日

本
産

科
婦

人
科

学
会

及
び

日
本

産
婦

人
科

医
会

等
の

関
係

者
の

意
見

を
聞

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

な
お

、
相

談
指

導
、

学
習

会
及

び
講

演
会

等
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
夜

間
又

は

休
日

等
の

時
間

帯
に

お
い

て
も

実
施

す
る

等
、
対

象
者

の
利

便
性

を
考

慮
す

る
こ

と
。 

 
 

 
 

 ③
の

ア
の

(
ｲ)

へ
移

動
 

 

    

(
ｵ
)
 
 
不

妊
治

療
に

関
す

る
情

報
提

供
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
域

や
そ

の
近

隣
地

域
に

お
け

る
不

妊
治

療
の

実
施

状
況

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

(
ｶ
)
 
 
不

妊
相

談
を

行
う

専
門

相
談

員
の

研
修

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
内

容
に

つ
い

て
こ

れ
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 
 
a 

 
不

妊
相

談
の

進
め

方
 

 
 

 
 

 
 
 
b 

 
不

妊
の

原
因

 

 
 

 
 

 
  

 
c 

 
不

妊
の

検
査

方
法

 

 
 

 
 

 
 
 
d 

 
不

妊
の

治
療

方
法

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 排
卵

誘
発

剤
の

使
用

法
・

副
作

用
、

体
外

受
精

・
胚

移
植

に
つ

い
て

な
ど

 

 
 

 
 

 
 
 
e 

 
そ

の
他

不
妊

相
談

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
 

(
ｷ
) 

周
知

徹
底

 

不
妊

相
談

を
希

望
す

る
者

が
、

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

の
所

在
等

を
容

易
に

把

握
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

各
種

広
報

紙
へ

の
掲

載
、

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
配

布
を

通
じ

周
知

徹
底

を
図

る
と

と
も

に
、

医
療

機
関

に
対

し
て

も
同

セ
ン

タ
ー

に
つ

い
て

周
知

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 
  

 
 

 
 

 
(ｸ

) 
事

業
推

進
上

の
留

意
事

項
 

本
事

業
に

よ
る

不
妊

相
談

に
つ

い
て

は
、

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

に
お

い

祉
、

心
理

に
関

し
て

の
知

識
を

有
す

る
者

等
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

    

(
ｳ
)
  

実
施

場
所

 

本
事

業
は

、
不

妊
治

療
を

実
施

し
て

い
る

医
療

施
設

に
お

け
る

不
妊

治
療

の
内

容

等
を

勘
案

し
て

、
都

道
府

県
知

事
、

指
定

都
市

の
市

長
又

は
中

核
市

の
市

長
が

適
当

と
し

て
指

定
し

た
施

設
に

お
い

て
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

地
域

の
日

本
産

科
婦

人
科

学
会

及
び

日
本

産
婦

人
科

医
会

等
の

関
係

者
の

意
見

を
聞

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

 
 

 
 

 

 

 
(
ｴ
) 

事
業

内
容

 

 
 

 
  

 
 
 
a 

夫
婦

の
健

康
状

況
に

的
確

に
応

じ
た

不
妊

に
関

す
る

相
談

指
導

 

 
 

 
 

 
 
 
b 

 不
妊

治
療

に
関

す
る

情
報

提
供

 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
c 

 不
妊

相
談

を
行

う
専

門
相

談
員

の
研

修
 

 
 

 
 

 
 
 
d 

 そ
の

他
不

妊
相

談
に

必
要

な
事

項
 

 
(
ｵ
) 

 
不

妊
治

療
に

関
す

る
情

報
提

供
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
域

や
そ

の
近

隣
地

域
に

お
け

る
不

妊
治

療
の

実
施

状
況

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

(
ｶ
)
 
 
不

妊
相

談
を

行
う

専
門

相
談

員
の

研
修

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
内

容
に

つ
い

て
こ

れ
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 
 
a 

 
不

妊
相

談
の

進
め

方
 

 
 

 
 

 
 
 
b 

 
不

妊
の

原
因

 

 
 

 
 

 
  

 
c 

 
不

妊
の

検
査

方
法

 

 
 

 
 

 
 
 
d 

 
不

妊
の

治
療

方
法

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 排
卵

誘
発

剤
の

使
用

法
・

副
作

用
、

体
外

受
精

・
胚

移
植

に
つ

い
て

な
ど

 

 
 

 
 

 
 
 
e 

 
そ

の
他

不
妊

相
談

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
 

 
 
 
  

 
  

 
(ｷ

) 
周

知
徹

底
 

不
妊

相
談

を
希

望
す

る
者

が
、

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

の
所

在
等

を
容

易
に

把

握
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

各
種

広
報

紙
へ

の
掲

載
、

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
配

布
を

通
じ

周
知

徹
底

を
図

る
と

と
も

に
、

医
療

機
関

に
対

し
て

も
同

セ
ン

タ
ー

に
つ

い
て

周
知

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 
  

 
 

 
 

 
(ｸ

) 
事

業
推

進
上

の
留

意
事

項
 

本
事

業
に

よ
る

不
妊

相
談

に
つ

い
て

は
、

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

に
お

い

-503-



  

新
 

旧
 

て
実

施
す

る
不

妊
相

談
や

、
近

隣
の

他
の

都
道

府
県

等
が

設
置

す
る

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

と
連

携
を

密
に

し
、

各
事

業
が

、
そ

の
内

容
に

応
じ

て
、

適
切

な
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

配
慮

す
る

と
と

も
に

、
専

門
的

な
相

談
を

必
要

と
す

る
者

が
本

事
業

の
対

象
と

し
て

紹
介

さ
れ

る
よ

う
連

携
体

制
の

整
備

を
図

る
も

の
と

す

る
。

 

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
が

設
置

す
る

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

と
、

近
隣

の
他

の

都
道

府
県

等
が

設
置

す
る

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

又
は

同
一

都
道

府
県

内
の

指
定

都
市

・
中

核
市

が
設

置
す

る
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
と

の
間

な
ど

に
お

い
て

、
例

え
ば

専
門

医
等

に
よ

る
相

談
対

応
、

社
会

福
祉

・
心

理
の

専
門

家
に

よ
る

相
談

の
ほ

か
、
不

妊
の

当
事

者
に

よ
る

グ
ル

ー
プ

活
動

や
ピ

ア
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

の
実

施
な

ど
、

役
割

分
担

や
連

携
を

図
る

等
の

工
夫

を
図

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

そ
の

他
、

次
の

事
項

に
留

意
す

る
も

の
と

す
る

。
 

a
 
 
 
不

妊
治

療
に

関
す

る
情

報
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

や

保
健

所
等

の
関

係
機

関
に

お
い

て
も

相
談

者
に

対
し

必
要

な
情

報
の

提
供

が
で

き

る
よ

う
、

そ
の

内
容

や
方

法
等

を
工

夫
す

る
も

の
と

す
る

。
 

b
 

 
本

事
業

に
よ

る
不

妊
相

談
に

つ
い

て
は

、
医

療
施

設
に

お
け

る
通

常
の

診
療

と

は
別

に
独

立
し

て
相

談
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
配

慮
す

る
。

 

c
 

 
本

事
業

に
よ

る
不

妊
相

談
に

つ
い

て
は

、
医

療
施

設
に

お
け

る
通

常
の

診
療

と

は
別

に
独

立
し

て
相

談
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
配

慮
す

る
。

 

d
 

 不
妊

相
談

に
つ

い
て

は
、
相

談
者

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
が

十
分

保
護

さ
れ

る
よ

う
、

独
立

の
室

を
用

い
る

と
と

も
に

、
相

談
室

で
あ

る
こ

と
を

明
示

す
る

こ
と

が
望

ま

し
い

。
 

 
 
 

 
  

 
  

 
e 

 不
妊

相
談

に
つ

い
て

は
、
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド
・
コ

ン
セ

ン
ト

に
十

分
留

意
す

る
。 

 
 
 

 
  

 
(ｹ

)
  

関
係

機
関

と
の

連
携

 

都
道

府
県

等
は

、
本

事
業

の
実

施
に

あ
た

り
、

医
師

会
、

医
療

機
関

、
産

婦
人

科

及
び

泌
尿

器
科

医
を

担
当

す
る

医
師

、
そ

の
他

関
係

団
体

等
と

十
分

に
連

携
を

と
り

、

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
協

力
を

求
め

る
。

 

 
 

 
 

イ
 

習
慣

流
産

等
（

い
わ

ゆ
る

不
育

症
）

に
対

す
る

支
援

 

 
 

 
 

 
(ｱ

)
  

対
象

者
 

習
慣

流
産

等
（

い
わ

ゆ
る

不
育

症
）
（

以
下

「
不

育
症

」
と

い
う

。
）

で
悩

む
者

を

対
象

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
(ｲ

)
  

事
業

内
容

 

 
 

 
 

 
 
 
a 

不
育

症
に

関
す

る
相

談
対

応
 

 
 

 
 

 
 
 
b 

不
育

症
相

談
を

行
う

専
門

相
談

員
の

研
修

 

 
 

 
 

 
 
 
c 

不
育

症
治

療
に

関
す

る
普

及
啓

発
 

て
実

施
す

る
不

妊
相

談
や

、
近

隣
の

他
の

都
道

府
県

等
が

設
置

す
る

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

と
連

携
を

密
に

し
、

各
事

業
が

、
そ

の
内

容
に

応
じ

て
、

適
切

な
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

配
慮

す
る

と
と

も
に

、
専

門
的

な
相

談
を

必
要

と
す

る
者

が
本

事
業

の
対

象
と

し
て

紹
介

さ
れ

る
よ

う
連

携
体

制
の

整
備

を
図

る
も

の
と

す

る
。

 

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
が

設
置

す
る

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

と
、

同
一

都
道

府

県
内

の
指

定
都

市
・

中
核

市
が

設
置

す
る

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

と
の

間
な

ど
に

お
い

て
、

例
え

ば
専

門
医

等
に

よ
る

相
談

対
応

、
社

会
福

祉
・

心
理

の
専

門
家

に
よ

る
相

談
の

ほ
か

、
不

妊
の

当
事

者
に

よ
る

グ
ル

ー
プ

活
動

や
ピ

ア
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

の
実

施
な

ど
、

役
割

分
担

や
連

携
を

図
る

等
の

工
夫

を
図

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

 

 
 

 
 

 
 

  
そ

の
他

、
次

の
事

項
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

 

a
 

 
不

妊
治

療
に

関
す

る
情

報
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

や

保
健

所
等

の
関

係
機

関
に

お
い

て
も

相
談

者
に

対
し

必
要

な
情

報
の

提
供

が
で

き

る
よ

う
、

そ
の

内
容

や
方

法
等

を
工

夫
す

る
も

の
と

す
る

。
 

b
 
 
 
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
に

、
泌

尿
器

科
を

有
し

な
い

場
合

に
は

、
泌

尿
器

科

を
標

榜
す

る
医

療
施

設
と

密
接

な
連

携
を

図
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

c
 

 
本

事
業

に
よ

る
不

妊
相

談
に

つ
い

て
は

、
医

療
施

設
に

お
け

る
通

常
の

診
療

と

は
別

に
独

立
し

て
相

談
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
配

慮
す

る
。

 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
d 

 不
妊

相
談

に
つ

い
て

は
、
相

談
者

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
が

十
分

保
護

さ
れ

る
よ

う
、

独
立

の
室

を
用

い
る

と
と

も
に

、
相

談
室

で
あ

る
こ

と
を

明
示

す
る

こ
と

が
望

ま

し
い

。
 

e
 

不
妊

相
談

に
つ

い
て

は
、

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
に

十
分

留
意

す
る

。
 

 
 
 

 
  

 
(ｹ

)
  

関
係

機
関

と
の

連
携

 

都
道

府
県

等
は

、
本

事
業

の
実

施
に

あ
た

り
、

医
師

会
、

産
婦

人
科

を
担

当
す

る

医
師

、
そ

の
他

関
係

団
体

等
と

十
分

に
連

携
を

と
り

、
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

協
力

を
求

め
る

。
 

 
 

 
 

イ
 

不
育

症
に

対
す

る
支

援
 

 
 

 
 

 
(ｱ

)
  

対
象

者
 

習
慣

流
産

等
（

い
わ

ゆ
る

不
育

症
）
（

以
下

「
不

育
症

」
と

い
う

。
）

で
悩

む
者

を

対
象

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 ③
の

イ
の

(
ｴ)

か
ら

移
動
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新
 

旧
 

 
 

 
 

 
 

d 
不

育
症

に
関

す
る

学
習

会
及

講
演

会
等

の
開

催
 

 
 

 
 

 
 
 
e 

そ
の

他
不

育
症

相
談

に
必

要
な

事
項

 

(
ｳ
) 

実
施

担
当

者
 

本
事

業
は

、
不

育
症

支
援

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る
医

師
、
そ

の
他

保
健

、

心
理

に
関

し
て

の
知

識
を

有
す

る
者

等
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

な
お

、
実

施
担

当
者

は
、

各
種

研
修

等
へ

の
参

加
を

す
る

等
に

よ
り

、
不

育
症

支

援
に

関
す

る
専

門
性

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
。

 

ま
た

、
実

施
担

当
者

は
、

対
象

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

の
保

護
に

努
め

、
相

談
記

録

等
の

情
報

管
理

に
は

十
分

配
慮

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

 
(ｴ

) 
実

施
場

所
 

本
事

業
は

、
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
又

は
都

道
府

県
知

事
、
指

定
都

市
の

市
長

、

中
核

市
の

市
長

が
適

当
と

し
て

指
定

し
た

場
所

と
す

る
。

 

 
 

 
  

③
の

イ
の

(
ｲ)

へ
移

動
 

    
 

 
 

 
(ｵ

) 
周

知
徹

底
 

 
 

 
 

 
 

 
不

育
症

相
談

を
希

望
す

る
者

へ
の

相
談

対
応

が
出

来
る

よ
う

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

等
の

所
在

地
及

び
連

絡
先

を
記

載
し

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

医
療

機
関

に
対

し
て

も
周

知
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
(ｶ

) 
関

係
機

関
と

の
連

携
 

 
 

 
 

 
 

 
都

道
府

県
等

は
、

本
事

業
の

実
施

に
あ

た
り

、
医

師
会

、
産

婦
人

科
を

担
当

す
る

医
師

、
そ

の
他

関
係

団
体

等
と

十
分

に
連

携
を

と
り

、
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

協
力

を
求

め
る

。
 

  
 
 
  

 
 ④

 
H
TL

V
-1

母
子

感
染

対
策

事
業

（
略

）
 

 

(
削

除
) 

  

(
削

除
) 

  

４
 

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

 

(
1
) 

事
業

目
的

 

   
 

 
 

 
(ｲ

)
  

実
施

担
当

者
 

本
事

業
は

、
不

育
症

支
援

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る
医

師
、
そ

の
他

保
健

、

心
理

に
関

し
て

の
知

識
を

有
す

る
者

等
に

よ
り

実
施

す
る

。
 

    

 
 

 
 

 
(ｳ

) 
実

施
場

所
 

本
事

業
は

、
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
又

は
都

道
府

県
知

事
、
指

定
都

市
の

市
長

、

中
核

市
の

市
長

が
適

当
と

し
て

指
定

し
た

場
所

と
す

る
。

 

 
 

 
  

(ｴ
) 

事
業

内
容

 

 
 

 
 

 
 
 
a 

不
育

症
に

関
す

る
相

談
対

応
 

 
 

 
 

 
 
 
b 

不
育

症
治

療
に

関
す

る
普

及
啓

発
及

び
研

修
 

 
 

 
 

 
 
 
c 

そ
の

他
不

育
症

相
談

に
必

要
な

事
項

 

 
 

 
 

 
(ｵ

) 
周

知
徹

底
 

不
育

症
相

談
を

希
望

す
る

者
へ

の
相

談
対

応
が

出
来

る
よ

う
不

妊
専

門
相

談
セ

ン

タ
ー

等
の

所
在

地
及

び
連

絡
先

を
記

載
し

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

医
療

機
関

に
対

し
て

も
周

知
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
(ｶ

) 
関

係
機

関
と

の
連

携
 

都
道

府
県

等
は

、
本

事
業

の
実

施
に

あ
た

り
、

医
師

会
、

産
婦

人
科

を
担

当
す

る

医
師

、
そ

の
他

関
係

団
体

等
と

十
分

に
連

携
を

と
り

、
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

協
力

を
求

め
る

。
 

  
 
 
  

 
 ④

 
H
TL

V
-1

母
子

感
染

対
策

事
業

（
略

）
 

 

４
 

不
妊

に
悩

む
方

へ
の

特
定

治
療

支
援

事
業

 

 
 
（

略
）

 

  
５

 
健

や
か

な
妊

娠
等

サ
ポ

ー
ト

事
業

 
 

（
略

）
 

 (
新

規
) 
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本
モ

デ
ル

事
業

は
、

妊
産

婦
等

の
支

援
ニ

ー
ズ

に
応

じ
、

必
要

な
支

援
に

つ
な

ぐ
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

、
妊

産
婦

の
孤

立
感

の
解

消
を

図
る

た
め

に
相

談
支

援
を

行

う
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

、
産

科
医

療
機

関
か

ら
の

退
院

直
後

の
母

子
へ

の
心

身
の

ケ

ア
や

育
児

サ
ポ

ー
ト

な
ど

を
行

う
産

後
ケ

ア
事

業
と

い
っ

た
各

地
域

の
特

性
に

応
じ

た
妊

娠

か
ら

出
産

、
子

育
て

期
ま

で
の

切
れ

目
な

い
支

援
を

行
う

た
め

の
モ

デ
ル

事
業

を
実

施
す

る
。 

 

(
2
) 

実
施

主
体

 

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。）

と
す

る
。

 

な
お

、
事

業
の

全
部

又
は

一
部

を
団

体
等

に
委

託
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

(
3
) 

事
業

の
種

類
 

 
 

 
 
 
実

施
主

体
は

、
妊

産
婦

等
の

支
援

の
制

度
化

に
向

け
た

計
画

的
な

体
制

構
築

を
主

体
的

に

行
う

た
め

、
関

係
機

関
と

協
議

の
場

を
設

け
、

地
域

に
お

け
る

課
題

の
抽

出
及

び
妊

産
婦

等

の
支

援
に

必
要

な
支

援
体

制
の

検
討

を
行

う
と

と
も

に
、

事
後

の
事

業
の

評
価

を
行

う
。

ま

た
、

以
下

の
事

業
全

て
を

実
施

す
る

。
 

な
お

、
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。 

 

①
 

母
子

保
健

相
談

支
援

事
業

（
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

）
 

ア
 

妊
産

婦
等

の
相

談
に

対
応

し
、

当
該

妊
産

婦
等

が
抱

え
る

悩
み

等
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
状

況
や

本
人

の
意

思
を

十
分

に
確

認
す

る
こ

と
を

通
じ

て

母
子

の
状

態
に

あ
っ

た
支

援
計

画
の

作
成

等
を

行
い

、
４

の
(
3
)の

②
か

ら
③

ま
で

の
事

業
、「

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

」
又

は
「

養
育

支
援

訪
問

事
業

」
等

の
関

係
事

業
と

の

連
携

を
含

め
た

支
援

を
包

括
的

に
行

う
事

業
 

 

 
 

 
 

イ
 

市
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
、

児
童

相
談

所
又

は
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
等

の
関

係
機

関
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

作
り

、
以

下
の

取
組

を
行

う
事

業
 

(
ｱ
) 

妊
産

婦
や

家
族

の
支

援
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

た
情

報
提

供
 

(
ｲ
)
 

複
数

の
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
、

か
つ

、
継

続
的

な
支

援
を

必
要

と
す

る
場

合
に

、

関
係

機
関

と
調

整
し

必
要

な
支

援
に

つ
な

ぐ
 

(
ｳ
) 

必
要

に
応

じ
て

、
定

期
的

な
フ

ォ
ロ

ー
 

 

②
 

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
 

助
産

師
等

に
よ

る
相

談
支

援
や

、
シ

ニ
ア

世
代

に
よ

る
妊

産
婦

等
の

話
し

相
手

等
の

支

援
に

よ
り

、
家

庭
や

地
域

で
の

孤
立

感
の

解
消

を
図

る
事

業
 

③
 

産
後

ケ
ア

事
業

 
 

ア
 

宿
泊

型
は

、
産

後
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
や

医
療

機
関

の
空

き
ベ

ッ
ド

等
を

利
用

し
、

心
身
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の
ケ

ア
や

休
養

等
を

要
す

る
方

へ
の

支
援

を
行

う
事

業
 

 
 

 
 

イ
 

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

・
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
型

は
、

日
中

の
サ

ー
ビ

ス
又

は
訪

問
型

の
サ

ー
ビ

ス
に

よ
り

、
心

身
の

ケ
ア

や
育

児
サ

ポ
ー

ト
等

の
き

め
細

か
い

支
援

を
行

う
事

業
 

(
4
) 

事
業

の
運

営
 

４
の

(
3
)の

①
か

ら
③

に
掲

げ
る

各
事

業
の

運
営

は
次

に
よ

る
。

 

①
 

母
子

保
健

相
談

支
援

事
業

運
営

要
綱

（
別

添
３

）
 

②
 

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
運

営
要

綱
（

別
添

４
）

 

③
 

産
後

ケ
ア

事
業

運
営

要
綱

（
別

添
５

）
 

(
5
)
  

関
係

機
関

、
関

係
事

業
と

の
連

携
 

妊
娠
・
出

産
に

関
す

る
支

援
は

、
本

モ
デ

ル
事

業
に

基
づ

く
支

援
の

み
な

ら
ず

、
保

健
所

、

福
祉

事
務

所
等

の
関

係
機

関
、

医
療

機
関

等
、

関
係

事
業

と
の

連
携

が
重

要
で

あ
り

、
特

に

次
に

掲
げ

る
事

業
等

と
の

連
携

を
確

保
す

る
こ

と
。

 

①
 

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

 

②
 

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

事
業

 

③
 

妊
婦

健
康

診
査

 

④
 

産
婦

健
康

診
査

 

⑤
 

両
親

学
級

、
母

親
学

級
 

⑥
 

新
生

児
訪

問
指

導
、

妊
産

婦
訪

問
指

導
 

⑦
 

乳
幼

児
健

康
診

査
 

⑧
 

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

 

⑨
 

養
育

支
援

訪
問

事
業

 
等

 

 

(
6
) 

政
策

目
標

の
設

定
、

結
果

の
公

表
 

本
事

業
は

、
妊

産
婦

支
援

の
モ

デ
ル

事
業

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

事
業

の
支

援
効

果
に

つ
い

て
検

証
し

、
課

題
の

把
握

を
行

う
と

と
も

に
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
厚

生
労

働
省

に

報
告

を
行

う
こ

と
。

 

厚
生

労
働

省
に

お
い

て
は

、
本

報
告

を
基

に
検

証
す

る
た

め
の

委
員

会
等

に
お

い
て

検
証

し
、

必
要

に
応

じ
て

公
表

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

(
7
) 

留
意

事
項

 

 
 

 
 
①

 
本

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

効
果

的
な

支
援

の
実

施
の

た
め

、
個

人
情

報
の

適
正

な
管

理
に

十
分

配
慮

し
た

上
で

、
関

係
者

間
で

の
個

人
情

報
の

共
有

に
努

め
る

と
と

も
に

、

事
業

の
実

施
に

携
わ

る
職

員
等

が
業

務
上

知
り

得
た

情
報

を
漏

ら
す

こ
と

の
な

い
よ

う
、

個
人

情
報

の
厳

格
な

取
扱

い
に

つ
い

て
職

員
等

に
周

知
徹

底
を

図
る

な
ど

の
対

策
を

講
じ

る
こ

と
。

 

な
お

、
事

業
を

委
託

す
る

場
合

は
、

そ
の

旨
を

委
託

先
と

の
契

約
に

お
い

て
明

確
に

定
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め
る

こ
と

。
 

ま
た

、
支

援
対

象
者

及
び

関
係

者
の

安
全

性
の

確
保

に
十

分
配

慮
す

る
こ

と
。

 

②
 

原
則

的
に

関
係

機
関

の
間

で
情

報
共

有
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

支
援

対
象

者
か

ら
支

援

開
始

時
点

等
に

同
意

を
得

て
お

く
こ

と
も

の
と

す
る

。
 

 

５
 

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

日
常

生
活

用
具

給
付

事
業

 

(
1
) 

事
業

目
的

 

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

日
常

生
活

用
具

給
付

事
業

は
、

平
成

1
7
年

２
月

2
1
日

雇
児

発

第
02

2
10

01
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
新

た
な

小
児

慢
性

特
定

疾

患
対

策
の

確
立

に
つ

い
て

」
に

基
づ

く
事

業
（

以
下
「

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究

事
業

」

と
い

う
。
）

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
者

（
以

下
「

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
」

と
い

う
。
）

に
対

し
、
特

殊
寝

台
等

の
日

常
生

活
用

具
（

以
下
「

用
具

」
と

い
う

。
）
を

給
付

す
る

こ
と
（

以
下

「
給

付
」

と
い

う
。）

に
よ

り
、

日
常

生
活

の
便

宜
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 

(
2
)
  

実
施

主
体

 

本
事

業
の

実
施

主
体

は
、

市
町

村
と

す
る

。
 

 

(
3
) 

用
具

の
種

目
及

び
給

付
の

対
象

者
 

給
付

の
対

象
と

な
る

用
具

の
種

目
は

、
別

添
６

の
「

種
目

」
欄

に
掲

げ
る

用
具

と
し

、
そ

の
対

象
者

は
同

表
の

「
対

象
者

」
欄

に
掲

げ
る

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
（

児
童

福
祉

法
（

昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

）
に

よ
る

施
策

（
小

児
慢

性
特

定
疾

患
治

療
研

究
事

業
を

除
く

。）

及
び

障
害

者
総

合
支

援
法
（

平
成

17
年

法
律

第
1
23

号
）
に

よ
る

施
策

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
者

に
限

る
。
）

と
す

る
。

 

 

(
4
) 

給
付

の
申

請
 

①
 

市
町

村
は

、
用

具
の

給
付

を
希

望
す

る
対

象
者

の
保

護
者
（

以
下
「

申
請

者
」
と

い
う

。
）

に
対

し
、
日

常
生

活
用

具
給

付
申

請
書
（

以
下
「

申
請

書
」
と

い
う

。
）（

別
紙

様
式

例
１

）

に
小

児
慢

性
特

定
疾

患
医

療
受

診
券

の
写

し
を

添
え

て
申

請
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 

②
 

申
請

書
を

受
理

し
た

市
町

村
は

、
当

該
対

象
者

の
身

体
の

状
況

、
介

護
の

状
況

、
家

庭

の
経

済
状

況
及

び
住

宅
環

境
等

を
実

地
に

調
査

し
、
す

み
や

か
に
「

調
査

書
」（

別
紙

様
式

例
２

）
を

作
成

す
る

こ
と

。
 

 

(
5
) 

給
付

の
決

定
 

①
 

市
町

村
は

、
内

容
を

審
査

の
上

、
用

具
の

給
付

を
行

う
か

ど
う

か
を

決
定

す
る

も
の

と

す
る

。
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②
 

市
町

村
は

、
用

具
の

給
付

を
行

う
こ

と
を

決
定

し
た

場
合

に
は

、
日

常
生

活
用

具
給

付
決

定
通

知
書
（

別
紙

様
式

例
３

）
及

び
日

常
生

活
用

具
給

付
券
（

以
下
「

給
付

券
」
と

い
う

。
）

（
別

紙
様

式
例

４
）
を

、
そ

の
申

請
を

却
下

す
る

こ
と

を
決

定
し

た
場

合
に

は
、
却

下
決

定

通
知

書
（

別
紙

様
式

例
５

）
を

、
そ

れ
ぞ

れ
申

請
者

に
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

(
6
) 

用
具

の
給

付
 

①
 

市
町

村
は

、
用

具
の

給
付

を
行

う
場

合
に

は
、

用
具

の
製

作
も

し
く

は
販

売
を

業
と

す

る
者

（
以

下
「

業
者

」
と

い
う

。
）

に
委

託
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

②
 

市
町

村
は

、
業

者
の

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
低

廉
な

価
格

で
良

質
か

つ
適

切
な

用
具

が

確
保

で
き

る
よ

う
経

営
規

模
、

地
理

的
条

件
、

ア
フ

タ
ー

サ
ー

ビ
ス

の
可

能
性

等
を

十
分

勘
案

の
上

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
7
) 

費
用

の
負

担
及

び
支

払
い

 

①
 

対
象

者
の

扶
養

義
務

者
は

、
用

具
の

給
付

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

収
入

の
状

況
に

応

じ
て

用
具

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

一
部

を
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。
 

②
 

①
に

よ
り

扶
養

義
務

者
が

負
担

す
る

額
の

基
準

は
、

別
添

７
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

③
 

扶
養

義
務

者
は

、
用

具
を

納
付

す
る

業
者

に
対

し
給

付
券

を
添

え
て

、
②

に
よ

り
負

担

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

額
を

支
払

う
も

の
と

す
る

。
 

④
 

市
町

村
は

、
用

具
を

納
付

し
た

業
者

か
ら

の
請

求
に

よ
り

、
給

付
に

必
要

な
用

具
の

購

入
に

要
し

た
額

か
ら

③
に

よ
り

扶
養

義
務

者
が

直
接

業
者

に
支

払
っ

た
額

を
減

じ
た

額
を

支
払

う
も

の
と

す
る

。
 

⑤
 

④
に

よ
る

費
用

の
請

求
は

給
付

券
を

添
付

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

(
8
) 

用
具

の
管

理
 

①
 

用
具

の
給

付
を

受
け

た
者

は
、

当
該

用
具

を
給

付
の

目
的

に
反

し
て

使
用

し
、

譲
渡

し
、

交
換

し
、

貸
し

付
け

、
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

 

②
 

①
に

違
反

し
た

場
合

に
は

、
当

該
給

付
に

要
し

た
費

用
の

全
部

又
は

一
部

を
返

還
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
も

の
と

す
る

。
 

 

(
9
) 

給
付

台
帳

の
整

備
 

市
町

村
は

、
用

具
の

給
付

の
状

況
を

明
確

に
す

る
た

め
「

日
常

生
活

用
具

／
給

付
台

帳
」
を

整
備

し
て

お
く

も
の

と
す

る
。

 

 ６
．

慢
性

疾
病

児
童

地
域

支
援

協
議

会
運

営
事

業
 

 

(
1
) 
 
事

業
目

的
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新
 

旧
 

 
 
 
  

 慢
性

的
な

疾
病

を
抱

え
、
様

々
な

支
障

や
心

身
に

わ
た

る
悩

み
を

有
す

る
児

童
等
（

以
下
「

慢

性
疾

病
児

童
等

」
と

い
う

。
）
が

成
人

後
に

自
立

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
地

域
の

支
援

体
制

を
確

立
す

る
た

め
の

慢
性

疾
病

児
童

地
域

支
援

協
議

会
（

以
下
「

協
議

会
」
と

い
う

。
）
を

設
置

し
、
慢

性
疾

病
児

童
等

の
健

全
育

成
を

図
る

と
と

も
に

、
慢

性
疾

病
児

童
等

及
び

そ
の

家
族

が
、

慢
性

疾
病

を
抱

え
て

い
て

も
、

安
心

し
て

暮
ら

せ
る

地
域

社
会

の
実

現
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 

（
2）

 実
施

主
体

 

 
 
  

 
 事

業
の

実
施

主
体

は
、

都
道

府
県

等
と

す
る

。
 

 

（
3）

 事
業

内
容

等
 

①
 

協
議

会
の

構
成

員
 

協
議

会
の

構
成

員
と

し
て

、
市

町
村

（
保

健
・

福
祉

部
局

）
、

保
健

所
、

医
療

機
関

、
教

育
機

関
、
就

労
支

援
機

関
、
慢

性
疾

病
児

童
支

援
N
PO

団
体
・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
、
患

者
・
 

家
族

の
会

の
代

表
者

、
慢

性
疾

病
児

童
等

自
立

支
援

員
（

改
正

児
童

福
祉

法
案

第
19

条
の

2
2
に

基
づ

き
「

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

等
自

立
支

援
事

業
」
を

行
う

も
の

）
等

が
考

え
ら

れ
る

。
 

 
 

 
な

お
、

改
正

児
童

福
祉

法
案

第
1
9
条

の
2
2
第

３
項

に
お

い
て

は
、「

小
児

慢
性

特
定

疾

病
児

童
等

自
立

支
援

事
業

」
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
関

係
機

関
や

患
者

・
家

族
会

等
の

 

意
見

を
聴

く
こ

と
と

規
定

し
て

お
り

、
構

成
員

の
選

定
に

当
た

っ
て

は
、
当

該
規

定
を

踏
ま

 

え
患

者
・

家
族

会
等

の
関

係
者

が
含

ま
れ

る
よ

う
留

意
さ

れ
た

い
。

 

 
 

 
②

 
実

施
回

数
 

 
 

 
 

 
協

議
会

で
は

、
「

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

等
自

立
支

援
事

業
」

の
内

容
等

を
協

議
す

る

こ
と

を
想

定
し

て
お

り
、
そ

の
た

め
に

少
な

く
と

も
年

に
一

度
は

実
施

す
る

こ
と

と
し

、
そ

の
ほ

か
必

要
に

応
じ

適
宜

実
施

す
る

こ
と

。
 

③
 

協
議

事
項

・
活

動
内

容
 

 
 ア

 
 慢

性
疾

病
児

童
等

と
そ

の
家

族
の

現
状

と
課

題
の

把
握

 

イ
 
 慢

性
疾

病
児

童
等

に
対

す
る

当
該

地
域

に
お

け
る

支
援

策
・
支

援
機

関
に

関
す

る
情

報
 

の
収

集
及

び
共

有
 

ウ
 
 慢

性
疾

病
児

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

支
援

内
容

（「
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
等

自
立

支
 

援
事

業
」

等
）

の
検

討
 

エ
 
 慢

性
疾

病
児

と
そ

の
家

族
へ

の
支

援
策

の
効

果
的

な
周

知
及

び
地

域
に

お
け

る
慢

性
 

疾
病

に
対

す
る

理
解

促
進

の
在

り
方

 

 
 

 
④

 
「

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

等
自

立
支

援
事

業
」

と
の

連
携

に
つ

い
て

 

 
 

 
 
 協

議
会

で
ウ

の
支

援
内

容
を

決
定

し
、
そ

れ
が

新
た

に
慢

性
疾

病
児

童
等

の
自

立
に

資
す

る
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新
 

旧
 

事
業

で
あ

る
場

合
に

は
、

平
成

27
年

１
月

か
ら

実
施

予
定

の
「

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

等
自

立
支

援
事

業
」

を
活

用
す

る
こ

と
が

出
来

る
の

で
積

極
的

に
活

用
さ

れ
た

い
。

 

⑤
 

そ
の

他
 

 
 

 
  

 協
議

会
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
協

議
会

の
構

成
員

の
み

な
ら

ず
、
総

合
的

な
支

援
体

制
 

を
構

築
す

る
た

め
適

切
に

他
の

関
係

機
関

と
の

連
携

を
図

る
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 

   
別

添
１

～
２

 

 
(略

) 

  

(
削

除
) 

                      

        別
添

１
～

２
 

 
(略

) 

  別
添

３
～

６
 

(
略

) 
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新
 

旧
 

別
添

３
 

母
子

保
健

相
談

支
援

事
業

運
営

要
綱

 

 １
．

事
業

の
目

的
 

本
事

業
は

、
以

下
に

内
容

を
目

的
と

す
る

妊
産

婦
等

の
支

援
の

た
め

に
新

た
な

相
談

支
援

の
制

度
化

に
資

す
る

た
め

、
実

施
す

る
。

 

(
1
) 

妊
産

婦
等

の
相

談
に

対
応

し
、

当
該

妊
産

婦
等

が
抱

え
る

課
題

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

そ

の
置

か
れ

て
い

る
状

況
や

本
人

の
意

思
を

十
分

に
確

認
す

る
こ

と
を

通
じ

て
母

子
の

状
態

に
あ

っ
た

支
援

計
画

の
作

成
等

を
行

い
、

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
、

産
後

ケ
ア

事
業

、
乳

児
家

庭
全

戸
訪

問
事

業
及

び
養

育
支

援
訪

問
事

業
な

ど
の

関
係

事
業

と
の

連
携

を
含

め
た

支
援

を
包

括
的

に
行

う
体

制
を

構
築

す
る

。
 

(
2
) 

市
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
、

児
童

相
談

所
及

び
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
等

の
関

係
機

関
と

の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
、

社
会

資
源

の
開

発
す

る
体

制
を

構
築

す
る

。
 

２
．

事
業

の
対

象
者

 

全
て

の
妊

産
婦

に
つ

い
て

状
況

を
把

握
し

た
上

で
、

体
調

不
良

、
育

児
不

安
が

あ
る

こ
と

な
ど

か
ら

、
手

厚
い

支
援

を
要

す
る

者
を

選
定

し
、

対
象

者
と

す
る

。
 

３
．

事
業

の
内

容
 

母
子

保
健

相
談

支
援

事
業

に
お

い
て

は
、

概
ね

以
下

の
業

務
を

行
う

。
 

な
お

、
当

該
相

談
支

援
は

、
実

施
主

体
が

自
ら

行
う

ほ
か

、
当

該
相

談
支

援
の

趣
旨

を
理

解
し

、

適
切

な
実

施
が

期
待

で
き

る
団

体
に

運
営

を
委

託
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
1
) 

地
域

に
お

け
る

切
れ

目
な

い
妊

娠
・

出
産

支
援

体
制

の
構

築
 

妊
産

婦
等

に
対

し
て

広
く

相
談

を
行

う
と

と
も

に
、

妊
産

婦
等

が
抱

え
る

課
題

を
全

体
と

し

て
受

け
止

め
、

母
子

の
置

か
れ

て
い

る
状

況
や

本
人

の
意

思
を

十
分

に
確

認
し

た
上

で
支

援
計

画
を

策
定

す
る

。
 

ま
た

、
必

要
な

支
援

を
総

合
調

整
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

支
援

が
は

じ
ま

っ
た

後
も

、
そ

れ
ら

の

効
果

を
評

価
・

確
認

し
な

が
ら

、
母

子
の

自
立

ま
で

を
包

括
的

・
継

続
的

に
支

え
て

い
く

。
 

(
2
) 

関
係

機
関

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

、
社

会
資

源
の

開
発

 

妊
産

婦
に

対
す

る
包

括
的

な
支

援
が

提
供

さ
れ

る
よ

う
、

母
子

保
健

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

が

中
心

と
な

っ
て

、
支

援
調

整
会

議
そ

の
他

の
既

存
の

合
議

体
も

活
用

し
て

協
議

の
場

を
設

け
る

。 
 

 

な
お

、
効

率
的

か
つ

効
果

的
に

支
援

を
必

要
と

す
る

妊
産

婦
を

早
期

に
把

握
し

、
チ

ー
ム

支

援
を

行
う

た
め

に
は

、
関

係
機

関
と

の
連

携
が

重
要

で
あ

り
、

こ
の

た
め

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

を
一

層
進

め
、

そ
の

活
用

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
 

ま
た

、
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
が

自
ら

又
は

当
該

協
議

の
場

、
関

係
機

関
と

の
ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク

を
通

じ
、

妊
産

婦
の

支
援

に
関

す
る

社
会

資
源

の
開

発
を

行
う

。
 

複
合

的
な

問
題

を
抱

え
る

妊
産

婦
を

早
期

に
把

握
し

、
地

域
で

の
見

守
り

体
制

構
築

や
関

係
 

(
新

規
) 
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新
 

旧
 

機
関

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

、
社

会
資

源
の

開
発

を
行

う
。

 

４
．

事
業

の
実

施
担

当
者

（
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

 

当
事

業
で

は
、

母
子

保
健

事
業

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る
保

健
師

又
は

助
産

師
等

を
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

し
て

地
域

に
実

情
に

応
じ

て
、

市
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ

法
人

等
に

配
置

し
、

以
下

の
事

項
に

取
り

組
む

も
の

と
す

る
。

 

(
1
) 

妊
産

婦
や

家
族

の
支

援
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

た
情

報
提

供
す

る
こ

と
。

 

(
2
) 

複
数

の
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
、

か
つ

、
継

続
的

な
支

援
を

必
要

と
す

る
場

合
に

、
関

係
機

関

と
調

整
し

必
要

な
支

援
に

つ
な

ぐ
こ

と
。

 

(
3
) 

必
要

に
応

じ
て

、
定

期
的

な
フ

ォ
ロ

ー
を

行
う

こ
と

。
 

５
．

留
意

事
項

 

(
1
) 

相
談

支
援

に
当

た
っ

て
は

、
支

援
を

行
う

者
ご

と
に

支
援

台
帳

を
作

成
す

る
こ

と
 

(
2
) 

市
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
、

児
童

相
談

所
及

び
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
等

の
関

係
機

関
と

連

携
を

図
り

な
が

ら
実

施
す

る
こ

と
。

 

(
3
) 

個
人

情
報

の
保

護
に

十
分

留
意

す
る

こ
と

。
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新
 

旧
 

別
添

４
 

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
運

営
要

綱
 

 １
．

事
業

目
的

 

助
産

師
等

が
妊

産
婦

の
悩

み
や

子
ど

も
に

関
す

る
相

談
等

に
対

応
し

た
り

、
先

輩
マ

マ
や

シ
ニ

ア
世

代
が

子
育

て
家

庭
を

訪
問

し
、

話
し

相
手

や
一

緒
に

外
出

す
る

な
ど

き
め

細
や

か
な

支
援

を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

円
滑

な
育

児
の

ス
タ

ー
ト

を
支

援
す

る
こ

と
に

よ
り

、
家

庭
や

地
域

で
の

孤

立
感

の
解

消
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

２
．

事
業

の
対

象
者

 

身
近

に
相

談
で

き
る

者
が

い
な

い
こ

と
な

ど
か

ら
、

悩
み

の
相

談
や

育
児

の
ノ

ウ
ハ

ウ
習

得
が

で
き

る
よ

う
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

に
よ

る
支

援
を

受
け

る
こ

と
が

適
当

と
判

断
さ

れ
た

妊
産

婦

等
 

３
．

事
業

の
内

容
 

(
1
) 

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
は

、「
パ

ー
ト

ナ
ー

型
（

個
別

相
談

）」
や

「
参

加
型

（
親

子
教

室
、

育
児

ひ
ろ

ば
等

）
に

お
い

て
、

以
下

の
事

業
を

実
施

す
る

。
 

ア
 

産
前

産
後

の
心

身
の

不
調

や
家

庭
環

境
の

問
題

等
の

悩
み

を
抱

え
る

母
親

な
ど

の
相

談
支

援
等

 

イ
 

妊
産

婦
等

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
者

の
募

集
、

登
録

そ
の

他
の

名
簿

作
成

業
務

 

ウ
 

支
援

に
必

要
な

知
識

を
付

与
す

る
講

習
会

の
開

催
 

エ
 

母
子

保
健

関
係

機
関

、
関

係
事

業
と

の
連

絡
調

整
 

オ
 

支
援

の
調

整
又

は
支

援
者

と
被

支
援

者
と

の
調

整
等

（
円

滑
な

実
施

に
向

け
た

調
整

を
含

む
。）

 

(
2
)
  

支
援

の
内

容
 

ア
 

助
産

師
等

に
よ

る
子

ど
も

の
発

達
・

養
育

等
に

関
す

る
相

談
 

イ
 

子
育

て
経

験
者

に
よ

る
訪

問
援

助
（

悩
み

相
談

対
応

）
 

ウ
 

買
い

物
等

外
出

の
際

や
レ

ス
パ

イ
ト

の
た

め
の

子
ど

も
の

一
時

預
か

り
 

(
3
) 

実
施

方
法

 

ア
 

調
整

者
の

配
置

に
つ

い
て

 

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
に

は
、

支
援

、
援

助
活

動
の

調
整

等
の

事
務

を
行

う
者

を
配

置
す

る
。

 

イ
 

必
要

事
項

の
制

定
、

保
険

の
加

入
 

支
援

の
事

業
実

施
に

必
要

な
事

項
を

規
定

す
る

。
 

ウ
 

一
時

預
か

り
の

実
施

 

子
ど

も
の

預
か

り
等

の
支

援
を

行
う

者
は

、
原

則
と

し
て

1
人

と
す

る
。

ま
た

、
子

ど
も

の
一

時
預

か
り

等
は

、
支

援
者

と
被

支
援

者
と

の
請

負
に

す
る

こ
と

と
し

、
子

ど
も

の
事

故

(
新

規
) 
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新
 

旧
 

に
備

え
、

補
償

保
険

に
加

入
す

る
も

の
と

す
る

。
 

エ
 

支
援

に
対

す
る

報
酬

 

地
域

の
実

情
等

を
反

映
し

た
適

正
と

認
め

ら
れ

る
額

を
規

定
す

る
。

 

な
お

、
援

助
の

内
容

等
や

利
用

者
の

状
況

を
勘

案
し

、
無

償
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

オ
 

妊
産

婦
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

者
へ

の
講

習
の

実
施

 

預
か

り
中

の
子

ど
も

の
安

全
対

策
等

の
た

め
、

講
習

を
実

施
し

、
こ

れ
を

修
了

し
た

者
が

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

カ
 

母
子

保
健

関
係

機
関

、
関

係
事

業
等

と
の

連
携

体
制

の
整

備
 

 
 

 
 

妊
娠

・
出

産
に

関
す

る
支

援
は

、
本

事
業

に
基

づ
く

支
援

の
み

な
ら

ず
、

保
健

所
及

び
福

祉
事

務
所

等
の

関
係

機
関

が
重

要
で

あ
り

、
特

に
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

の
連

携

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
子

育
て

短
期

支
援

事
業

、
一

時
預

か
り

事
業

や
フ

ァ
ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー

事
業

と
の

連
携

等
、

他
の

関
連

サ
ー

ビ
ス

と
の

十
分

な
調

整
を

行
う

こ
と

。
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新
 

旧
 

別
添

５
 

産
後

ケ
ア

事
業

運
営

要
綱

 

 １
．

事
業

目
的

 

社
会

心
理

的
問

題
（

核
家

族
化

、
育

児
不

安
、
経

済
的

不
安

や
子

の
病

気
等

）
な

ど
に

よ
る

様
々

な
ス

ト
レ

ス
の

増
大

な
ど

に
よ

り
、

産
後

に
お

い
て

う
つ

病
を

発
症

す
る

な
ど

母
体

の
健

康
管

理

を
行

う
上

で
、

適
切

な
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

こ
と

が
重

要
な

課
題

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
入

院

を
要

し
な

い
程

度
の

体
調

不
良

の
産

婦
を

対
象

に
宿

泊
型
（

デ
イ

ケ
ア

を
含

む
。）

の
サ

ー
ビ

ス
（

母

体
ケ

ア
、

乳
児

ケ
ア

等
）

を
提

供
す

る
こ

と
に

よ
り

、
産

婦
の

安
心

・
安

全
な

お
産

体
制

の
確

保

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

 ２
．

事
業

の
対

象
者

 

本
事

業
を

利
用

す
る

こ
と

の
で

き
る

者
は

、
産

婦
及

び
そ

の
子

（
以

下
「

利
用

者
」

と
い

う
。
）

で
あ

り
、

家
族

等
か

ら
十

分
な

家
事

、
育

児
な

ど
の

援
助

が
受

け
ら

れ
な

い
者

で
、

か
つ

、
次

の

各
号

の
い

ず
れ

か
の

事
由

に
該

当
す

る
者

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

病
院

等
へ

の
入

院
治

療
を

要
す

る
者

は
除

く
。

 

(
1
) 

母
に

体
調

不
良

ま
た

は
育

児
不

安
等

が
あ

る
者

。
 

(
2
)
  

そ
の

他
特

に
支

援
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

者
。

 

 ３
．

事
業

の
内

容
 

(
1
) 

宿
泊

型
（

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
）

 

産
後

ケ
ア

セ
ン

タ
ー

や
医

療
機

関
の

空
き

ベ
ッ

ド
等

を
利

用
し

、
心

身
の

ケ
ア

や
休

養
等

を

要
す

る
産

婦
へ

の
支

援
を

行
う

。
 

具
体

的
に

は
、
利

用
者

を
宿

泊
に

よ
り

施
設

を
利

用
さ

せ
、
母

体
ケ

ア
、
乳

児
ケ

ア
等

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

育
児

に
関

す
る

指
導

、
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

等
を

実
施

す
る

。
 

ま
た

、
利

用
期

間
は

、
原

則
7
日

以
内

と
す

る
。
た

だ
し

、
市

町
村

が
必

要
が

る
と

認
め

た

場
合

に
は

、
必

要
最

小
限

の
範

囲
内

で
、

そ
の

期
間

を
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
2
)
  

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

、
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
型

（
デ

イ
ケ

ア
）

 

日
中

の
サ

ー
ビ

ス
又

は
訪

問
型

の
サ

ー
ビ

ス
に

よ
り

、
心

身
の

ケ
ア

や
育

児
サ

ポ
ー

ト
等

き

め
細

か
い

支
援

を
行

う
。

 

ま
た

、
本

事
業

に
実

施
に

当
た

っ
て

は
、
利

用
者

名
簿

を
作

成
し

、
円

滑
な

実
施

に
向

け
た

調
整

を
す

る
。

 

   

 
(新

規
) 
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新
 

旧
 

４
．

事
業

の
実

施
担

当
者

 

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
担

当
者

を
配

置
し

行
う

も
の

と
す

る
。
 

(
1
) 

助
産

師
、
保

健
師

又
は

看
護

師
（

宿
泊

型
を

行
う

場
合

に
は

、
２

４
時

間
体

制
で

１
名

以
上

の
助

産
師

、
保

健
師

又
は

看
護

師
が

勤
務

し
て

い
る

こ
と

。）
 

(
2
) 

心
理

指
導

を
担

当
す

る
者

 

本
事

業
を

担
当

す
る

助
産

師
、
保

健
師

又
は

看
護

師
と

提
携

し
、
必

要
に

応
じ

て
助

言
・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

等
を

行
う

。
 

な
お

、
心

理
指

導
を

担
当

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
嘱

託
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。 

(
3
) 

そ
の

他
 

上
記

の
他

、
本

事
業

を
実

施
す

る
上

に
あ

た
り

必
要

な
職

員
を

置
く

こ
と

。
 

 

５
．

事
業

の
実

施
場

所
 

(
1
) 

宿
泊

型
（

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
）

 

本
事

業
に

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

を
６

人
程

度
宿

泊
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

施
設

と

し
、

原
則

と
し

て
、

次
に

掲
げ

る
設

備
を

設
け

る
こ

と
と

す
る

。
 

た
だ

し
、
他

の
施

設
に

お
い

て
共

有
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

備
（

本
来

の
事

業
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
設

け
ら

れ
た

設
備

等
で

あ
っ

て
、
そ

の
事

業
の

運
営

に
支

障
が

な
い

と
認

め
ら

れ

る
場

合
に

限
る

。）
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

ア
 

利
用

者
の

居
室

 

イ
 

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
室

 

ウ
 

乳
児

保
育

室
 

エ
 

体
操

等
を

行
う

多
目

的
室

 

オ
 

そ
の

他
必

要
な

整
備

 

(
2
) 

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

型
（

デ
イ

ケ
ア

）
 

本
事

業
に

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
日

中
の

利
用

者
を

２
０

人
程

度
が

利
用

で
き

る
場

所
と

し
、

事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
け

る
こ

と
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

他
の

施
設

に
お

い
て

共
有

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
．

医
療

機
関

と
の

連
携

体
制

の
整

備
 

(
1
) 

市
町

村
長

は
、
都

道
府

県
医

師
会

、
郡

市
医

師
会

等
に

対
し

、
本

事
業

へ
の

協
力

要
請

を
行

い
、

医
療

機
関

と
の

連
携

体
制

を
十

分
に

整
備

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
  

事
業

の
運

営
に

関
し

、
保

健
医

療
面

で
の

助
言

が
随

時
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
医

師
を

あ
ら

か

じ
め

選
定

す
る

こ
と

。
 

(
3
) 

症
状

の
急

変
等

、
緊

急
時

に
母

子
を

受
け

入
れ

て
も

ら
う

協
力

医
療

機
関

を
あ

ら
か

じ
め

選

定
す

る
こ

と
。
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新
 

旧
 

 

７
．

利
用

料
 

本
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
、

利
用

者
か

ら
利

用
料

を
徴

収
す

る
も

の
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

そ
の

場
合

に
お

い
て

、
利

用
者

の
所

得
に

十
分

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

８
．

留
意

事
項

 

産
後

ケ
ア

の
利

用
促

進
を

図
る

た
め

、
そ

の
目

的
や

利
用

方
法

等
に

つ
い

て
、

利
用

者
の

要
望

を
取

り
入

れ
る

な
ど

、
必

要
に

応
じ

て
利

用
方

法
等

の
見

直
し

を
図

る
と

と
も

に
、

積
極

的
な

広

報
活

動
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

 

ま
た

、
医

療
機

関
等

の
関

係
機

関
に

対
し

て
も

同
事

業
に

つ
い

て
周

知
を

図
り

、
連

携
を

と
る

も
の

と
す

る
。
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別

添
６

　
（

新
規

）

車
い

す
下

肢
が

不
自

由
な

者
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
の

身
体

機
能

を
十

分
踏

ま
え

た
も

の
で

あ
っ

て
、

必
要

な
強

度
と

安
定

性
を

有
す

る
も

の
。

体
位

変
換

器
寝

た
き

り
の

状
態

に
あ

る
者

介
助

者
が

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

の
体

位
を

変
換

さ
せ

る
の

に
容

易
に

使
用

し
得

る
も

の
。

入
浴

補
助

用
具

入
浴

に
介

助
を

要
す

る
者

入
浴

時
の

移
動

、
座

位
の

保
持

、
浴

槽
へ

の
入

水
等

を
補

助
で

き
、

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

又
は

介
助

者
が

容
易

に
使

用
し

得
る

も
の

。

特
殊

尿
器

自
力

で
排

尿
で

き
な

い
者

尿
が

自
動

的
に

吸
引

さ
れ

る
も

の
で

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

又
は

介
助

者
が

容
易

に
使

用
し

得
る

も
の

。

足
踏

ペ
タ

ル
に

て
温

水
温

風
を

出
し

得
る

も
の

。
た

だ
し

、
取

替
え

に
当

た
り

住
宅

改
修

を
伴

う
も

の
を

除
く

。

特
殊

寝
台

寝
た

き
り

の
状

態
に

あ
る

者

腕
、

脚
等

の
訓

練
の

で
き

る
器

具
を

付
帯

し
、

原
則

と
し

て
使

用
者

の
頭

部
及

び
脚

部
の

傾
斜

角
度

を
個

別
に

調
整

で
き

る
機

能
を

有
す

る
も

の
。

特
殊

マ
ッ

ト

歩
行

支
援

用
具

下
肢

が
不

自
由

な
者

お
お

む
ね

次
の

よ
う

な
性

能
を

有
す

る
手

す
り

、
ス

ロ
ー

プ
、

歩
行

器
等

で
あ

る
こ

と
。

ア
　

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

の
身

体
機

能
の

状
態

を
十

分
踏

ま
え

た
も

の
で

あ
っ

て
、

必
要

な
強

度
と

安
定

性
を

有
す

る
も

の
。

イ
　

転
倒

予
防

、
立

ち
上

が
り

動
作

の
補

助
、

移
乗

動
作

の
補

助
、

段
差

解
消

等
の

用
具

と
な

る
も

の
。

旧

種
目

対
象

者
性

能
等

便
器

常
時

介
助

を
要

す
る

者
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
が

容
易

に
使

用
し

得
る

も
の

。
（

手
す

り
を

つ
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

）

新

寝
た

き
り

の
状

態
に

あ
る

者
褥

瘡
の

防
止

又
は

失
禁

等
に

よ
る

汚
染

又
は

損
耗

を
防

止
で

き
る

機
能

を
有

す
る

も
の

。

特
殊

便
器

上
肢

機
能

に
障

害
の

あ
る

者
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（
新

規
）

性
能

等

紫
外

線
カ

ッ
ト

ク
リ

ー
ム

紫
外

線
に

対
す

る
防

御
機

能
が

著
し

く
欠

け
て

、
が

ん
や

神
経

障
害

を
起

こ
す

こ
と

が
あ

る
者

紫
外

線
を

カ
ッ

ト
で

き
る

も
の

。

電
気

式
た

ん
吸

引
器

呼
吸

器
機

能
に

障
害

の
あ

る
者

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

又
は

介
助

者
が

容
易

に
使

用
し

得
る

も
の

。

ク
ー

ル
ベ

ス
ト

パ
ル

ス
オ

キ
シ

メ
ー

タ
ー

人
工

呼
吸

器
の

装
着

が
必

要
な

者
呼

吸
状

態
を

継
続

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

す
る

こ
と

が
可

能
な

機
能

を
有

し
、

介
助

者
等

が
容

易
に

使
用

し
得

る
も

の
。

ネ
ブ

ラ
イ

ザ
ー

（
吸

入
器

）
呼

吸
器

機
能

に
障

害
の

あ
る

者
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
又

は
介

助
者

が
容

易
に

使
用

し
得

る
も

の
。

体
温

調
節

が
著

し
く

難
し

い
者

疾
病

の
症

状
に

合
わ

せ
て

体
温

調
節

の
で

き
る

も
の

。

新
旧

頭
部

保
護

帽
発

作
等

に
よ

り
頻

繁
に

転
倒

す
る

者
転

倒
の

衝
撃

か
ら

頭
部

を
保

護
で

き
る

も
の

。

種
目

対
象

者
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別
添

７
　

(
新

規
)

徴
収

基
準

月
　

　
額

徴
収

基
準

加
算

月
額

円
円

0
0

1
,
1
0
0

1
1
0

Ｃ
１

階
層

2
,
2
5
0

2
3
0

Ｃ
２

階
層

2
,
9
0
0

2
9
0

D
1

階
層

3
,
4
5
0

3
5
0

2
,
4
0
1

～
4
,
8
0
0
円

D
2

〃
3
,
8
0
0

3
8
0

4
,
8
0
1

～
8
,
4
0
0
円

D
3

〃
4
,
2
5
0

4
3
0

8
,
4
0
1

～
1
2
,
0
0
0
円

D
4

〃
4
,
7
0
0

4
7
0

1
2
,
0
0
1

～
1
6
,
2
0
0
円

D
5

〃
5
,
5
0
0

5
5
0

1
6
,
2
0
1

～
2
1
,
0
0
0
円

D
6

〃
6
,
2
5
0

6
3
0

2
1
,
0
0
1

～
4
6
,
2
0
0
円

D
7

〃
8
,
1
0
0

8
1
0

4
6
,
2
0
1

～
6
0
,
0
0
0
円

D
8

〃
9
,
3
5
0

9
4
0

6
0
,
0
0
1

～
7
8
,
0
0
0
円

D
9

〃
1
1
,
5
5
0

1
,
1
6
0

7
8
,
0
0
1

～
1
0
0
,
5
0
0
円

D
1
0

〃
1
3
,
7
5
0

1
,
3
8
0

1
0
0
,
5
0
1

～
1
9
0
,
0
0
0
円

D
1
1

〃
1
7
,
8
5
0

1
,
7
9
0

1
9
0
,
0
0
1

～
2
9
9
,
5
0
0
円

D
1
2

〃
2
2
,
0
0
0

2
,
2
0
0

2
9
9
,
5
0
1

～
8
3
1
,
9
0
0
円

D
1
3

〃
2
6
,
1
5
0

2
,
6
2
0

8
3
1
,
9
0
1

～
1
,
4
6
7
,
0
0
0
円

D
1
4

〃
4
0
,
3
5
0

4
,
0
4
0

1
,
4
6
7
,
0
0
1

～
1
,
6
3
2
,
0
0
0
円

D
1
5

〃
4
2
,
5
0
0

4
,
2
5
0

1
,
6
3
2
,
0
0
1

～
2
,
3
0
2
,
9
0
0
円

D
1
6

〃
5
1
,
4
5
0

5
,
1
5
0

2
,
3
0
2
,
9
0
1

～
3
,
1
1
7
,
0
0
0
円

D
1
7

〃
6
1
,
2
5
0

6
,
1
3
0

3
,
1
1
7
,
0
0
1

～
4
,
1
7
3
,
0
0
0
円

D
1
8

〃
7
1
,
9
0
0

7
,
1
9
0

4
,
1
7
3
,
0
0
1
円

以
上

D
1
9

〃
全

　
　

　
額

旧

階
層

区
分

Ａ
階

層
及

び
Ｄ

階
層

を
除

き
当

該
年

度
分

の
市

町
村

民
税

課
税

世
帯

で
あ

っ
て

、
そ

の
市

町
村

民
税

の
額

の
区

分
が

次
の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯

均
等

割
の

額
の

み
（

所
得

割
の

額
の

な
い

世
帯

）

Ａ
階

層
及

び
Ｂ

階
層

を
除

き
前

年
分

の
所

得
税

課
税

世
帯

で
あ

っ
て

、
そ

の
所

得
税

の
額

の
区

分
が

次
の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯

所
得

税
の

年
額

2
,
4
0
0
円

以
下

新

左
の

徴
収

基
準

月
額

の
1
0
％

。
た

だ
し

、
そ

の
額

が
8
,
5
6
0
円

に
満

た
な

い
場

合
は

8
,
5
6
0
円

徴
収

基
準

額
表

Ｃ
階

層

Ｂ
階

層

Ｄ
階

層

世
帯

の
階

層
（

細
）

区
分

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
（

単
給

世
帯

を
含

む
。

）
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
支

援
給

付
受

給
世

帯

Ａ
階

層
を

除
き

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

Ａ
階

層

所
得

割
の

額
の

あ
る

世
帯
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１
　

徴
収

月
額

の
決

定
の

特
例

ア イ ウ ２
　

世
帯

階
層

区
分

の
認

定

（
１

）
　

認
定

の
原

則

（
２

）
　

認
定

の
基

礎
と

な
る

用
語

の
定

義

ア イ

　
「

児
童

の
属

す
る

世
帯

」
と

は
、

当
該

児
童

と
生

計
を

一
に

す
る

消
費

経
済

上
の

一
単

位
を

指
す

の
で

あ
っ

て
、

夫
婦

と
児

童
が

同
一

家
屋

で
生

活
し

て
い

る
標

準
世

帯
は

勿
論

の
こ

と
、

父
が

農
閑

期
で

出
稼

ぎ
の

た
め

数
箇

月
別

居
し

て
い

る
場

合
、

病
気

治
療

の
た

め
一

時
土

地
の

病
院

に
入

院
し

て
い

る
場

合
、

父
の

職
場

の
都

合
上

他
の

土
地

で
下

宿
し

時
々

帰
宅

す
る

こ
と

を
例

と
し

て
い

る
場

合
な

ど
は

、
そ

の
父

は
児

童
と

同
一

世
帯

に
属

し
て

い
る

も
の

と
す

る
。

旧

　
世

帯
階

層
区

分
の

認
定

は
、

当
該

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
構

成
員

及
び

そ
れ

以
外

の
者

で
現

に
児

童
を

扶
養

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
、

当
該

児
童

の
扶

養
義

務
者

の
す

べ
て

に
つ

い
て

、
そ

の
所

得
税

等
の

課
税

の
有

無
に

よ
り

行
う

も
の

で
あ

る
。

備
考

新

　
児

童
に

民
法

第
８

７
７

条
に

規
定

す
る

当
該

児
童

の
扶

養
義

務
者

が
な

い
と

き
は

、
徴

収
月

額
の

決
定

は
行

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
児

童
本

人
に

所
得

税
又

は
市

町
村

民
税

が
課

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
本

人
に

つ
き

、
扶

養
義

務
者

に
準

じ
て

徴
収

月
額

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

　
Ａ

階
層

以
外

の
各

層
に

属
す

る
世

帯
か

ら
２

人
以

上
の

児
童

が
、

同
時

に
別

表
２

の
徴

収
基

準
額

表
の

適
用

を
受

け
る

場
合

は
、

そ
の

月
の

徴
収

基
準

月
額

の
最

も
多

額
な

児
童

以
外

の
児

童
に

つ
い

て
は

、
同

表
に

定
め

る
加

算
基

準
月

額
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

　
「

扶
養

義
務

者
」

と
い

う
の

は
、

民
法

第
８

７
７

条
に

定
め

ら
れ

て
い

る
直

系
血

族
（

父
母

、
祖

父
母

、
養

父
母

等
）

、
兄

弟
姉

妹
（

た
だ

し
、

就
学

児
童

、
乳

幼
児

等
１

８
歳

未
満

の
兄

弟
姉

妹
で

未
就

業
の

者
は

、
原

則
と

し
て

扶
養

義
務

者
と

し
て

の
取

扱
い

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

）
並

び
に

そ
れ

以
外

の
三

親
等

以
内

の
親

族
（

叔
父

、
叔

母
等

）
で

家
庭

裁
判

所
が

特
別

の
事

情
あ

り
と

し
て

、
特

に
扶

養
の

義
務

を
負

わ
せ

る
も

の
で

あ
る

。
た

だ
し

、
児

童
と

世
帯

を
一

に
し

な
い

扶
養

義
務

者
に

つ
い

て
は

、
現

に
児

童
に

対
し

て
扶

養
を

履
行

し
て

い
る

者
（

以
下

「
世

帯
外

扶
養

義
務

者
」

と
い

う
。

）
の

他
は

、
認

定
に

際
し

て
扶

養
義

務
者

と
し

て
の

取
扱

い
を

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

１
０

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
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ウ （
３

）
徴

収
基

準
額

表
の

適
用

時
期

　
毎

年
度

の
別

表
「

徴
収

基
準

額
表

」
の

適
用

時
期

は
、

毎
年

７
月

１
日

を
起

点
と

し
て

取
り

扱
う

も
の

と
す

る
。

４
　

徴
収

基
準

額
の

特
例

５
　

そ
の

他

別
紙

様
式

例
　

１
～

５
（

略
）

新
旧

（
新

規
）

　
平

成
２

５
年

度
の

生
活

保
護

基
準

の
見

直
し

に
よ

る
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

、
「

児
童

福
祉

法
に

よ
る

保
育

所
運

営
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

（
昭

和
5
1
年

４
月

1
6
日

厚
生

省
発

児
第

5
9
号

の
２

厚
生

事
務

次
官

通
知

）
第

４
　

保
育

所
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

表
備

考
３

（
３

）
に

準
じ

て
、

Ｂ
階

層
の

対
象

世
帯

の
う

ち
、

特
に

困
窮

し
て

い
る

と
市

町
村

の
長

が
認

め
た

世
帯

に
つ

い
て

も
、

Ａ
階

層
と

同
様

の
取

扱
い

と
す

る
こ

と
。

　
災

害
等

に
よ

り
、

前
年

度
と

当
該

年
度

と
の

所
得

に
著

し
い

変
動

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
状

況
等

を
勘

案
し

て
実

情
に

即
し

た
弾

力
性

の
あ

る
取

扱
い

を
し

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

。

３
　

徴
収

基
準

額
表

中
、

徴
収

基
準

月
額

欄
に

「
全

額
」

と
あ

る
の

は
、

当
該

児
童

の
措

置
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
、

市
町

村
　

が
徴

収
す

る
額

は
、

費
用

総
額

を
超

え
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。

　
認

定
の

基
礎

と
な

る
「

所
得

税
額

等
」

と
は

、
所

得
税

法
（

昭
和

４
０

年
法

律
第

３
３

号
）

、
租

税
特

別
措

置
法

（
昭

和
３

２
年

法
律

第
２

６
号

）
、

災
害

被
害

者
に

対
す

る
租

税
の

減
免

、
徴

収
猶

予
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

７
５

号
）

の
規

定
及

び
平

成
２

３
年

７
月

１
５

日
雇

児
発

０
７

１
５

第
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
控

除
廃

止
の

影
響

を
受

け
る

費
用

徴
収

制
度

等
（

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
所

管
の

制
度

に
限

る
。

）
に

係
る

取
扱

い
に

つ
い

て
」

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税

の
額

（
た

だ
し

、
所

得
税

額
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
所

得
税

法
第

７
８

条
第

１
項

（
同

条
第

２
項

第
１

号
、

第
２

号
（

地
方

税
法

第
３

１
４

条
の

７
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

寄
附

金
に

限
る

。
）

、
第

３
号

（
地

方
税

法
第

３
１

４
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
寄

附
金

に
限

る
。

）
に

規
定

す
る

寄
附

金
に

限
る

。
）

、
第

９
２

条
第

１
項

、
第

９
５

条
第

１
項

、
第

２
項

及
び

第
３

項
、

租
税

特
別

措
置

法
第

４
１

条
第

１
項

、
第

２
項

及
び

第
６

項
、

第
４

１
条

の
２

、
第

４
１

条
の

３
の

２
第

１
項

、
第

２
項

、
第

５
項

及
び

第
６

項
、

第
４

１
条

の
１

９
の

２
第

１
項

、
第

４
１

条
の

１
９

の
３

第
１

項
及

び
第

３
項

、
第

４
１

条
の

１
９

の
４

第
１

項
及

び
第

３
項

、
租

税
特

別
措

置
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
１

０
年

法
律

第
２

３
号

）
附

則
第

１
２

条
の

規
定

は
適

用
し

な
い

。
）

、
地

方
税

法
に

よ
り

賦
課

さ
れ

る
市

町
村

民
税

、
（

た
だ

し
、

所
得

割
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
地

方
税

法
第

３
１

４
条

の
７

、
第

３
１

４
条

の
８

及
び

同
法

附
則

第
５

条
第

３
項

及
び

第
５

条
の

４
第

６
項

及
び

第
５

条
の

４
の

２
第

５
項

の
規

定
は

適
用

し
な

い
。

）
、

生
活

保
護

法
に

よ
る

保
護

及
び

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

支
援

給
付

（
以

下
「

支
援

給
付

」
と

い
う

。
）

を
い

う
。

ま
ず

、
生

活
保

護
に

つ
い

て
は

、
現

在
生

活
扶

助
、

医
療

扶
助

等
の

保
護

を
受

け
て

い
る

事
実

、
支

援
給

付
に

つ
い

て
は

支
援

給
付

を
受

け
て

い
る

事
実

、
所

得
税

に
つ

い
て

は
前

年
分

の
所

得
税

の
課

税
の

有
無

及
び

そ
の

額
、

市
町

村
民

税
に

つ
い

て
は

、
当

該
年

度
の

市
町

村
民

税
の

課
税

又
は

免
除

（
地

方
税

法
第

３
２

３
条

に
よ

る
免

除
。

以
下

同
じ

。
）

の
有

無
を

も
っ

て
認

定
の

基
準

と
す

る
。

た
だ

し
、

前
年

分
の

所
得

税
又

は
当

該
年

度
の

市
町

村
民

税
の

課
税

関
係

が
判

明
し

な
い

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

が
判

明
す

る
ま

で
の

期
間

は
、

前
々

年
分

の
所

得
税

又
は

前
年

度
の

市
町

村
民

税
に

よ
る

こ
と

と
す

る
。
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厚生労働省発雇児※※第※号 

平成 ２ ６ 年 ※ 月 ※ 日 

 

      都道府県知事 

 各 指定都市市長 殿 

      中核市市長 

 

                          厚生労働事務次官 

 

 

小児慢性特定疾患治療研究費の国庫補助について 

 

 標記の国庫補助金の交付については、昭和 49 年５月 22 日厚生省発児第１３３号厚生事

務次官通知の別紙「小児慢性特定疾患治療研究費国庫補助金交付要綱」（以下「交付要綱」

という。）により行われているところであるが、今般、交付要綱の一部を別紙新旧対照表

のとおり改正し、平成 26 年４月１日から適用することとしたので通知する。 

  

（案） 資料４

-524-



新
 

 
旧

 
 

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

 
  １

～
２

（
略

）
 

 
 （
交

付
の

対
象

）
 

３
 
 
こ

の
補

助
金

は
、

次
の

事
業

を
交

付
の

対
象

と
す

る
。

 
 

 
平

成
１

７
年

２
月

２
１

日
雇

児
発

第
０

２
２

１
０

０
１

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「
新

た
な

小
児

慢
性

特
定

疾
患

対
策

の
確

立
に

つ
い

て
」
の

別
添

「
小

児
慢

性
特

定
疾

患
治

療
研

究
事

業
実

施
要

綱
」
（
以

下
「
実

施
要

綱
」
と

い
う

。
）
及

び
平

成
６

年
１

２
月

１
日

児
発

第
１

０
３

３
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「
小

児
慢

性
特

定
疾

患
児

手
帳

交
付

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」
に

よ
り

、
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
（
以

下
「
都

道
府

県
等

」
と

い
う

。
）
が

行
う

事
業

。
 

  （
交

付
額

の
下

限
）
 

６
 

４
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

が
、

次
に

示
す

額
に

満
た

な
い

場
合

に
は

交
付

の
決

定
を

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

 
(1

) 
都

道
府

県
及

び
指

定
都

市
 

 
 

 
8
0
,0

0
0
千

円
 

(2
) 

中
核

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
5
,0

0
0
千

円
 

 ４
～

８
（
略

）
 

 （
申

請
手

続
）
 

９
 

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
申

請
は

、
別

紙
様

式
２

に
よ

る
申

請
書

を
平

成
2
6
年

５
月

末
日

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 １

０
～

１
４

（
略

）
 

                     

 
小

児
慢

性
特

定
疾

患
治

療
研

究
費

国
庫

補
助

金
交

付
要

綱
 

  １
～

２
（
略

）
 

 
 （
交

付
の

対
象

）
 

３
 
 
こ

の
補

助
金

は
、

次
の

事
業

を
交

付
の

対
象

と
す

る
。

 
 

 
平

成
１

７
年

２
月

２
１

日
雇

児
発

第
０

２
２

１
０

０
１

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「
新

た
な

小
児

慢
性

特
定

疾
患

対
策

の
確

立
に

つ
い

て
」
の

別
添

「
小

児
慢

性
特

定
疾

患
治

療
研

究
事

業
実

施
要

綱
」
（
以

下
「
実

施
要

綱
」
と

い
う

。
）
及

び
平

成
６

年
１

２
月

１
日

児
発

第
１

０
３

３
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「
小

児
慢

性
特

定
疾

患
児

手
帳

交
付

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」
に

よ
り

、
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
（
以

下
「
都

道
府

県
等

」
と

い
う

。
）
が

行
う

事
業

。
 

  （
交

付
額

の
下

限
）
 

６
 

４
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

が
、

次
に

示
す

額
に

満
た

な
い

場
合

に
は

交
付

の
決

定
を

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

 
(1

) 
都

道
府

県
及

び
指

定
都

市
 

 
 

 
1
0
0
,0

0
0
千

円
 

(2
) 

中
核

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
6
,0

0
0
千

円
 

 ４
～

８
（
略

）
 

 （
申

請
手

続
）
 

９
 

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
申

請
は

、
別

紙
様

式
２

に
よ

る
申

請
書

を
毎

年
度

６
月

末
日

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 １

０
～

１
４

（
略

）
 

 

 

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

一
部

改
正

新
旧

対
照

表
（
案

）
 

-525-



雇児発※※※※第※号 

平成２６年※月※日 

 

      都道府県知事 

 各 指定都市市長 殿 

      中核市市長 

 

                        厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

 

 

「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」の一部改正について 

 

 

 小児慢性特定疾患治療研究事業については、平成１７年２月２１日雇児発第

0221001 号本職通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」の別添｢小児

慢性特定疾患治療研究事業実施要綱｣（以下、「通知」という。）により行われて

いるところであるが、今般、通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成

２６年４月１日から適用することとしたので通知する。 

 

（案） 

資料５

-526-



 

新
 

旧
 

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究
事

業
実

施
要

綱
 

 

第
１

～
第

1
1（

略
）

 

 （
別

紙
様

式
例

１
）（

略
）

 

（
別

紙
１

）（
略

）
 

（
別

紙
様

式
例

２
）（

略
）

 

（
別

紙
様

式
例

３
）（

略
）

 

 （
別

表
１

）
 

 
 備
考
：
1.
 
「

市
町

村
民

税
が

非
課

税
の

場
合

」
と

は
、
当

該
年

度
（

7
月

1
日

か
ら

翌
年

の
6
月

30
日

を
い

う
。）

に
お

い
て

市
町

村
民

税
が

課
税

さ
れ

て
い

な
い
（

地
方

税
法

第
3
23

条
に

よ
り

免
除

さ
れ

て
い

る
場

合
を

含
む

。）
場

合
を

い
う

。
 

 
 

 
2.
 

こ
の

表
の
「

所
得

税
課

税
年

額
」
と

は
、
所

得
税

法
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
33

号
）、

租
税

特

別
措

置
法
（

昭
和

32
年

法
律

第
26

号
）、

災
害

被
害

者
に

対
す

る
租

税
の

減
免

、
徴

収
猶

予
等

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
17

5
号
)の

規
定

及
び

平
成

23
年

7
月

1
5
日

雇
児

発
0
71
5

第
1
号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

控
除

廃
止

の
影

響
を

受
け

る
費

用
徴

小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
実
施
要
綱

 

 

第
１

～
第

1
1（

略
）

 

 （
別

紙
様

式
例

１
）（

略
）

 

（
別

紙
１

）（
略

）
 

（
別

紙
様

式
例

２
）（

略
）

 

（
別

紙
様

式
例

３
）（

略
）

 

 （
別

表
１

）
 

 
 備

考
：

1
. 

「
市

町
村

民
税
が
非
課
税
の
場
合
」
と
は
、
当
該
年
度
（
7
月

1
日
か
ら
翌
年
の

6
月

3
0
日

を
い

う
。）

に
お
い
て
市
町
村
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
（
地
方
税
法
第

3
23

条
に
よ
り
免
除

さ
れ

て
い

る
場

合
を
含
む

。）
場
合
を
い
う
。

 

 
 
 

2.
 
こ

の
表

の
「
所
得
税
課
税
年
額
」
と
は
、
所
得
税
法
（
昭
和

4
0
年
法
律
第

33
号

）、
租
税
特

別
措

置
法
（

昭
和

32
年
法
律
第

26
号

）、
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等

に
関

す
る

法
律
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

17
5
号
)の

規
定

及
び
平
成

2
3
年

7
月

15
日
雇
児

発
0
71

5

第
1
号

厚
生

労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
控
除
廃
止
の
影
響
を
受
け
る
費
用
徴

入
院

外
来

0
0

0
0

2
,
2
0
0

1
,
1
0
0

3
,
4
0
0

1
,
7
0
0

4
,
2
0
0

2
,
1
0
0

5
,
5
0
0

2
,
7
5
0

9
,
3
0
0

4
,
6
5
0

1
1
,
5
0
0

5
,
7
5
0

自
己

負
担

限
度

額

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究

事
業

に
お

け
る

自
己

負
担

限
度

額
表

生
活

保
護

法
の

被
保

護
世

帯
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

支
援

給
付

受
給

世
帯

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
1
5
,
0
0
1
円

以
上

4
0
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
4
0
,
0
0
1
円

以
上

7
0
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
7
0
,
0
0
1
円

以
上

の
場

合

階
層

区
分

生
計

中
心

者
の

市
町

村
民

税
が

非
課

税
の

場
合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

が
非

課
税

の
場

合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
5
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合 生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
5
,
0
0
1
円

以
上

1
5
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合

入
院

外
来

0
0

0
0

2
,
2
0
0

1
,
1
0
0

3
,
4
0
0

1
,
7
0
0

4
,
2
0
0

2
,
1
0
0

5
,
5
0
0

2
,
7
5
0

9
,
3
0
0

4
,
6
5
0

1
1
,
5
0
0

5
,
7
5
0

自
己

負
担

限
度

額

小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

研
究

事
業

に
お

け
る

自
己

負
担

限
度

額
表

生
活

保
護

法
の

被
保

護
世

帯
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

支
援

給
付

受
給

世
帯

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
1
5
,
0
0
1
円

以
上

4
0
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
4
0
,
0
0
1
円

以
上

7
0
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
7
0
,
0
0
1
円

以
上

の
場

合

階
層

区
分

生
計

中
心

者
の

市
町

村
民

税
が

非
課

税
の

場
合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

が
非

課
税

の
場

合

生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
5
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合 生
計

中
心

者
の

前
年

の
所

得
税

課
税

年
額

が
5
,
0
0
1
円

以
上

1
5
,
0
0
0
円

以
下

の
場

合

小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
研
究
費
国
庫
補
助
金
実
施
要
綱
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
） 

-527-



新
 

旧
 

収
制

度
等
（

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

所
管

の
制

度
に

限
る

。）
に

係
る

取
扱

い
に

つ
い

て
」

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税

の
額

を
い

う
。

た
だ

し
、

所
得

税
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

次
の

規
定

は
適

用
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

 
 
  

 (
1)
 

所
得

税
法

第
7
8
条

第
1
項

（
同

条
第

2
項

第
1
号

、
第

2
号

（
地

方
税

法
第

3
1
4
条

の
7

第
1
項
第

2
号

に
規

定
す

る
寄

附
金

に
限

る
。）
、

第
3
号

（
地

方
税

法
第

31
4
条

の
7
第

1
項

第
2
号
に

規
定

す
る

寄
附

金
に

限
る

。）
に

規
定
す

る
寄

附
金

に
限

る
。
）、

第
9
2
条

第
1
項

、

第
9
5
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
3
項

 

 
 
  

 (
2)
 

租
税

特
別

措
置

法
第

4
1
条

第
1
項

、
第

2
項
及

び
第

6
項

、
第

41
条

の
2、

第
4
1
条

の
3

の
2
第

1
項

、
第

2
項

、
第

5
項

及
び

第
6
項

、
第

41
条

の
1
9
の

2
第

1
項

、
第

41
条

の

1
9
の

3
第

1
項

及
び

第
3
項

、
第

4
1
条

の
19

の
4
第

1
項

及
び

第
3
項

 

  
 
  

 (
3)
 

租
税

特
別

措
置

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

1
0
年

法
律

第
2
3
号

）
附

則
第

12
条

 

 
 
  

 3
．
 

10
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

、
切

り
捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 
  

 4
．
 

災
害

等
に

よ
り

、
前

年
度

と
当

該
年

度
と

の
所

得
に

著
し

い
変

動
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ

の
状

況
等

を
勘

案
し

て
実

情
に

即
し

た
弾

力
性

の
あ

る
取

扱
い

を
し

て
差

し
支

え
な

い
。

 

 
 
  

 5
．
 

同
一

生
計

内
に

2
人

以
上

の
対

象
患

者
が

い
る
場

合
は

、
そ

の
月

の
一

部
負

 額
の

最
も

多
額

な
児

童
以

外
の

児
童

に
つ

い
て

は
、
上

記
の

表
に

定
め

る
額

の
1／

 1
0
に

該
当

す
る

額
を

も
っ

て
自

己
負

担
限

度
額

と
す

る
。

 

 
 
  

 6
.
 

前
年

分
の

所
得

税
又

は
当

該
年

度
の

市
町

村
民

税
の

課
税

関
係

が
判

明
し

な
い

場
合

の
取

扱

い
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
が

判
明

す
る

ま
で

の
期

間
は

、
前

々
年

分
の

所
得

税
又

は
前

年
度

の
市

町
村

民
税

に
よ

る
こ

と
と

す
る

。
 

 （
別

表
２

）（
略

）
 

（
別

紙
様

式
例

４
）（

略
）

 

（
別

紙
２

）（
略

）
 

               

収
制

度
等
（

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
所
管
の
制
度
に
限
る

。）
に
係
る
取
扱
い
に

つ
い

て
」

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税
の

額
を

い
う

。
た

だ
し

、
所

得
税
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

次
の

規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
 
  
 (
1)
 
所

得
税

法
第

7
8
条
第

1
項
（
同
条
第

2
項
第

1
号

、
第

2
号
（
地
方
税
法
第

31
4
条
の

7
第

1
項

第
2
号

に
規

定
す
る
寄
附
金
に
限
る

。）
、
第

3
号
（
地
方
税
法
第

3
14

条
の

7
第

1
項
第

2

号
に

規
定

す
る

寄
附
金
に
限
る

。）
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る

。）
、
第

9
2
条
第

1
項
、
第

95

条
第

1
項

、
第

2
項
及
び
第

3
項
 

 
 
  
 (
2)
 
租

税
特

別
措
置
法
第

4
1
条
第

1
項
、
第

2
項
及
び
第

3
項
、
第

41
条
の

2、
第

4
1
条
の

3

の
2
第

1
項

、
第

2
項
、
第

4
項
及
び
第

5
項
、
第

41
条
の

19
の

2
第

1
項
、
第

41
条
の

1
9
の

3
第

1
項
及
び
第

2
項
、
第

41
条
の

19
の

4
第

1
項
及
び
第

2
項
並
び
に
第

41
条
の

1
9
の

5
第

1
項
 

 
 
  
 (
3)
 
租

税
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

1
0
年
法
律
第

2
3
号
）
附
則
第

12
条
 

 
 
  
 3
．

 
10

円
未

満
の

端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
  
 4
．
 

災
害

等
に

よ
り

、
前
年

度
と

当
該

年
度

と
の

所
得

に
著
し

い
変

動
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
そ

の
状

況
等

を
勘
案
し
て
実
情
に
即
し
た
弾
力
性
の
あ
る
取
扱
い
を
し
て
差
し
支
え
な
い
。
 

 
 
  
 5
．
 
同

一
生

計
内
に

2
人
以
上
の
対
象
患
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
月
の
一
部
負

 額
の
最
も
多
額

な
児

童
以

外
の

児
童
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
表
に
定
め
る
額
の

1／
 1
0
に
該
当
す
る
額
を

も
っ

て
自

己
負

担
限

度
額
と
す
る
。
 

 
 
  
 6
.
 

前
年

分
の

所
得

税
又

は
当

該
年

度
の

市
町

村
民

税
の

課
税

関
係

が
判

明
し

な
い

場
合

の
取

扱

い
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
が

判
明

す
る

ま
で
の

期
間

は
、

前
々

年
分

の
所

得
税
又

は
前

年
度

の
市

町
村

民
税

に
よ

る
こ
と
と
す
る
。
 

 （
別

表
２

）（
略

）
 

（
別

紙
様

式
例

４
）（

略
）

 

（
別

紙
２

）（
略

）
 

                

 

小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
研
究
費
国
庫
補
助
金
実
施
要
綱
一
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改
正
新
旧
対
照
表
（
案
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